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丹
生
明
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の
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『紀伊続風土記』（4:775 下）・『通念集・巻七』（『近世文芸叢書・名所記 2』:188）・『野山

名霊集』（:215）には、宥快師が悉曇の研鑽を積んでいる時に、天女姿で冠を被り魚脳の

灯炉を持った丹生明神が現れて悉曇に関する疑問に答えてくれたことを記す。宥快師は

すぐにそのお姿を描かせたという。

＜図１＞影向丹生明神像＜図 2 ＞影向丹生明神像（浄菩提院）
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一
・
一
、　
伊
和
大
神
　
―
丹
生
都
比
売
命
の
父
神
―

一
・
一
・
〇
、　
は
じ
め
に

　

周
知
の
通
り
、
高
野
山
の
鎮
守
で
あ
る
丹
生
明
神
（
丹
生
都
比
売
命
）
の
両
親
は
、
伝
統
的
に
伊い

弉ざ
な

諾ぎ
の

命み
こ
と・

伊い

弉ざ
な

冉み
の

命み
こ
とと

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
伝
統
説
は
、
お
そ
ら
く
丹
生
都
比
売
命
を
稚
日
女
尊
と
同
体
視
し
、
稚
日
女
尊
が
天
照
大
神
の
妹
で
あ

る
こ
と
か
ら
造
作
さ
れ
た
続
き
柄
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、『
播
磨
国
風
土
記
』
を
概
観
す
る
に
、
丹
生
都
比
売
命
の
実
際

の
父
神
は
伊い

和わ
の

大お
ほ

神か
み

と
考
え
ら
れ
る
。
本
節
は
丹
生
都
比
売
命
の
実
父
た
る
伊
和
大
神
、
並
び
に
大
神
を
祀
る
播
磨
国
の
一

い
ち
の

宮み
や

で
あ
る
伊
和
神
社
に
関
し
て
記
す
も
の
で
あ
る
。

一
・
一
・
一
、　『
播
磨
国
風
土
記
』
逸
文
に
見
ら
れ
る
尓
保
都
比
売
命 

の
父
・
国
堅
大
神

　

丹
生
都
比
売
命
を
記
し
た
最
も
古
い
文
献
と
し
て
、『
播
磨
国
風
土
記
』
逸
文
の
一
節
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
一
節
は
神
功
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皇
后
が
新
羅
討
伐
（
三
韓
討
伐
）
の
際
に
、
丹
生
都
比
売
命
の
ご
託
宣
を
賜
り
、
そ
の
通
り
に
船
・
武
器
・
衣
装
な
ど
を
全

て
赤
土
で
染
め
上
げ
て
攻
め
入
っ
た
と
こ
ろ
新
羅
に
圧
勝
し
、そ
の
報
恩
の
た
め
に
藤ふ

じ

代し
ろ
の

峰た
け

に
丹
生
都
比
売
命
を
祀
り
奉
っ

た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
『
播
磨
国
風
土
記
』
逸
文
に
は
、
以
下
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
（
割
注
は
筆
者
が
補
う
。
以

下
同
じ
）。

息お
き

長な
が

帯た
ら
し

日ひ

女め
の

命み
こ
と（

神
功

皇
后

） 

、
新
羅
の
国
を
平こ

と
むけ

む
と
欲お

も
ほし

た
ま
ひ
て
下
り
坐ま

し
し
時
、
衆も

ろ
もろ

の
神
に
祷い

の

り
た
ま
ひ
き
。

そ
の
時
、
国
堅
め
ま
し
し
大
神
の
子み
こ

の
尓に

保ほ

都つ

比ひ

売め
の

命み
こ
と（ 

丹
生
都

比
売
命

）、
国
造
の
石
坂
比
売
命
に
著か

か

り
て
教さ

と

し
曰の

た
まは

く
「
好よ

く
我
が
前み

ま
へを

治
め
奉
ら
ば
、
我
れ
は
爾す

な
はち

善よ

き
験し

る
しを

出い

だ
し
て
、
比ひ

比ひ

良ら

木き

の
八や

尋ひ
ろ

桙ほ
こ

根ね

の
底そ

こ

不つ
か
ぬ附

国
、
越を

と

売め

の
眉ま

よ

引び
き

の
国
、
玉た

ま

匣く
し
げ

賀か

が々

益ま
す

国
、
苫こ

も

枕ま
く
ら

宝
有
る
国
、
白し

ろ

衾ぶ
す
ま

新し
ら
き羅

の
国
を
丹に

の
浪
を
以も

ち
て
平こ

と
む伏

け
賜
は
む
。」
と
。
か

く
の
如
く
教さ

と

し
賜
ひ
、
こ
こ
に
赤ま

土は
に

を
出
だ
し
賜
ひ
き
。
そ
の
土
を
天あ

ま

の
逆さ

か

桙ほ
こ

に
塗
り
た
ま
ひ
、
神み

舟ふ
ね

の
艫と

も

と
舳へ

に

建
て
た
ま
ふ
。
ま
た
御み

舟ふ
ね

の
裳
と
御み

軍い
く
さの

着よ
ろ
ひ衣

を
染
め
た
ま
ひ
ぬ
。
ま
た
海う

し
ほ水

を
撹
き
濁
し
て
渡
り
賜
ふ
時
、
底
潜く

く

る
魚い

を

ま
た
高
く
飛
ふ
鳥
ど
も
も
往
き
来
せ
ず
、
前み

さ
きを

遮さ
ふ

る
も
の
な
し
。
か
く
て
新
羅
を
平こ

と
む伏

け
已を

は訖
り
て
還か

へ上
り
た

ま
ひ
ぬ
。
乃
ち
そ
の
神 （
尓
保
都

比
売
命

）
を
紀
伊
の
国
の
管つ

つ

川か
は

な
る
藤ふ

じ

代し
ろ
の

峰た
け

に
鎮
め
奉
り
き
。

（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集5  

風
土
記
』: 490

・491

）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

文
中
、「
尓
保
都
比
売
命
」
と
は
丹
生
都
比
売
命
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
文
に
は
「
国
堅
め
ま
し
し
大
神
の
子
・
尓
保

都
比
売
命
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
伝
統
的
に
、
こ
の
「
国
堅
め
ま
し
し
大
神
」
は
伊
弉
諾
命
な
い
し
伊
弉
冉
命
と
解
釈
さ
れ

て
き
た
。
し
か
し
、
逸
文
で
は
な
い
『
播
磨
国
風
土
記
』
の
本
編
の
記
述
を
通
読
す
る
に
、
こ
の
「
国
堅
め
ま
し
し
大
神
」
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が
伊
弉
諾
命
・
伊
弉
冉
命
の
こ
と
で
は
な
く
、
伊
和
大
神
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
「
紀
伊
の
国
の
管
川
な
る
藤
代
峰
」
と
は
、
後
に
見
る
如
く
「
丹
生
大
明
神
告
門
」
に
謂
う
所
の
「
丹
生
川
上
水み

く
ま
り分

の
峰
」
の
こ
と
で
あ
り
、
伊
都
郡
東
富
貴
に
あ
る
。

一
・
一
・
二
、　『
播
磨
国
風
土
記
』
に
お
け
る
伊
和
大
神
に
関
連
す
る
記
述

　
そ
こ
で
、『
播
磨
国
風
土
記
』
本
編
に
お
け
る
伊
和
大
神
に
関
連
す
る
記
述
を
拾
え
ば
、
凡
そ
以
下
の
如
く
で
あ
る
。　
　

　
〈
餝
磨
の
郡
〉

　
　

英あ

賀が

の
里
。（
中
略
）
伊
和
大
神
の
子み
こ

、
阿あ

賀が

比ひ

古こ

・
阿あ

賀が

比ひ

売め

の
二
神
、
此
処
に
坐い

ま

す
。

　
〈
揖
保
の
郡
〉

香か
ぐ

山や
ま

の
里
。（
中
略
）
鹿か

来ぐ

墓は
か

と
号な

づ

く
る
所ゆ

ゑ
ん以

は
、
伊
和
大
神 

国く
に

占し

め
ま
し
し
時
に
、
鹿
、
来
た
り
て
山
の
岑み

ね

に
立
ち

き
。
山
の
岑
、
是
れ
亦
た
墓
に
似
た
り
き
。
故か

れ
、「
鹿か

来ぐ

墓は
か

」
と
号な

づ

く
。

伊
勢
野
。（
中
略
）
山
の
岑
に
在い

ま

す
神
の
伊
和
大
神
の
子み
こ

の
伊
勢
都
比
古
命
と
伊
勢
都
比
売
命
と
を
敬
び
祭
り
き
。

粒い
ひ
ぼ

丘を
か

。（
中
略
）
天
日
槍
命
、
韓か

ら

国く
に

よ
り
度わ

た

り
来
て
、
宇う

頭づ

の
川か

は

底へ

に
到
り
て
宿

や
ど
り

処
を
葦
原
の
志し

挙こ

乎を

命
（
伊
和
大
神

の
こ
と

）

に
乞
ひ
て
曰ま

う

さ
く
、「
汝
は
国

く
に
の

主き
み

為た

り
。
吾あ
「

が
宿
る
所
を
得え

ま
く
欲ほ

り
た
て
ま
つ
る
。」
と
。
志
挙
、即
ち
海
中
を
許
す
。
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美
奈
志
川
。（
中
略
）
伊
和
大
神
の
子み
こ

、
石い
は

竜た
つ

比ひ

古こ

命
と
妹い
も

石い
は

竜た
つ

比ひ

売め

命
と
の
二
神
、
川
の
水
を
相あ

ひ
競き

ほ

ひ
た
ま
ひ
き
。

　
〈
讃
容
の
郡
〉

讃さ

容よ

の
郡
。（
中
略
）
大
神
と
妹い

も

妋せ

と
の
二
柱
、
各
の
競き

ほ

ひ
て
国
占
め
ま
し
し
時
に
、
妹い
も

玉た
ま

津つ

日ひ

女め

命
、
生
け
る
鹿
を

捕
ら
へ
臥
せ
て
、そ
の
腹
を
割
き
て
、稲
を
そ
の
血
に
種ま

き
た
ま
ひ
き
。（
中
略
）
大
神
勅の云
り
た
ま
ひ
し
く
、「
汝な

に

妹も

は
、

五
月
夜
に
植
ゑ
つ
る
か
も
。」
と
。
即
ち
他あ

だ

し
処
に
去
り
き
。

　
〈
宍
禾
の
郡
〉

宍し
き
は禾

の
郡
。（
中
略
）
伊
和
大
神
、
国
作
り
堅
め
る
こ
と
了を

は
り
し
以の
ち後
に
、
山
川
谷
尾
を
堺
ひ
に
、
巡
り
行い

で
ま
し

し
時
に
、
大
き
な
る
鹿
、
己
が
舌
を
出
だ
し
て
矢
田
の
村
に
遇
へ
り
。（
後
略
）

宇う

波は

良ら

の
村
。
葦
原
の
志し

許こ

乎を

命
（
伊
和
大

神
の
こ

）
と

、
国
占
め
ま
し
し
時
に
、
勅の

り
た
ま
ひ
し
く
、「
こ
の
地
は
小ち

狭さ

く
あ
れ

ど
も
、
室む

ろ

の
戸
の
如
し
。」
と
。
故か

れ
、「
表う

は

戸と

」
と
曰
ふ
。

奪う
ば
ひ

谷だ
に

。
葦
原
の
志
許
乎
命
と
天
日
槍
命
の
二
神
、
こ
の
谷
を
相
奪
ひ
た
ま
い
き
。
故か

れ
、「
奪

う
ば
ひ

谷だ
に

」
と
曰
ふ
。

伊い

奈な

加か

川が
は

。
葦
原
の
志
許
乎
命
と
天
日
槍
命
、（
葦
原
の
志

許
乎
命

）
国
占
め
し
た
ま
ひ
し
時
に
、
嘶い

な

く
馬
あ
り
て
、
こ
の
川
に
遇

へ
り
き
。
故か

れ
、「
伊い

奈な

加か

川が
は

」
と
曰
ふ
。

阿あ

和わ

賀か

山や
ま

。
伊
和
大
神
の
妹
、
阿あ

和わ

加か

比
売
命
、
こ
の
山
に
在い

ま

す
。
故か

れ
、「
阿あ

和わ

賀か

山や
ま

」
と
曰
ふ
。

雲う
る

箇か

の
里
。（
中
略
）
大
神
の
妻
、
許こ

乃の

波は

奈な

佐さ

久く

夜や

比ひ

売め

命
、
そ
の
形

か
た
ち

美う
る
は麗

し
か
り
き
。
故か

れ
、「
宇う

留る

加か

」
と
曰
ふ
。

波は

加か

の
村
。（
伊
和
大
神

）
国
占
め
ま
し
し
時
に
、
天
日
槍
命
、
先
に
到
り
し
処
な
り
。
伊
和
大
神
、
後
に
到
り
た
ま
ふ
。
こ

こ
に
大
神
、
大い

た

く
恠あ

や

し
と
お
も
ひ
て
云の

り
た
ま
ひ
し
く
、「
度は

か

ら
ず
あ
り
て
先
に
到
り
し
か
も
。」
と
。
故か

れ
、「
波は

加か

の
村
」
と
曰
ふ
。
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〈
神
前
の
郡
〉

神か
む

前さ
き

の
郡
。（
中
略
）
伊
和
大
神
の
子み
こ

、
建た
け

石い
は

敷し
き

命
、
山や

ま

使つ
か
ひの

村
の
神
前
山
に
在い

ま

す
。

糠ぬ
か

岡を
か

は
、
伊
和
大
神
と
天
日
槍
命
と
の
二
神
、
各
の
軍い

く
さを

発
し
て
相
ひ
戦
ひ
ま
し
き
。

　
〈
託
賀
の
郡
〉

袁を

布ふ

山や
ま

と
云
ふ
は
、
昔
、
宗む
な

形か
た

の
大
神
の
奥お
き

津つ

嶋し
ま

比ひ

売め

命
、
伊
和
大
神
の
子み
こ

を
任は
ら

み
て
、
こ
の
山
に
到
り
来
て
云の

り

た
ま
ひ
し
く
、「
我
が
産こ

う

む
べ
き
時 

訖を

ふ
。」
と
。

　
〈
美
嚢
の
郡
〉

志し

深じ
み

の
里
の
三み

坂さ
か

に
坐
す
神
は
、
八や

戸
挂か

か

須す

御み

諸も
ろ

命
な
り
。
大
物
主
葦
原
の
志し

許こ

（
伊
和
大
神

の
こ
と

）、
国
堅
め
ま
し
し
以の
ち後

に
、

天
よ
り
三
坂
の
岑
に
下
り
ま
し
き
。

　

以
上
の
記
述
か
ら
、葦
原
の
志
挙
（
許
）
乎
命
と
は
播
磨
国
を
「
国く

に

占し

め
ま
し
し
」
伊
和
大
神
で
あ
り
、「
国
堅
め
ま
し
し
」

伊
和
大
神
が
丹
生
都
比
売
命
の
父
神
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
伊
和
大
神
は
別
名
を
「
国
堅
大
神
」
と
言
い
、
曾
根

硏
三
氏
も
『
播
磨
国
風
土
記
』
逸
文
の
一
節
に
関
し
て
、「
所
謂
国
堅
大
神
は
伊
弉
諾
・
伊
弉
冉
の
両
神
と
解
す
る
よ
り
も

万
葉
緯
（
江
戸
中
期
の
今
井
似
閑
が
編

纂
し
た
『
万
葉
集
』
の
注
釈
書

）
の
大
神
と
な
す
説
を
穏
当
と
す
る
。」
と
云
っ
て
、「
国
堅
め
ま
し
し
大
神
」
を
伊
和
大
神
と
見

做
し
て
い
る
（
曾
根1984

）。

　
『
播
磨
国
風
土
記
』
を
ま
と
め
れ
ば
、
丹
生
都
比
売
命
の
家
族
は
凡
そ
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
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ま
た
、
兵
庫
県
赤
穂
市
の
伊
和
都
比
売
神
社
に
祀
ら
れ
る
伊
和
都
比
売
大
神
が
伊
和
大
神
の
妻
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し

伊
和
都
比
売
大
神
が
『
播
磨
国
風
土
記
』
に
見
ら
れ
る
四
人
の
妻
の
内
の
誰
な
の
か
、
同
じ
く
丹
生
都
比
売
命
の
母
が
誰
な

の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
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一
・
一
・
三
、　
伊
和
大
神
を
祭
る
伊
和
神
社

　

先
に
丹
生
都
比
売
命
の
実
父
が
伊
和
大
神
で
あ
る
こ
と
を
見
た
。
こ
の
伊

和
大
神
は
兵
庫
県
宍し

粟そ
う

市
一
宮
町
の
伊
和
神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
。
伊
和
神

社
は
ま
さ
に
播
磨
国
一
宮
で
あ
る
。
そ
の
一
宮
と
す
る
史
料
は
、
文
治
二

（1186

）
年
九
月
十
三
日
の
社
蔵
文
書
を
初
見
と
す
る
。

　

御
由
緒
書
に
よ
れ
ば
、
境
内
は
五
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
の
広
さ
で
あ
る
。

ま
た
本
殿
の
奥
に
は
霊
力
顕
か
な
「
鶴
石
」
が
あ
り
、『
播
州
一
宮
略
縁
起
』

に
よ
れ
ば
、
成
務
天
皇
の
十
四
年
（
四
世
紀
後
半
頃
）
の
二
月
十
一
日
、
ま

た
は
一
説
に
欽
明
天
皇
二
十
五
（564

）
年
の
時
に
、
今
は
御
霊
殿
に
祀
ら

れ
て
い
る
伊い

和わ
の

恒つ
ね

郷さ
と
の

命み
こ
との

夢
に
「
我
れ
を
ま
つ
れ
」
と
い
う
大
神
の
ご
託
宣

が
あ
り
、
大
き
な
二
羽
の
白
鶴
が
石
の
上
に
北
向
き
に
寝
て
い
た
こ
と
か
ら
、

社
殿
は
北
に
向
い
て
い
る
（
曾
根1984

：10-11

）。

　

ま
た
宝
暦
九
（1759

）
年
の
神
社
書
上
に
は
「
当
社
建
立
は
国
造
伊
和
恒

郷
に
し
て
、
天
平
宝
字
年
間
（757-765

）
ま
で
に
恒
郷
の
末
孫
の
恒
雄
造
営

＜図 4 ＞伊和神社・鳥居とその奥の随神門　

（筆者撮影）

＜図 3 ＞伊和神社・拝殿　（筆者撮影）
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す
。」
と
あ
り
、
こ
れ
を
信
ず
る
な
ら
ば
、
伊
和
大
神
の
ご

託
宣
を
賜
っ
た
伊
和
恒
郷
命
が
伊
和
神
社
を
建
立
し
た
こ
と

に
な
る
。
ま
た
曾
根
氏
は
、
神
社
の
南
に
位
置
す
る
一
つ
山

古
墳
を
こ
の
伊
和
恒
郷
命
の
も
の
と
す
る
（
曾
根1984

）。

  

爾
来
、
伊
和
神
社
は
安
保
（
英
保
）
氏
が
宮
司
を
務
め
、

後
に
大
井
氏
と
安
黒
氏
が
加
わ
っ
て
三
社
家
が
神
職
に
当

た
っ
た
が
、
現
在
は
安
黒
氏
の
み
が
残
り
、
伊
和
神
社
に
お

仕
え
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
伊
和
神
社
の
禰
宜
・
安
黒
千
景
氏
の
話
に
よ
る
と
、

伊
和
大
神
は
神
功
皇
后
の
新
羅
討
伐
の
際
に
、
船
の
先
頭
に

あ
っ
て
参
戦
し
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、寛
文
十
（1670

）

年
の
吉
田
兼か

ね

連つ
ら

『
正
一
位
伊
和
大
明
神
縁
起
』
に
神
功
皇
后

が
新
羅
討
伐
の
際
に
伊
和
神
社
に
祈
っ
て
神
験
を
得
た
と
し
、
ま
た
『
峯み

ね

相あ
い

記き

』
に
は
「
神
功
皇
后
三
韓
攻
給
時
、
副
将
軍

ト
シ
テ
彼
戦
場
ニ
向
坐
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
（
曾
根1984

：16

）。

　

ま
た
安
黒
氏
に
よ
れ
ば
、
伊
和
大
神
の
御
神
体
は
赤
い
桙
と
い
う
謂
わ
れ
が
あ
り
、
こ
れ
は
上
記
の
『
播
磨
国
風
土
記
』

逸
文
に
「
そ
の
土に

（
赤
土
）
を
天あ

ま

の
逆さ

か

桙ほ
こ

に
塗
り
た
ま
ひ
、神み

舟ふ
ね

の
艫と

も

と
舳へ

（
船
の
先
端
）
に
建
て
た
ま
ふ
」
と
あ
る
こ
と
と
、

見
事
に
符
合
す
る
。『
播
磨
国
風
土
記
』
に
は
、
三
韓
討
伐
に
お
い
て
伊
和
氏
が
関
わ
っ
た
と
す
る
記
述
は
な
い
が
、
口
伝

を
重
ん
ず
れ
ば
、
伊
和
大
神
を
奉
ず
る
伊
和
氏
も
神
功
皇
后
と
共
に
三
韓
討
伐
に
赴
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

＜図 5 ＞『播磨国一の宮　伊和神社御由緒略記』所載

の伊和神社境内図
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ま
た
安
黒
氏
の
話
に
よ
る
と
、
伊
和
氏
の
数
家
は
淡
路
に
移
住
し
た
と
い
う
。
こ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
が
、
後
述
す
る

「
丹
生
祝
氏
本
系
帳
」
に
お
け
る
「
品ほ

ん

田だ
の

天
皇
（
応
神
天
皇
）、
二
柱
（
丹
生
津
比
売
命
・
高
野
大
明
神
）
に
進

た
て
ま
つれ

る
物
は
、

紀
伊
国
の
黒
犬
一
伴つ

ら

と
阿
波
遅
国
（
淡
路
国
）
三
原
郡
の
白
犬
一
伴
と
な
り
。」
の
一
節
で
あ
る
。
伊
和
大
神
・
丹
生
都
比

売
命
の
一
族
は
鉱
物
か
ら
赤
い
顔
料
を
採
る
技
術
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
ま
ず
も
っ
て
確
か
な
事
で
あ
り
、
そ
の
鉱
物
は
一

族
が
飼
っ
て
い
た
犬
（
狼
）
が
嗅
ぎ
分
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
伊
和
氏
は
犬
を
飼
っ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
応
神
天
皇
が
淡
路
国
三
原
郡
の
「
白
犬
一
伴
」
を
丹
生
都
比
売
命
に
奉
献
し
た
の
は
、
伊
和
氏
な
い
し
丹
生
都

比
売
命
の
一
族
が
播
磨
か
ら
淡
路
へ
移
住
し
た
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。

　

伊
和
大
神
が
丹
生
明
神
の
父
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
肯
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
我
が
真
言
宗
門
の
者
に
と
っ
て
、
伊

和
大
神
は
無
縁
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
今
後
、
真
言
宗
関
係
の
諸
師
が
播
磨
の
地
を
訪
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
是

非
一
度
、
伊
和
神
社
に
参
拝
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
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一
・
二
、　
丹
生
都
比
売
命
の
一
族
と
淡
路
島
三
原

　
　

前
節
に
お
い
て
、
丹
生
都
比
売
命
の
父
神
は
「
国
堅
め
ま
し
し
大
神
」
す
な
わ
ち
伊
和
大
神
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
本

節
は
、
丹
生
明
神
（
丹
生
都
比
売
命
）
が
神
功
皇
后
に
よ
っ
て
藤
代
峰
足
下
の
東
富
貴
の
丹
生
神
社
に
祀
ら
れ
る
前
に
は
、

淡
路
国
三
原
郡
に
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。

　

上
の
『
播
磨
国
風
土
記
』
逸
文
に
見
る
如
く
、
神
功
皇
后
は
新
羅
討
伐
に
際
し
て
丹
生
都
比
売
命
の
ご
託
宣
を
受
け
、
武

具
・
衣
裳
・
船
な
ど
を
み
な
朱
に
染
め
て
新
羅
を
攻
め
快
勝
し
た
。
神
功
皇
后
が
新
羅
討
伐
に
先
立
っ
て
、
天
つ
神
・
国
つ

神
を
祀
り
、
神
示
を
蒙
っ
た
こ
と
は
記
紀
に
記
さ
れ
て
い
る
。

一
・
二
・
一
、　
仲
哀
天
皇
の
熊
襲
討
伐
の
試
み
と
崩
御

　
『
日
本
書
紀
』
に
拠
れ
ば
、
神
功
皇
后
（
気お

き

長な
が

足た
ら
し

姫ひ
め
の

尊み
こ
と）

は
仲
哀
天
皇
二
年
正
月
に
皇
后
と
な
る
。
翌
月
、
仲
哀
帝
は

角つ
ぬ

鹿が

（
敦
賀
）
に
赴
き
、笥け

飯ひ

宮の
み
やを

建
て
る
。
こ
れ
が
今
の
気
比
神
宮
で
あ
る
。
仲
哀
天
皇
二
年
三
月
、仲
哀
帝
は
南
国
（
南

海
道
）
を
巡
狩
し
て
紀
伊
国
の
徳と

こ

勒ろ

津つ

宮の
み
や 

に
到
り
、
そ
こ
で
熊
襲
の
謀
叛
を
知
り
、
討
伐
の
た
め
に
舟
に
て
穴
戸
（
山
口
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県
豊
浦
郡
）
へ
向
か
う
。
一
方
、
神
功
皇
后
は
仲
哀
帝
の
命
を
受
け
て
敦
賀
か
ら
舟
を
浮
か
べ
、
日
本
海
側
を
渡
っ
て
豊
浦

津
へ
行
き
、
仲
哀
帝
と
合
流
し
た
。
神
功
皇
后
は
こ
の
と
き
豊
浦
津
の
海
中
か
ら
如
意
珠
を
得
た
と
謂
う
。
仲
哀
天
皇
二
年

九
月
、
仲
哀
帝
は
穴
戸
に
豊
浦
宮
を
建
て
る
。
こ
れ
が
仲
哀
帝
の
時
の
宮み

や室
で
あ
る
。

　

仲
哀
天
皇
八
年
九
月
、
仲
哀
帝
は
熊
襲
を
討
つ
た
め
に
議
り
、
こ
の
時
神
功
皇
后
に
神
が
託か

か

り
、
以
下
の
如
く
仲
哀
天
皇

に
誨
え
た
と
い
う
。

　
　

天
皇
、
何
そ
熊
襲
の
服ま

つ
ろは

ざ
る
こ
と
を
憂
へ
た
ま
ふ
。

　
　

復
、
熊
襲
も
為ま

つ
ろ服

ひ
な
む
。

　
し
か
し
仲
哀
帝
は
こ
の
神
を
疑
い
、「
我
が
皇み

お
や祖

諸す
め
ら
み
こ
と
た
ち

天
皇
等
、
尽
に
神

あ
ま
つ
か
み

祇
く
に
つ
か
みを

祭
い
は
ひ
ま
つり

た
ま
ふ
。
豈
、
遺
れ
る
神
有ま

さ
む

や
」
と
云
っ
て
、
そ
の
言
葉
を
信
じ
ず
に
熊
襲
を
攻
め
た
が
勝
利
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
九
年
二
月
に
仲
哀

天
皇
は
病
に
罹
り
、
崩
御
さ
れ
た
。
一
説
に
仲
哀
天
皇
は
矢
に
中あ

た

っ
て
薨
じ
た
と
も
い
わ
れ
る
。

一
・
二
・
二
、　
神
功
皇
后
の
三
韓
討
伐
と
ご
神
託

　

神
功
皇
后
は
仲
哀
天
皇
が
神
の
託
宣
を
信
じ
な
か
っ
た
こ
と
を
深
く
傷
み
、
神
功
皇
后
摂
政
前
紀
・
仲
哀
天
皇
九
年
三
月
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壬み
づ
の
ゑ

申さ
る

朔
に
潔
斎
し
て
自
ら
が
神
主
と
な
り
、
改
め
て
神
の
ご
託
宣
を
請
じ
た
。

三
月
壬

み
づ
の
ゑ

申さ
る

朔
、
皇
后
、
吉よ

き

日ひ

を
選
び
て
斎

い
は
ひ
の

宮み
や

に
入
り
た
ま
ひ
、
親み

づ
から

神か
む

主ぬ
し

と
為
り
た
ま
ふ
。
則
ち
武
内
宿
禰
に

命み
こ
と
の
りし

て
を
琴

み
こ
と

撫ひ

か
令
め
た
ま
ひ
、
中
臣
烏い

賊か

津つ
の

使を
み主

を
喚め

し
て
審さ

に
は神者

と
為
し
た
ま
ふ
。
因
り
て
千ち

繒は
た

高た
か

繒は
た

を
以

ち
て
琴こ

と

頭か
み

琴こ
と

尾し
り

に
置
き
、
而
し
て
請ね

ぎ
曰ま

う

し
た
ま
ふ
、「
先
の
日
に
、
天
皇
（
仲
哀

天
皇

）
に
教さ

と

し
た
ま
ひ
し
は
誰い

づ

れ
の
神

也ぞ

。
願
は
く
は
其
の
名み

な

を
知
り
た
て
ま
つ
ら
む
と
欲お

も

ふ
。」
と
。
七な

ぬ

日か

七な
な

夜よ

于に

逮お
よ

び
て
、
乃
ち
答
へ
て
曰の

た
まは

く
、「
①

神か
む

風か
ぜ

伊
勢
国
之
百も

も

伝
ふ
度わ

た
ら
ひ逢

県あ
が
た

之
拆さ

く

鈴す
ず

五い

十（
そ
）

鈴す
ず
の

宮み
や

に
所を

る居
神
の
名み

な

撞つ
き

賢さ
か

木き

厳い
つ

之の

御み

魂た
ま

天あ
ま

疎さ
か
る

向む
か

津つ

媛ひ
め
の

命み
こ
と

焉な
り

。」
と
。

亦
た
問ま

う之
し
た
ま
は
く
、「
是こ

の
神
を
除お

き
て
復
た
神
有い

ま

す
乎や

。」
と
。
答
へ
て
曰の

た
まは

く
、「
②
幡は

た

荻す
す
き

穂ほ

に
出い

で
し
吾あ

れ

也ぞ

。
尾お

田た

の
吾あ

田た

節ふ
し

之
淡あ

は
の

郡こ
ほ
り

於に

所を
る居

神
之が

有い
ま

す
也ぞ

。」と
。
問ま

う

し
た
ま
は
く
、「
亦
た
有い

ま

す
耶や

。」と
。
答
へ
て
曰の

た
まは

く
、

「
③
天あ

め

於に

事こ
と

代し
ろ

虚そ
ら

於に

事こ
と

代し
ろ

玉た
ま

籤く
し
け

入い
り

彦ひ
こ

厳い
づ

之の

事こ
と

代し
ろ

主ぬ
し
の

神
、之こ

れ
に
有い

ま

す
也ぞ

。」と
。
問ま

う

し
た
ま
は
く
、「
亦
た
有い

ま

す
耶や

。」と
。

答
へ
て
曰の

た
まは

く
、「
有

あ
る
こ
と
な
き
こ
と

無
之
、
不い

ざ
し
ら
ず

知
焉
。」
と
。

是
こ
に
於
き
て
、
審さ

に
は神者

（
中
臣
烏
賊

津
使
主

）
曰ま

う

さ
く
、「
今
は
答
へ
た
ま
は
不ず

し
て
而
も
更
に
後の

ち

に
言の

た
まふ

こ
と
有い

ま

さ
む
乎や

。」
と
。

則
ち
対こ

た

へ
て
曰の

た
まは

く
、「
④
日ひ

向む
か

の
国
の
橘

た
ち
ば
なの

小を

門と

之
水み

な

底そ
こ

於に

所を居
り
て
、
而
も
水み

な

葉は

も
稚わ

か
や
に之

出い

で
居を

る
神
の
名み

な

は
表う

は

筒つ
つ
の

男を

・
中な

か

筒つ
つ
の

男を

・
底そ

こ

筒つ
つ
の

男を

の
神
之が

有い
ま

す
也ぞ

。」
と
。
問ま

う

さ
く
、「
亦
た
有い

ま

す
耶や

。」
と
。
答
へ
て
曰の

た
まは

く
、「
有

あ
る
こ
と
な
き
こ
と

無
之
、

不い
ざ
し
ら
ず

知
焉
。」
と
。

遂
に
且ま

た
神
有い

ま

す
と
言の

た
まは

不ざ

る
矣な

り

。
時
に
神か

む

の
語こ

と

を
得
て
、
教を

し
への

随ま
に
まに

而
も
祭
り
、
然
し
て
後
に
吉き

備び
の

臣を
み

の
祖を

や

鴨か
も
の

別わ
け

を
遣お

く

り
て
熊
襲
国
を
撃
た
令
め
た
ま
ふ
。
未
だ
浹し

ば
ら
く辰

（
干
支
の
子
か
ら
亥

ま
で
の
十
二
日
間

）
も
経
ざ
る
に
、
而
も
自お

の
づか

ら
服ま

つ
ろひ

焉ぬ

。

（『
新
訂
増
補
国
史
大
系　

日
本
書
紀
』
前
篇: 241-242

）
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右
に
見
る
如
く
、
こ
の
時
に
四
柱
の
神
が
現
れ
た
。
こ
れ
ら
の
神
は
新
羅
討
伐
に
際
し
て
、
効
験
が
顕
著
で
あ
っ
た
。

　

①
向む

か

津つ

媛ひ
め
の

命み
こ
と。

　

②
尾お

田た

の
吾あ

田た

節ふ
し

之
淡あ

は
の

郡こ
ほ
り

於に

所を
る居

神
。

　

③
事こ

と

代し
ろ

主ぬ
し
の

神
。

　

④
表う

は

筒つ
つ
の

男を

・
中な

か

筒つ
つ
の

男を

・
底そ

こ

筒つ
つ
の

男を

の
神
。

　

神
功
皇
后
は
三
韓
討
伐
を
し
て
凱
旋
帰
国
し
、仲
哀
天
皇
九
年
十
二
月
辛か

の
と

亥ゐ

（
十
四
日
）
に
応
神
天
皇
を
生
ん
だ
。
ま
た
、

表
筒
男
・
中
筒
男
・
底
筒
男
の
荒
魂
を
穴
門
山
田
邑
に
祀
っ
た
。

是
こ
於に

、
軍

み
い
く
さに

従
ひ
た
ま
ふ
神
の
表
筒
男
・
中
筒
男
・
底
筒
男
の
三
は
し
ら
の
神
、
皇
后
に
誨を

し

へ
ま
う
し
た
ま
ひ
て

曰の
た
まは

く
、「
我あ

れ
荒
魂
を
ば
穴
門
の
山
田
の
邑
於に

祭い
は

は
令
め
よ
。」
と
。
時
に
穴
門
直
之
祖
の
践ほ

む

立た
て

と
津
守
連
之
祖
の

田た

裳も

見み
の

宿
禰
と
、
皇
后
于に

啓ま
う

し
て
曰ま

う

さ
く
、「
神
の
居ま

し
まさ

欲ま
ほ

し
き
之が

地と
こ
ろ、

必ふ
つ

く
に
（「
ふ
つ
に
」
に
同
じ
。
す
っ

か
り
・
残
ら
ず
に
の
意

）
宜
し
く
定
め
奉
り

た
ま
ふ
べ
し
。」
と
。
則
ち
践ほ

む

立た
て

を
以
ち
て
、
荒
魂
を
祭
ふ
之
神か

む

主ぬ
し

と
為
し
た
ま
ふ
。
仍
り
て
祠や

し
ろを

穴
門
の
山
田
の
邑

於に

立
て
た
ま
ふ
。（
後
略
）   　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
新
訂
増
補
国
史
大
系　

日
本
書
紀
』
前
篇: 249-250

）

　
こ
の
時
、
表
筒
男
・
中
筒
男
・
底
筒
男
の
三
神
は
穴
門
の
山
田
邑
に
祀
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
が
下
関
市
の
住
吉
神
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社
に
当
た
る
。
ち
な
み
に
、
表
筒
男
・
中
筒
男
・
底
筒
男
の
「
筒
」
と
は
「
星
（
つ
つ
／
つ
づ
）」
の
こ
と
で
あ
り
、
表
筒
男
・

中
筒
男
・
底
筒
男
は
そ
れ
ぞ
れ
オ
リ
オ
ン
座
の
三
ツ
星
（
日
本
名
：
三み

連つ
ら

星ぼ
し

）
を
指
す
。
厳
密
に
は
、
表
筒
男
が
δ

デ
ル
タ

星
、
中

筒
男
が
ε

イ
プ
シ
ロ
ン

星
、
底
筒
男
が
ζ

ゼ
ー
タ

星
と
な
ろ
う
。
古
代
、
三み

連つ
ら

星ぼ
し

は
航
海
の
道み

ち

標し
る
べと

な
っ
た
。　

　

神
功
皇
后
が
新
羅
を
討
伐
し
た
翌
年
の
神
功
皇
后
摂
政
元
年
春
二
月
、
仲
哀
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
麛か

ご

坂さ
か

王
と
忍お

し

熊く
ま

王
は
、

群
臣
た
ち
が
誕
生
し
た
皇
子
（
後
の
応

神
天
皇

）
を
擁
立
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
聞
き
、
神
功
皇
后
に
反
旗
を
翻
し
た
。
皇
后
は

難
波
の
海
を
進
む
こ
と
が
で
き
ず
、
務む

古こ

（
武庫

）
に
引
き
返
し
、
行
く
先
を
占
っ
た
。
此
の
時
、
新
羅
討
伐
に
効
験
の
あ
っ

た
前
述
の
四
柱
の
神
が
現
れ
、
神
功
皇
后
は
四
柱
の
神
の
命
に
従
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
祀
り
上
げ
た
と
こ
ろ
、
無
事
に
難
波

を
越
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

是
こ
於に

、
①
天あ

ま

照て
る

大お
ほ

神ん
か
み

之
れ
に
誨を

し

へ
て
曰の

た
まは

く
、「
我
之が

荒
魂
を
ば
皇お

ほ
も
と居

に
近
づ
く
可べ

か
ら
不ず

。
当ま

さ

に
御み

心こ
こ
ろの

広
田

の
国
に
居
ら
し
む
べ
し
。」
と
。
即
ち
山
背
根
子
之が

女む
す
めの

葉
山
媛
を
以
ち
て
祭い

は

は
令
め
た
ま
ふ
。
②
亦
た
稚わ

か

日ひ
る

女め
の

尊み
こ
と 

之
れ
に
誨を

し

へ
て
曰の

た
まは

く
、「
吾
れ
活い

く

田た

の
長

な
が
の

峡を

の
国
に
居
ら
ま
く
欲ほ

し
。」
と
。
因
り
て
海う

な

上か
む

の
五い

十（
そ
）狭さ

茅ち

を
以
ち
て

祭い
は

は
令
め
た
ま
ふ
。
③
亦
た
事
代
主
尊 

之
れ
に
誨を

し

へ
て
曰の

た
まは

く
、「
吾
れ
を
御み

心こ
こ
ろの

長
田
の
国
于に

祠ま
つ

れ
。」
と
。
則
ち

葉
山
媛
之が

弟い
ろ
と

長
媛
を
以
ち
て
祭い

は

は
令
め
た
ま
ふ
。
④
亦
た
表
筒
男
と
中
筒
男
と
底
筒
男
と
の
三
は
し
ら
の
神 

之
れ
に

誨を
し

へ
て
曰の

た
まは

く
。「
吾あ

が
和に

ぎ

魂み
た
まを

ば
宜
し
く
大
津
の
渟ぬ

中な

倉く
ら

之
長な

が
の

峡を

に
居
ら
し
む
べ
し
。
便
ち
因
り
て
徃か

よ来
ふ
船
を

看
む
。」
と
。
是
こ
於に

、
神
の
教を

し
への

随ま
に
まに

以
ち
て
鎮
め
坐す

え
ま
つ
る
焉な

り

。
則
ち
平た

へ

ら
か
に
海
を
度わ

た

る
こ
と
を
得
た
ま
ふ
。

（『
新
訂
増
補
国
史
大
系　

日
本
書
紀
』
前
篇: 251

）
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こ
の
時
、
四
柱
が
祀
ら
れ
た
地
を
ま
と
め
れ
ば
、
左
の
如
く
で
あ
る
。

　

❶
天
照
大
神
の
荒
魂
：
広
田
神
社
（
摂
津
国
の
名

み
ょ
う

神じ
ん

大
社
）。

　

❷
稚
日
女
尊
：
生
田
神
社
（
摂
津
国
の
名
神
大
社
）。

　

❸
事
代
主
尊
：
長
田
神
社
（
摂
津
国
の
名
神
大
社
）。

　

❹
表
筒
男
・
中
筒
男
・
底
筒
男
の
和
魂
：
住
吉
大
社
（
摂
津
国
一
宮
）。

　

先
の
①
②
③
④
と
比
較
す
る
に
、
③
と
④
は
そ
れ
ぞ
れ
❸
と
❹
に
一
致
す
る
。
す
な
わ
ち
、
③
❸
は
事
代
主
、
④
❹
は
表

筒
男
・
中
筒
男
・
底
筒
男
で
あ
る
。
し
か
し
、
①
向む

か

津つ

媛ひ
め
のと

②
尾お

田た

の
吾あ

田た

節ふ
し

之
淡あ

は
の

郡こ
ほ
り

於に

所を
る居

神
は
、
そ
れ
ぞ
れ
❶
天
照

大
神
の
荒
魂
と
❷
稚
日
女
尊
に
一
致
し
な
い
。

　

①
❶
に
関
し
て
、『
古
事
記
』
仲
哀
天
皇
段
に
は
、
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

爾し
か

し
て
、建
內
宿
禰
、「
恐か

し
こし

、我
が
大
神
、其
の
神
の
腹
に
坐い

ま

す
之
御み

子こ

は
、何い

づ

れ
の
子み

こ

歟ぞ

。」
と
白ま

う

さ
ば
、「
男
を
の
こ

子ご

也
。」

と
答
へ
て
詔の

り
た
ま
ひ
き
。
爾し

か

し
て
、
具つ

ぶ

さ
に
之
れ
に
「
今
、
如か

く此
言こ

と

教を
し

へ
た
ま
ふ
之
大
神
者は

、
其
の
御み

名な

を
知
ら

ま
く
欲ほ

し
。」
と
請
へ
ば
、
卽
ち
答
へ
て
詔の

り
た
ま
は
く
、「
是こ

は
、
天
照
大
神
之
御み

心こ
こ
ろ

者な
り

。
亦
た
底
筒
男
・
中
筒
男
・

上
筒
男
の
三み

柱は
し
らの
大
神
者な
り也
。
此
の
時
に
其
の
三
柱
の
大

神
之
御
名
者
顯
は
る
る
也
。今
、
寔ま

こ
と

に
其
の
国
（
新
羅
の

こ
と

）
を
求
め
む
と
思
ほ
さ
者ば

、
天

あ
ま
つ

神か
み

地く
に
つ

神か
み

と
、

亦
た
山
の
神
及
び
河
海
之
諸も

ろ
もろ

の
神
於に

悉ふ
つ

に
幣み

て
ぐ
ら帛

を
奉
り
、
我
之が

御み

魂た
ま

を
船
の
上
于に

坐ま
し
ませ

て
、
而
も
真
木
の
灰
は
瓠

ひ
さ
ご

に
納い

れ
、
亦
た
箸
及
び
比ひ

羅ら

傳で

（
葉盤

）
は
多さ

は

に
作
り
て
、
皆
皆
大
海
に
散
ら
し
浮
か
べ
、
以
ち
て
度わ

た

る
可
し
。」
と
。
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（
倉
野1963: 133

、
一
部
改
変
す
）

　

右
に
見
る
如
く
、『
古
事
記
』
に
お
い
て
現
わ
れ
て
い
る
の
は
、
天
照
大
神
と
底
筒
男
・
中
筒
男
・
上
筒
男
の
み
で
あ
る
。

こ
の
『
古
事
記
』
の
天
照
大
神
は
、『
日
本
書
紀
』
❶
天
照
大
神
の
荒
魂
と
吻
合
す
る
が
、
上
掲
の
如
く
『
日
本
書
紀
』
の

①
は
向
津
媛
が
現
わ
れ
た
と
す
る
。
こ
こ
に
、『
日
本
書
紀
』
は
天
照
大
神
を
向
津
媛
と
同
体
化
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ

と
が
看
取
さ
れ
る
。
し
か
し
、『
古
事
記
』
は
天
照
大
神
を
「
男
子
」
と
云
っ
て
い
る
。

一
・
二
・
三
、　
元
祖
の
生
田
神
社
（
砂
山
太
神
宮
）
に
つ
い
て

　

前
述
の
如
く
、「
尾お

田た

の
吾あ

田た

節ふ
し

之
淡あ

は
の

郡こ
ほ
り

於に

所を
る居

神
」
は
神
功
皇
后
に
「
吾
れ
活い

く

田た

の
長

な
が
の

峡を

の
国
に
居
ら
む
と
欲お

も

ふ
。」

と
ご
託
宣
を
下
し
、
神
功
皇
后
は
こ
れ
に
応
じ
て
生
田
神
社
を
建
て
た
。

　
し
か
し
、
生
田
神
社
は
左
の
如
く
二
度
の
遷
宮
を
経
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
生
田
神
社
編
『
生
田
神
社
史
』
に
は
、
以

下
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。

地
元
の
口こ

う

碑ひ

や
社
伝
に
よ
る
と
、
生
田
神
社
は
、
現
在
の
社
地
（
旧
八
部
郡
神
戸
郷
生
田
宮み

や

村む
ら

）
で
は
な
く
、
旧
八

部
郡
（
当
時
は
莵と

原ば
ら

郡
）
生
田
郷
生
田
村
に
隣
接
す
る
砂

い
さ
ご

山や
ま

（
丸
山
）
に
鎮
座
し
て
い
た
。
福
原
鐐
次
郎
氏
「
会
下



20

山
入
云
」
に
よ
る
と
、文
武
天
皇
治
世
の
頃
（
六
九
七
〜
七
〇
七
）、後
に
生
田
神
社
の
神
宮
寺
に
な
る
瀧
寺
（
瀧
上
寺・

瀧
勝
寺
）
が
役

え
ん
の

小お

角づ
の

（
役
行
者
）
に
よ
っ
て
砂
山
の
布
引
瀧
の
上
に
創
建
さ
れ
た
際
、
生
田
神
社
は
生
田
川
の
支
流

苧お

川
の
南
尾
筋
（
砂
山
の
東
麓
、
苧お

川
南
端
の
小
丘
、
現
熊く

も
ち内

八
幡
社
境
内
の
南
端
）
へ
遷
座
し
た
と
い
う
（「
旧
熊

内
村
中
西
誉
左
衛
門
家
古
文
書
」〔
太
田
敞
三
氏
著
刊
『
生
田
大
神
活
田
長
峡
国
御
鎮
座
当
時
の
考
察
―
水
禍
に
依
り

生
田
森
へ
御
遷
座
迄
―
』昭
和
二
十
七
〕）。
ま
た
、「
同
地
に
は
砂
山
太
神
宮
と
称
す
る
神
祠
が
残
り
、生
田
大
神
を
祀
っ

て
ゐ
た
」（
加
藤
隆
久
氏
「
生
田
神
社
研
究
拾
遺
」
神
道
史
研
究
二
一
―
三
・
四
）
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
砂
山
付
近

に
旧
生
田
神
社
が
鎮
座
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
現
在
こ
の
付
近
を
「
熊く

も
ち内

」
と
い
う
が
、「
熊
（
く
ま
）」
は
「
神

（
か
み
）」
に
通
ず
る
語
で
あ
る
か
ら
、
熊
内
と
は
神
内
の
こ
と
で
、
砂
山
付
近
に
生
田
神
社
が
鎮
座
し
て
い
た
名
残

と
い
わ
れ
て
い
る
（『
生
田
神
社
誌
』）。（
中
略
）
で
は
、
い
つ
生
田
神
社
は
砂
山
の
あ
る
生
田
村
か
ら
生
田
の
森
で

有
名
な
現
在
の
生
田
宮
村
へ
遷
座
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
口
碑
に
よ
る
と
、
延
暦
十
八
年
（
七
九
九
）
四
月
の
洪
水

で
布
引
の
渓
流
が
氾
濫
し
、
砂
山
西
端
が
崩
壊
し
て
社
殿
が
傾
斜
す
る
被
害
に
及
ん
だ
た
め
、
生
田
村
の
刀
禰
七
太

夫
な
る
者
が
ご
神
体
を
背
負
っ
て
自
宅
の
庭
石
の
上
に
安
置
し
た
。
し
か
し
、
な
お
危
険
と
見
た
七
太
夫
は
、
七
、八

日
間
、
生
田
大
神
の
良
き
鎮
座
地
を
探
し
巡
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
突
然
背
負
っ
た
ご
神
体
が
重
く
な
り
こ
れ
以
上
歩

め
た
く
な
っ
た
の
で
、
そ
の
場
所
に
安
置
し
た
。
そ
れ
が
現
在
の
生
田
宮
村
へ
奉
遷
さ
れ
た
由
来
だ
と
い
う
。
つ
ま

り
、
生
田
神
社
は
、
刀
禰
七
太
夫
が
生
田
大
神
の
ご
神
意
に
よ
っ
て
、
現
在
の
社
地
に
奉
遷
せ
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
か
つ
て
の
生
田
神
社
の
神し

ん

幸こ
う

祭さ
い

で
は
、
そ
れ
に
ち
な
ん
で
「
刀
禰
家
へ
七
度
半
」
と
い
う
神
事
が
行
わ
れ
、

当
時
の
刀
禰
七
太
夫
の
苦
労
を
偲
ん
だ
の
で
あ
っ
た
（
前
掲
「
旧
熊
内
村
中
西
誉
左
衛
門
家
古
文
書
」）。
ち
な
み
に
、

生
田
神
社
を
砂
山
か
ら
生
田
の
森
へ
遷
座
し
た
時
の
通
り
道
と
し
て
、「
御ご

幸こ
う

道み
ち

」
が
生
田
村
か
ら
生
田
宮
村
に
か
け
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て
伝
わ
っ
て
い
る
（『
生
田
神
社
誌
』）。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  （
生
田
神
社2007: 125-128

）

　
こ
れ
を
ま
と
め
れ
ば
、
生
田
神
社
の
所
在
地
は
左
の
如
く
変
遷
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

①
兵
庫
県
神
戸
市
中
央
区
葺
合
町
布
引
山
（
旧
莵と

原ば
ら

郡
／
八
部
郡
）。

　

②
生
田
川
支
流
の
苧
川
の
南
尾
筋
（
砂
山
の
東
麓
）。

　

③
生
田
宮
村
（
現
・
生
田
神
社
）。

　

①
に
関
し
て
、
生
田
神
社
に
は
「
砂
山
太
神
宮
ほ
か
地
割
の
図
」
が
伝
存
し
て
お
り
（〈
図
6
〉）、
生
田
神
社
は
元
来
、「

砂い
さ
ご（

子
）
山や

ま

太
神
宮
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
当
該
図
の
成
立
時
期
は
不
詳
で
あ
る
が
、
天
武
天
皇
十
（

681

）
年
正
月
己

つ
ち
の
と

丑う
し

（
十
九
日
）
条
に
は
、「
畿
内
及
び
諸
国
に
詔
し
て
、
天
社
と
地
社
と
の
神
宮
を
修を

さ理
め
た
ま
ふ
。」

と
あ
っ
て
（『
新
訂
増
補
国
史
大
系　

日
本
書
紀
』
後
篇: 356

）、
全
国
の
天
神
地
祇
の
社
殿
を
修
造
す
べ
き
詔
が
下
っ
て

お
り
、
生
田
神
社
も
そ
の
対
象
と
な
っ
た
（
生
田
神
社2009: 130

）。
ま
た
、
当
該
図
に
は
役
行
者
（634-706

）
が
建
立

し
た
と
い
う
瀧
寺
が
描
か
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
「
砂
山
太
神
宮
ほ
か
地
割
の
図
」
は
、
遅
く
と
も
八
世
紀
初
頭
頃

に
は
作
画
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
「
砂
山
太
神
宮
ほ
か
地
割
の
図
」
の
中
央
に
は
、
鳥
居
の
左
に
太
神
宮
拝
殿
と
本
社
が
描
か
れ
て
お
り
、
左
端
の
布ぬ

の

引び
き

の
男を

の

滝た
き

（
雄お

ん

滝だ
き

）
と
女め

の

滝た
き

（
雌め

ん

滝だ
き

）
と
の
位
置
関
係
か
ら
、
こ
の
場
所
は
現
在
の
徳
光
院
の
境
内
に
位
置
す
る
と
考
え
ら

れ
る
。
実
際
、
徳
光
院
内
に
は
弁
天
堂
前
に
広
い
空
地
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
こ
が
「
砂
山
太
神
宮
ほ
か
地
割
の
図
」
に



22

お
け
る
「
太
神
宮
拝
殿
」
と
「
本
社
」
の
あ
る
場
所
と
思
わ
れ
る
。
弁
天
堂
は
〈
図
7
〉
に
見
ら
れ
る
鳥
居
を
く
ぐ
っ
て
階

段
を
上
っ
た
先
に
建
っ
て
お
り
、「
砂
山
太
神
宮
ほ
か
地
割
の
図
」
に
お
け
る
「
神
武
天
皇
遥
拝
所
」
に
位
置
す
る
だ
ろ
う
。

　

徳
光
院
は
明
治
三
十
九
（1906

）
年
の
創
建
で
あ
り
、
臨
済
宗
に
属
し
、
夢
想
国
師
の
法
灯
を
継
ぐ
。
弁
天
堂
に
は
布

＜図 6 ＞「砂山太神宮ほか地割の図」（生田神社所蔵、生田神社 2009: 

128）　原初の生田神社であり、現在の徳光院内に位置すると考えられる。

＜図 7 ＞徳光院内の弁天堂前の空地と鳥居　おそらく、ここが「砂山

太神宮ほか地割の図」の「太神宮拝殿」辺りと思われる。
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引
弁
財
天
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
布
引
弁
財
天
は
、
足
利
尊
氏
が
後
醍
醐
天
皇
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
康
永
四
（1345

）

年
に
天
龍
寺
を
建
立
し
た
時
に
は
、
既
に
境
内
付
近
に
祀
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
布
引
弁
財
天
は
明
治
維
新
の
時

に
天
龍
寺
の
宝
蔵
に
収
め
ら
れ
た
が
、
大
正
十
（1921

）
年
に
徳
光
院
に
弁
天
堂
が
建
て
ら
れ
、
徳
光
院
の
鎮
守
と
し
て

天
龍
寺
か
ら
勧
請
さ
れ
た
と
い
う
（
徳
光
院
縁
起
）。
上
述
の
如
く
、
徳
光
院
の
地
に
は
役
行
者
に
よ
っ
て
瀧
寺
が
建
て
ら

れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
に
廃
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

②
生
田
川
支
流
の
苧
川
の
南
尾
筋
に
は
、
現
在
も
熊く

も
ち内

八
幡
社
が
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
ご
祭
神
は
応
神
天
皇
と

彦ひ
こ

火ほ

火ほ

出で

見み
の

命み
こ
とで

あ
り
、
丹
生
都
比
売
命
の
名
は
見
ら
れ
な
い
。　

　

③
生
田
宮
村
（
現
・
生
田
神
社
）
に
関
し
て
、
そ
の
遷
宮
の
原
因
と
な
っ
た
延
暦
十
八
（799

）
年
四
月
の
洪
水
に
関
し

て
は
、『
日
本
後
紀
』
延
暦
十
八
年
四
月
癸

み
づ
の
と

未ひ
つ
じ（

九
日
）
条
に
確
認
さ
れ
る
。

勅み
こ
と
の
りす

。「
澇
水
（
長
雨

の
意

） 

日
を
経
る
。
苗な

へ稼 
腐
り
損
ひ
、
窮
ま
り
弊た

ふ

る
る
之
民
、
更
に
播
く
こ
と
を
得
不ず

。
宜
し
く
山

城
と
河
内
と
摂
津
等
の
国
を
し
て
巡
り
て
貧
し
き
民
を
検し

ら

べ
令
め
、
正
税
を
以
ち
て
之
れ
に
給
ふ
べ
し
。」
と
。

（『
新
訂
増
補
国
史
大
系　

日
本
後
紀
』: 20

）

　

従
っ
て
、
右
の
社
伝
に
見
る
刀
禰
七
太
夫
の
伝
承
は
、「
刀
禰
家
へ
七
度
半
」
の
神
事
や
「
御ご

幸こ
う

道み
ち

」
の
存
在
も
相
俟
っ

て
真
実
と
見み

做な

さ
れ
よ
う
。
こ
の
時
、
刀
禰
七
太
夫
が
背
負
っ
た
生
田
大
神
が
砂
山
太
神
宮
の
ご
神
体
な
の
か
、
熊く

も
ち内

八
幡

社
の
ご
神
体
な
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
そ
の
い
ず
れ
で
あ
れ
、
現
在
の
生
田
神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
ご
祭
神
は
、
こ
の

生
田
大
神
に
他
な
ら
な
い
。
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一
・
二
・
四
、　
淡
路
島
三
原
に
祀
ら
れ
る
丹
生
明
神

一
・
二
・
四
・
一
、　「
尾
田
の
吾
田
節
之
淡
郡
於
所
居
神
」
の
丹
生
都
比
売
命
説

　
ま
た
②
の
「
尾お

田た

の
吾あ

田た

節ふ
し

之
淡あ

は
の

郡こ
ほ
り

於に

所を
る居

神
」
の
比
定
地
と
し
て
凡
そ
二
説
が
あ
る
。

　

一
つ
は
、『
釈
日
本
紀
』（
巻
十
・
神
功
）
に
「『
神
名
帳
』
に
『
阿
波
国
阿
波
郡
建
布
都
神
社
（
事
代
主

神
社

）』
と
曰
ふ
。」
と
あ

り
、
現
徳
島
県
阿
波
市
の
建た

け

布ふ

都つ

神
社
に
比
定
す
る
説
で
あ
る
。
し
か
し
建
布
都
神
社
の
御
祭
神
は
事
代
主
命
で
あ
り
、
若

日
女
尊
で
も
丹
生
都
比
売
命
で
も
な
い
。
従
っ
て
こ
の
説
を
肯
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
も
う
一
つ
は
、志
摩
国
答た

ふ

志し

の
粟あ

は

島し
ま

坐
に
ま
し
ま
す

伊い

射ざ

波は

神
社
に
比
定
す
る
説
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、こ
れ
は『
日
本
書
紀
』の「
淡

郡
」
の
「
淡
」
を
「
粟
島
」
の
「
粟
」
に
、「
田
節
」
を
「
答
志
」
に
当
て
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
『
延
喜
式
・
神
名
帳
』

に
お
い
て
粟
島
坐
伊
射
波
神
社
の
次
に
記
さ
れ
て
い
る
粟
島
坐
神
乎を

多た

乃の

御み

子こ

神
社
の「
乎
多
」を『
日
本
書
紀
』の「
尾
田
」

に
当
て
る
。
ま
た
上
述
の
如
く
神
功
皇
后
が
新
羅
を
討
伐
し
て
凱
旋
し
た
際
の「
亦
た
稚わ

か

日ひ
る

女め
の

尊み
こ
と 

之
れ
に
誨を

し

へ
て
曰の

た
まは

く
、

『
吾
れ
活い

く

田た

の
長

な
が
の

峡を

の
国
に
居
ら
む
と
欲お

も

ふ
。』
と
」
の
部
分
が
「
尾
田
吾
田
節
之
淡
郡
所
居
神
」
に
相
応
す
る
が
、
現
三
重

県
鳥
羽
市
安
楽
島
町
に
あ
る
志
摩
国
一
宮
の
伊
射
波
神
社
は
若
日
女
尊
を
祀
り
、『
日
本
書
紀
』
❷
と
一
致
す
る
。
こ
の
第

二
説
が
有
力
視
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
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し
か
し
、
筆
者
は
こ
の
「
伊
射
波
神
社
説
」
に
同
意
し
な
い
。
ま
ず
『
延
喜
式
神

名
帳
註
釈
』（
：191

）
に
は
「『
乎
多
』
は
當
に
『
千
多
』
と
作
す
べ
し
。『
世
紀
』

に
『
千
穂
の
稲
、
地
に
生
ず
、『
千
田
』
と
号
す
。』
と
。『
千
』
と
『
乎
』
と
、
字

形
相
似
す
、
誤
字
か
。」
と
あ
り
、
こ
れ
に
拠
る
限
り
、「
乎
多
」
を
「
尾
田
」
と
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
筆
者
は
現
兵
庫
県
南
あ
わ
じ
市
福
良
に
丹
生
神
社
を
見

出
だ
し
た
。
こ
の
地
の
住
所
は
、
市
町
村
合
併
の
前
は
三
原
郡
南
淡
町
居
神
で
あ

り
、
淡
路
島
の
福
良
湾
に
隣
接
す
る
。
明
治
三
十
五
年
の
『
三
原
郡
神
社
明
細
帳
』 

に
拠
れ
ば
、
こ
の
丹
生
神
社
は
丹
生
津
姫
命
（
丹
生
都
比
売
命
）
を
祀
る
。
ま
た
こ

の
丹
生
神
社
は
別
名
を
居い

神が
み

明
神
社
と
言
い
、
丹
生
津
姫
命
は
居
神
明
神
と
も
呼
ば

れ
る
。
つ
ま
り
、『
日
本
書
紀
』
の
「
於
尾
田
吾
田
節
之
淡
郡
所
居
神
」
に
お
い
て
、

「
淡
郡
」
と
は
淡
路
島
の
こ
と
で
あ
り
、「
居
神
」
と
は
居
神
明
神
（
丹
生
津
姫
命
）
の
「
居
神
」
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。『
丹
生
都
比
売
神
社
誌
』（
：102-106

）
の
「
全
国
に
お
け
る
丹
生
神
社
の
鎮
座
状
況
」
に
拠
れ
ば
、
全
国
に
鎮
座
す

る
百
八
十
八
の
丹
生
神
社
に
お
い
て
、
住
所
に
「
居
神
」
が
含
ま
れ
る
の
は
、
こ
の
三
原
郡
南
淡
町
居
神
だ
け
で
あ
る
。

一
・
二
・
四
・
二
、　
櫟
神
社

　
　

　

淡
路
国
の
旧
三
原
郡
に
は
、
右
の
居
神
明
神
社
以
外
に
も
、
丹
生
明
神
と
関
係
す
る
神
社
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

櫟い
ち
の
き

神
社
と
賀
集
八
幡
神
社
の
二
社
で
あ
る
。
櫟
神
社
の
縁
起
に
は
以
下
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。

　＜図 8 ＞居神明神社　筆者撮影
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櫟
神
社
の
縁
起
に
つ
い
て

　
　

社
名　

櫟
い
ち
の
き

神
社　
「
櫟
大
明
神
」

　
　

祭
神　

丹
生
津
媛
命　
に
う
つ
ひ
め
の
み
こ
と　
「
丹
生
都
比
売
神
」

　
　

所
在
地　

兵
庫
県
三
原
郡
南
淡
町
福
良
甲
七
六
七
番
地

　
　

例
祭　

三
月
十
六
日　
　

春
季
丹
生
祭　
　
　
　

賀
集
八
幡
神
社
よ
り
神
輿
神
幸
（
還
暦
）

　
　
　
　
　

四
月
第
一
日
曜　

福
良
八
幡
神
社
祭
礼　

福
良
八
幡
神
社
よ
り
神
輿
神
幸
（
初
老
）

　
　
　
　
　

七
月
第
一
日
曜　

夏
季
祈
願
祭　
　
　
　

俗
称
「
豆
も
ら
い
」　　

豆
配
り
行
事

　
　
　
　
　

十
月
第
二
日
曜　

御
埼
神
社
祭
礼　
　
　

御
埼
神
社
よ
り
神
輿
神
幸
（
女
性
神
輿
）

　
　

櫟
神
社
は
土
と
水
の
女
神
丹
生
津
媛
命
を
お
祀
り
す
る
社
で
す

護
国
寺
開
祖
の
行

ぎ
ょ
う

教き
ょ
う

和
尚
が
貞
観
三
年
（
西
暦
八
六
一
年
）
貞西

暦
八
六
一
年

観
三
年
に
書
か
れ
た
伝
記
に
拠
る
と
阿
波
国
神か

ん

之
浦

か
ら
旧
福
良
浦
水
神
（
み
か
み
現
居
神
丹
生
神
社
）
に
上
陸
し
た
神
は
暫
く
こ
の
地
に
鎮
座
さ
れ
た
が　

そ
の
う
ち

海
浜
か
ら
陸
上
に
移
り
た
い
と
云
う
わ
れ　

鰈か
れ
い

に
乗
っ
て
こ
の
地
に
遷
座
さ
れ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。　

そ
の
た
め
か

こ
の
明
神
さ
ん
は　

俗
に
『
か
れ
が
明
神
』
と
も
呼
ば
れ
、
神
社
横
の
小
川
は
鰈
川
と
も
い
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後

水
神
百
姓
（
居
神
・
賀
集
で
は
居
上
姓
）
十
六
人
が
供
奉
し
て
賀
集
八
幡
に
移
り
、
の
ち
先
山
に
登
ら
れ
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
お
供
し
た
水
神
住
民
は
八
幡
村
で
繫
栄
し　

神
境
山
谷
の
下
草
刈
り
山
林
管
理
権
の
収
益
の
余
り

を
村
の
運
営
に
当
て
た
と
さ
れ
ま
す
。
ま
た
福
良
八
幡
神
社
例
祭
の
神
輿
渡
御
は
毎
年
居
上
と
東
谷
の
住
民
が
奉
駕

し
た
と
の
記
録
が
有
り
ま
す
。
賀
集
の
秋
季
丹
生
祭
に
は
福
良
の
老
若
男
女
が
酒
肴
を
持
寄
っ
て
九
月
供
養
塔
参
集
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し
馬
場
で
は
鶴
島
城
・
岡
之
原
城
と
鍛
冶
屋
城
の
家
臣
に
よ
る
流や

ぶ
さ
め

鏑
馬
神
事
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
関
係
か
春
季
丹
生
祭
に
は
還
暦
を
迎
え
た
賀
集
氏
子
に

よ
る
神
輿
渡
御
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
祭
神
の
お
里
帰
り
と
で
も
云
う

と
こ
ろ
で
す
。
丹
生
津
媛
命
は
天
照
大
神
の
御
妹
稚
日
目
神
と
さ
れ
神
名
帳
で

は
大
和
丹
生
川
上
中
社
祭
神
の
罔
愛
女
（
み
ず
は
の
め
）
の
一
座
で
、
家
屋
新

築
に
際
し
て
棟
木
に
祀
る
こ
の
神
様
は
水
・
水
銀
・
家
屋
守
護
防
火
の
神
と
し

て
崇
敬
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

櫟
明
神
⃞

　

行
教
上
人
（859

年
頃
）
に
関
し
て
、
俗
姓
は
紀
氏
、
備
後
の
人
・
山
城
守
兼
弼

の
子
に
し
て
、
孝
元
天
皇
二
十
一
世
の
裔
で
あ
り
、
仁
和
寺
益
信
師
の
族
兄
に
あ
た

る
。
大
安
寺
に
て
三
論
・
密
教
を
学
び
、
常
に
寺
内
に
お
い
て
鎮
守
八
幡
神
を
持
念

す
る
。
貞
観
元
（859

）
年
、
豊
前
の
宇
佐
八
幡
に
参
詣
し
、
一
夏
の
間
、
昼
は
諸

大
乗
経
を
、
夜
は
真
言
陀
羅
尼
を
読
誦
し
、
神
告
を
蒙
る
。
そ
の
後
、
朝
廷
は
国
家

安
寧
の
た
め
に
一
切
経
を
宇
佐
八
幡
に
奉
納
し
、
行
教
師
を
し
て
監
督
せ
し
む
（『
密

教
大
辞
典
』）。

　

右
の
社
伝
に
拠
れ
ば
、
居
神
明
神
す
な
わ
ち
丹
生
津
媛
命
（
丹
生
都
比
売
命
）
の

一
族
は
、
阿
波
国
（
徳
島
県
）
の
神か

ん

之
浦
か
ら
淡
路
の
福
良
湾
へ
船
で
渡
り
、
沿
岸

＜図 9 ＞櫟神社　筆者撮影＜図 10 ＞櫟神社の額　筆者撮影
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に
居
神
明
神
社
を
建
て
た
こ
と
に
な
る
。
神か

ん

之
浦
の
所
在
地
は
不
明
で
あ
る

が
、、
阿
波
国
（
徳
島
県
）
の
孫
岬
か
ら
淡
路
島
の
鳴
門
岬
ま
で
は
鳴
門
海

峡
を
挟
ん
で
目
と
鼻
の
距
離
で
あ
る
。
居
神
明
神
社
が
淡
路
島
南
端
に
位
置

す
る
福
良
湾
の
湾
岸
沿
い
に
立
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
丹
生
都
比
売
命
の

子
孫
た
ち
は
四
国
北
岸
か
ら
淡
路
島
へ
移
入
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
氏
子
の
「
水み

か
み神

百
姓
」
に
関
し
て
、
古
記
に
拠
れ
ば
、
居
神
明
神
は

阿あ

万ま

海
岸
と
福
良
湾
の
境
に
立
つ
三み

上か
み

山
に
天
降
っ
た
と
い
う
い
（
前
田

1991

）。
こ
こ
か
ら
、「
水み

か
み神

」は「
三み

上か
み

」か
ら
変
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

右
の
櫟
神
社
の
縁
起
に
拠
れ
ば
、
水み

か
み神

百
姓
は
居
神
氏
と
な
る
が
、
実
際
、
櫟
神
社
を
囲
む
石
製
の
柵
の
中
に
は
居
神
氏
の

奉
納
し
た
も
の
が
見み

出い

だ
さ
れ
、
居
神
氏
が
氏
子
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　
ま
た
、「
丹
生
大
明
神
告
門
」
に
は
、「
国
郡
波は
佐
波
に
在
れ
ど
も
、紀
伊
国
伊
都
郡
奄あ

ん

太た

の
村
乃の
石い

は

口く
ち

に
天あ

ま

降く
だ

り
坐ま

し
ま

し
天て
、云
々
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の「
佐
波
」に
関
し
て
、『
播
磨
国
風
土
記
』の
内
容
の
検
討
か
ら
播
磨
国
餝し

か

磨ま

の
ミ
ナ
ト
と
周す

防お
う

国（
山

口
県
）
の
佐
波
水み

な
と門

と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
古
市
晃2016

）。
ま
た
、こ
の
「
佐
波
」
と
は
、『
住
吉
大
社
神
代
記
』

に
見
ら
れ
る
「
周す

芳は
う

の
沙さ

麼ば

」（
田
中1983: 327

）
に
同
じ
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
れ
を
鑑
み
る
に
、
丹
生
都
比
売
命
の
一
族
は
父
神
の
伊
和
大
神
が
い
る
播
磨
国
か
ら
周
防
国
の
国
府
の
あ
っ
た
佐
波
郡

へ
移
り
、
佐
波
か
ら
四
国
の
北
海
岸
を
伝つ

た

っ
て
阿
波
国
（
徳
島
県
）
か
ら
淡
路
島
の
福
良
湾
へ
至
り
、
淡
路
島
か
ら
紀
伊
国

（
和
歌
山
県
）
伊
都
郡
の
奄あ

ん

太た

（
菴
田
）
に
至
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

〈図 11〉櫟神社を取り囲む石柱　筆

者撮影　氏子の居神氏による奉納。



29

一
・
二
・
四
・
三
、　
賀
集
八
幡
神
社

　
ま
た
、
行
教
師
撰
『
賀
集
山
八
幡
宮
縁
起
』
に
は
、
以
下
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。

大
日
本
国
の
淡
路
州
三
原
県
賀
集
山
の
本
社
八
幡
宮
は
、 

丹
生
大
明
神
の
鎮
護
国

家
之
神
窟
也
。
密ひ

そ

か
に
惟

お
も
ん
みる

に
、 

護
国
の
霊
験
あ
る
八
幡
大
菩
薩
者は

、 

人
王
十
五

代
神
功
皇
后
、
夷
国
（
三
韓
を

指
す

）
を
追
ひ
伐う

ち
て
帰
り
、 

皇
子
十
二
月
十
四
日
に
誕

生
せ
ら
れ
、 

太
子
四
歳
自よ

り
御
在
位
一
百
余
年
に
し
て
、 

後
に
豊
前
の
宇
佐
郡
を

本
山
と
為
し
、 

始
め
て
宇
佐
八
幡
大
菩
薩
を
崇
め
奉
る
者も

の

也
。 

賀
集
山
護
国
寺
本

社
の
八
幡
大
菩
薩
を
以
ち
て
阿
弥
陀
如
来
の
垂
迹
と
す
る
也
。 

丹
生
大
明
神
者は

、

大
日
如
来
の
応
現
に
し
て
、 

即
ち
是
れ
昔
、
大
師
が
彫
刻
し
た
ま
ひ
し
像
也
。 

時
に
貞
観
元
年
七
月
十
五
の
夜
、
御
託
宣
有
り
。 「
吾
れ
京み

や
こ

に
近
づ
か
む
。 

又

た
日
本
最
初
国
に
渡
る
可
し
。 

即
ち
八
之
幡
の
飛
行
し
、
下
り
て
松
に
留
ま
り

繋
が
る
る
を
拝
し
請
じ
、 

之
れ
に
依
り
て
当
山
を
移
せ
。」
者

て
へ
る

也
。 

而
れ
ば
即
ち

同
年
八
月
、
男
山
に
移
し
た
て
ま
つ
れ
り
。 

然
れ
ば
則
ち
賀
集
山
男
山
は
全
く

是
れ
同
じ
き
境
巳の

み

。 

蓋
し
夫
れ
、
当
山
寺
社
の
中
の
一
二
大
明
神
は
、
八
幡
宮

と
左
若
宮
と 

右
太
神
宮
と
拝
殿
と
、
神
宮
寺
の
護
摩
堂
と
多
宝
塔
と
二
王
堂
と
、

輪
奐
に
し
て
並
び
に
甍
な
り
。御
宝
前
に
御
多
羅
枝
池
有
り
。是
れ
放
生
池
な
り
。 

＜図 12 ＞賀集八幡神社　筆者撮影＜図 13 ＞本社八幡宮（向かって右）と
丹生社（向かって左）　筆者撮影
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恒
河
漲み

な
ぎり

、
前
に
復
た
石
清
流
（「
石
清
水
」

の
意
だ
ろ
う

）
あ
り
。
巽

た
つ
み

丁マ
マ

（「
于
」
の
誤

写
だ
ろ
う

）
森
顕
の
如
意
宝
珠
有
り
。 

按
ず
る
に
、 

牛
頭
天
王

な
り
。 

亦
た
東
者は

、
大
野
大
明
神
に
し
て
、 

上
下
は
大
日
な
り
。 

金
胎
両
部
は
之
こ
に
起お興
こ
る
矣
。 

余
れ
行
教
、

当
山
に
再
び
来
た
り
、
而
し
て
且し

ば

ら
く
寓
居
し
之
れ
を
観
興
せ
り
。 

国
王
と
宰
臣
と
大
き
に
之
れ
を
成
し
た
ま
ふ
。 

寺
社
領
を
寄
せ
、
以
ち
て
鎮
護
国
家
の
所
と
為
す
者
也
。 

爾
れ
ば
則
ち
、
皇
国 

長と
こ
しへ

に
固
く
し
て
、 

君
長 

永と
こ
しへ

に
楽

な
ら
む
。 
八
方
に
大
疫
を
掃
ひ
、 

四
時
に
小
さ
き
災
す
ら
無
く
、 

福
意
の
如
く
に
し
て
、 

其
の
慶
び
大
か
ら
不ざ

ら
む

哉や

。 

仍
り
て
「
賀
集
山
護
国
寺
」
と
号よ

ぶ
者
也
。

（『
神
道
大
系　

神
社
編41　

紀
伊
・
淡

路
』
神
道
大
系
編
纂
会
）

　

こ
の
行
教
師
撰
『
賀
集
山
八
幡
宮
縁
起
』

に
拠
れ
ば
、「
八
之
幡
が
飛
来
し
て
松
の
木
に

懸
か
っ
た
所
に
社
を
構
え
よ
。」
と
い
う
八
幡

大
菩
薩
の
ご
託
宣
に
随
っ
て
、貞
観
元
（859

）

年
八
月
に
賀
集
山
男
山
に
八
幡
宮
を
建
て
て

八
幡
大
菩
薩
を
祀
っ
た
と
い
う
。

　

繰
り
返
す
如
く
、
櫟
神
社
の
縁
起
に
「
そ

の
後
、水み

か
み神

百
姓
（
居
神
・
賀
集
で
は
居
上
姓
）

十
六
人
が
供
奉
し
て
賀
集
八
幡
に
移
り
」
と

＜図 14 ＞『淡路国名所図会』の賀集山八幡宮　本社の「八
マン宮」の向かって左に「丹生社」が見られる。現在と
変わらない。
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記
さ
れ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
、
貞
観
元
（859

）
年
八
月
に
賀
集
山
男
山
に
八
幡
大

菩
薩
が
勧
請
さ
れ
た
頃
、
櫟
神
社
の
丹
生
都
比
売
命
も
八
幡
宮
に
合
祀
さ
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
に
関
し
て
、『
淡
路
国
名
所
図
会
・
賀
集
山
八
幡
宮
』（:345

）
に
は
、「
本

社　

応
神
天
皇
。
摂
社　

丹
生
明
神
。
本
社
の
右
に
列
す
。
旧
は
福
良
の
浦
の
水み

か
み神

と
い
へ
る
所
に
在
し
を
、
こ
こ
に
う
つ
す
と
云
」
と
あ
り
、
同
一
の
伝
が
載
ら
れ
て

い
る
。
本
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
の
は
応
神
天
皇
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
応
神
天
皇

が
八
幡
大
菩
薩
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

ま
た
下
の
図
に
見
る
如
く
、
賀
集
八
幡
神
社
の
奉
納
者
の
札
の
中
に
居
上
氏
の
方

が
見
ら
れ
る
。
ま
さ
に
櫟
神
社
の
縁
起
に
記
す
如
く
に
、
櫟
神
社
に
は
居
神
氏
を
、

賀
集
八
幡
神
社
に
は
居
上
氏
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
に
見
る
如
く
、
上
掲
『
日
本
書
紀
』
②
の
「
尾お

田た

の
吾あ

田た

節ふ
し

之
淡あ

は
の

郡こ
ほ
り

於に

所を
る居

神
」
と
は
、
丹
生
都
比
売
命
の
こ
と

で
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
日
本
書
紀
』
は
生
田
神
社
の
ご
祭
神
を
❷
稚
日
女
尊
と
す
る
が
、
そ

の
実
際
の
ご
祭
神
は
、
丹
生
都
比
売
命
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
も
①
❶
と
同
様
に
、『
日
本
書
紀
』
の
作
為
が
看
取
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

＜図 15 ＞社所改築寄付者に見られる居上氏　
筆者撮影
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一
・
三
、　
東
富
貴
の
丹
生
神
社
―
空
海
大
師
の
高
野
山
開
創
に
関
連
し
て
―

＜図 16 ＞和歌山県伊都郡東富貴の丹生神社・正面鳥居（筆

者撮影）　神功皇后が新羅討伐後に丹生都比売命を鎮め奉り

給うたのが、この丹生神社と考えられる。

＜図 17 ＞藤代峰（筆者撮影）　富貴中学校の脇から望む。この峰が

『播磨国風土記』逸文に云う藤代峰であり、同時に「丹生大明神告門」

に記される「丹生川上水分の峰」であると考えられる。
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上
掲
の
如
く
、記
紀
に
よ
れ
ば
神
功
皇
后
は
朝
鮮
半
島
に
出
兵
し
た
。
い
わ
ゆ
る
新
羅
討
伐
（
三
韓
征
伐
）
で
あ
る
。『
播

磨
風
土
記
』
の
逸
文
に
拠
れ
ば
、
神
宮
皇
后
は
新
羅
に
圧
勝
し
て
帰
国
し
た
後
、
丹
生
都
比
売
命
を
紀
伊
国
の
管
川
の
藤
代

峰
に
鎮
め
奉
っ
た
と
い
う
。

　

筆
者
は
神
功
皇
后
が
丹
生
都
比
売
命
を
鎮
め
た
と
さ
れ
る
場
所
を
探
す
べ
く
、
丹
生
川
を
遡
っ
て
筒
香
・
富
貴
の
丹
生
神

社
を
調
査
し
た
。
そ
の
結
果
、
東
富
貴
の
丹
生
神
社
の
周
囲
が
正
に
和
歌
山
県
（
紀
伊
国
）
の
丹
生
川
の
始
ま
り
で
あ
り
、

更
に
奈
良
県
（
大
和
国
）
を
流
れ
る
も
う
一
方
の
丹
生
川
の
始
ま
り
で
も
あ
る
こ
と
を
突
き
止
め
た
。
そ
し
て
『
日
本
歴
史

地
名
大
系
』
付
録
の
地
図
で
あ
る
『
奈
良
県
全
図
』
の
東
富
貴
に
藤
代
峰
を
見
出
だ
し
た
。

　

本
節
は
、
東
富
貴
の
藤
代
峰
こ
そ
が
「
丹
生
大
明
神
告
門
」
に
記
す
「
川
上
水
分
之
峰
」
に
相
違
な
く
、
従
っ
て
東
富
貴

の
丹
生
神
社
こ
そ
が
、
神
功
皇
后
が
丹
生
都
比
売
命
を
鎮
め
奉
り
給
う
た
神
社
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
論
ず
る
。
ま
た
加
え

て
、
大
師
が
高
野
山
開
創
の
前
に
富
貴
を
開
創
の
地
と
す
る
が
迷
っ
た
と
い
う
俗
説
に
つ
い
て
も
推
論
を
述
べ
た
い
。

一
・
三
・
一
、 　『
播
磨
国
風
土
記
』
逸
文
に
見
ら
れ
る
「
藤
代
峰
」

　　

前
掲
の
如
く
、『
播
磨
国
風
土
記
』 

の
逸
文
に
は
、
神
功
皇
后
が
新
羅
討
伐
に
際
し
て
丹
生
都
比
売
命
か
ら
ご
託
宣
を
賜
っ

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
再
び
掲
げ
る
。
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息お
き

長な
が

帯た
ら
し

日ひ

女め

命
（
神
功

皇
后

、新
羅
の
国
を
平こ

と
む

け
ん
と
欲お

も
ほ

し
た
ま
ひ
て
下
り
坐ま

し
し
時
、衆

も
ろ
も
ろの

神
に
祷い

の

り
た
ま
ひ
き
。
そ
の
時
、

国
堅
め
ま
し
し
大
神
の
子み

こ

・
尓に

保ほ

都つ

比ひ

売め

命 

丹
生
都

比
売
命

、
国
造
石
坂
比
売
命
に
著か

か

り
て
教さ

と

し
曰の

た
ま

は
く
、「
好よ

く
我
が
前み

ま
へ

を
治

め
奉
ら
ば
、我
れ
は
爾す

な
は

ち
善よ

き
験し

る
し

を
出い

だ
し
て
、比ひ

比ひ

ら良
木き

の
八や

尋ひ
ろ

桙ほ
こ

根ね

の
底そ

こ
つ
か
ぬ

不
附
国
、越を

と

売め

の
眉ま

よ

引び
き

の
国
、玉た

ま

匣く
し
げ

賀か

が々

益ま
す

国
、
苫こ

も

枕ま
く
ら

有た
か
ら
あ
る宝

国
、
白し

ろ

衾ぶ
す
ま

新し
ら
き羅

の
国
を
丹に

の
浪
を
以も

ち
て
平こ

と
む伏

け
賜
は
む
。」
と
。
か
く
の
如
く
教さ

と

し
賜
ひ
、
こ

こ
に
赤ま

土は
に

を
出
だ
し
賜
ひ
き
。
そ
の
土に

を
天あ

ま

の
逆さ

か

桙ほ
こ

に
塗
り
た
ま
ひ
、
神み

舟ふ
ね

の
艫と

も

と
舳へ

に
建
て
た
ま
ふ
。
ま
た
御み

舟ふ
ね

の
裳
と
御み

軍い
く
さの

着よ
ろ
ひ衣

を
染
め
た
ま
ひ
ぬ
。
ま
た
海う

し
ほ水

を
撹
き
濁
し
て
渡
り
賜
ふ
時
、
底
潜く

く

る
魚い

を

ま
た
高
く
飛
ふ
鳥
ど

も
も
往
き
来
せ
ず
、
前み

さ
き

を
遮さ

ふ

る
も
の
な
し
。
か
く
て
新
羅
を
平こ

と
む伏

け
已を

は訖
り
て
還か

へ上
り
た
ま
ひ
ぬ
。
乃
ち
そ
の
神  

尓
保
都

比
売
命

を
紀
伊
の
国
の
管つ

つ

川か
は

な
る
藤
代
峰
に
鎮
め
奉
り
き
。　
　
　
（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集5  

風
土
記
』: 490

・491

）

　

右
に
引
く
『
播
磨
国
風
土
記
』
逸
文
の
内
容
を
要
す
る
に
、
神
功
皇
后
は
新
羅
討
伐
（
三
韓
討
伐
）
に
先
が
け
て
、
播
磨

国
の
巫
女
の
石
坂
比
売
命
を
通
し
て
丹
生
都
比
売
命
か
ら
ご
託
宣
を
賜
い
、
そ
れ
に
従
っ
て
武
器
・
衣
服
・
鎧
・
船
な
ど
を

丹
（
朱
色
）
で
染
め
上
げ
て
攻
め
入
っ
た
と
こ
ろ
新
羅
に
圧
勝
し
、
帰
国
し
た
後
に
報
恩
の
た
め
に
丹
生
都
比
売
命
を
紀
伊

国
管
川
の
藤
代
峰
に
鎮
め
祀
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、『
住
吉
大
社
神
代
記
』
明
石
郡
魚
次
浜

に
も
、「
大
神
（
丹
生
都

比
売
命

）
は
木
国
（
紀
伊

国

）
の
藤
代
嶺
に
鎮
め
奉
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
田
中1985

：194

）。

　
こ
の
「
藤
代
峰
」
の
所
在
地
に
関
し
て
、
先
行
研
究
は
以
下
の
如
く
比
定
す
る
。

①
『
紀
伊
續
風
土
記
』：
大
和
国
吉
野
郡
丹
生
川
の
川
上
。

②
本
居
内
遠
（1902

）：
大
和
国
吉
野
郡
丹
生
川
の
川
上
。
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③
久
保
田
収
（1974

）：
伊
都
郡
筒
香
村
水
呑
峠
。

④
田
中
卓
（1985

） ：
伊
都
郡
富
貴
村
（
今
、
高
野
町
）
上
筒
香
の
東
山
。

⑤
植
垣
節
也
（1997

）：『
播
磨
国
風
土
記
』
の
逸
話
と
の
関
係
性
を
考
え
れ
ば
久
保
田
氏
の
説
が
妥
当
と
言
え
る
。

⑥
谷
口
正
信
（2003

）：
吉
野
郡
丹
生
川
上
村
（
丹
生
川
上
神
社
）。

　

①
②
大
和
国
吉
野
郡
丹
生
川
の
川
上
と
は
、
⑥
吉
野
郡
丹
生
川
上
村
（
丹
生
川
上
神
社
）
の
こ
と
と
考
え
ら
え
る
。
故
に

先
学
の
説
を
ま
と
め
れ
ば
、
藤
代
峰
の
候
補
地
は
次
の
三
説
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

　

❶ 

大
和
国
吉
野
郡
丹
生
川
の
川
上
（
丹
生
川
上
神
社
）：
①
②
⑥
。

　

❷ 

伊
都
郡
筒
香
村
水
呑
峠
：
③
⑤
。

　

❸ 

伊
都
郡
富
貴
村
上
筒
香
の
東
山
：
④
。

一
・
三
・
二
、　「
丹
生
大
明
神
告
門
」
に
記
さ
れ
る
「
丹
生
川
上
水
分
の
峰
」

　

藤
代
峰
の
所
在
地
を
決
定
さ
せ
る
た
め
に
は
、
丹
生
氏
に
伝
わ
る
「
丹に

生う

大だ
い

明み
ょ
う

神じ
ん

告の
り
と門

」
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
「
告
門
」
に
は
以
下
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。
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「
丹
生
大
明
神
告
門 

」

懸か
け

幕ま
く

も
恐

か
た
じ
け
なき

皇
す
べ
ら

大お
ほ

御み

神か
み

を
歲
の
中う

ち

に
月
を
撰え

ら

び
、
月
の
中う

ち

に
日
を
撰え

ら

び
定
め
て
、
そ
の
年
き
さ
ら
ぎ
の
春
の
御
門
し

も
つ
き
の
秋
の
御
門
仕
へ
ま
つ
り
て
申
さ
く
、
高
天
原
に
神か

む

積づ

ま
り
ま
す
天
の
石い

は

倉く
ら

押
し
放
ち
、
天
の
石い

は

門と

を
忍お

し

開
き
給
ひ
、
天
の
八
重
雲
を
伊
豆
の
道ち

別わ

き
に
道ち

別わ

き
給
ひ
て
、
豊
葦
原
の
美み

豆づ

穂ほ

の
国
に
美み

豆づ

け
給
ふ
と
し
て
、

国く
に

郡こ
ほ
りは
佐
波 

に
あ
れ
ど
も
、
紀
伊
国
伊
豆
郡
奄あ
む

田た
の

村む
ら

の
石い
は

口く
ち

に
天
降
り
ま
し
て
、
大お

ほ

御み

名な

を
申
さ
ば
恐か

し
こし

伊
佐
奈
支
・

伊
佐
奈
美
の
命
の
御お

ほ
み
こ児

、
天あ

め

の
御み

蔭か
げ

・
日ひ

の
御み

蔭か
げ

丹に

生ふ

津つ

比ひ

咩め

の
大お

ほ

御み

神か
み

と
大お

ほ

御み

名な

を
顕
は
し
給
ひ
て
、
丹
生
川
上

水み

分く
ま
りの
峰
に
上
り
ま
し
て
国
か
か
し 

給
ひ
、
下
り
ま
し
て
十と
を

市ち

の
郡
に
下
り
ま
し
て
品ほ
む

田だ
の

天
皇
（ 

応
神

天
皇 

）
御み

門と

代し
ろ

に
田

五い

百も

代し
ろ

奉
り
給
ふ
也
、
下
り
ま
し
て
巨こ

勢せ

の
丹
生
に
忌み

杖づ
え

刺
し
給
ひ
、（
中
略
）
則
ち
天
野
原
に
上
り
ま
し
、
皇す

め

御み

孫ま

の
命
の
宇う

閇こ

湛へ

の
任ま

に
まに

、
於う

へ

土つ
ち

を
ば
下
に
掘
り
返
し
、
下
土
を
ば
於う

へ

に
掘
り
返
し
大
宮
柱
太ふ

と

知し

く 

立
て
給
ひ
、
高
天

の
原
に
知ち

木ぎ

高
く
知
り
、
朝
日
な
す
輝
く
宮
夕
日
な
す
光て

る
宮
に
、
常
世
の
宮
に
静
ま
り
ま
せ
、
と
申
す
。

皇す
め

御み

孫ま

の
大お

ほ

御み

神か
み

に
依
せ
奉
り
給
ふ
大お

ほ

御み

門と

代し
ろ

・
大お

ほ

飯い
ひ

・
大お

ほ

酒き

・
黒
黄
千
代
白
黄
千
代
・
御み

賽た
え

千ち

稲し
ね

、
並
び
に
引
き

て
奉
る
と
申
す
。（
中
略
）
品ほ

む

田だ

天
皇 

応
神

天
皇
の
依
せ
奉
り
給
ふ
神か

む

堺さ
か
ひ

東
の
至
り
丹
生
川
、
西
の
至
り
星
川
幷
び
に
神か

み

勾ま
が
り、

南
の
至
り
阿
諦
河
南
横
峰
、
北
の
至
り
吉
野
河
。（
後
略
） 　
　
　

　

上
の
「
丹
生
大
明
神
告
門
」
に
は
「
紀
伊
国
伊
豆
郡
奄あ

む

田た
の

村む
ら

の
石い

は

口く
ち

に
天
降
り
ま
し
て
」
と
記
さ
れ
、
そ
の
現
在
地
で
あ

る
か
つ
ら
ぎ
町
三
谷
に
は
丹
生
酒
殿
神
社
が
鎮
座
す
る
。
ま
た
『
鎌
倉
逸
文
』（4708

）
に
載
せ
る
文
暦
元
（1234

）
年
の

「
丹
生
友
家
紛
失
状
」
に
は
、「
当
社
領
紀
伊
国
有
伊
都
郡
三
谷
郷
榊
山
⃞
」・「
丹
生
大
明
神
根
本
垂
迹
之
地
」
と
あ
り
（
竹
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内1974

：155

）、
榊
山
は
丹
生
酒
殿
神
社
の
裏
山
で
あ
る
。
故
に
、
阿
牟
田
氏
（
後
の
丹
生
氏
、
後
述
）
は
ま
ず
紀
の
川

を
上
っ
て
、
紀
伊
国
伊
都
郡
奄
田
の
石
口
に
丹
生
酒
殿
神
社
を
構
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
「
丹
生
大
明
神
告
門
」
に
は
、「
丹
生
川
上
水み

分く
ま
りの

峰
に
上
り
ま
し
て
国
か
か
し
給
ひ
」
と
あ
り
、
丹
生
氏
は
「
丹

生
川
上
水
分
の
峰
」
へ
登
っ
た
。
筆
者
は
の
「
水
分
の
峰
」
が
藤
代
峰
で
あ
る
こ
と
を
実
地
調
査
に
よ
っ
て
確
信
し
た
。
以

下
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

一
・
三
・
三
、　
丹
生
川
と
丹
生
神
社
に
つ
い
て

一
・
三
・
三
・
一
、　
紀
伊
国
の
丹
生
川

　

筆
者
は
神
功
皇
后
が
丹
生
都
比
売
命
を
鎮
め
奉
っ
た
と
さ
れ
る
地
を
探
す
べ

く
、
和
歌
山
県
九
度
山
で
紀
の
川
へ
注
い
で
い
る
丹
生
川
を
、
河
口
か
ら
水
源
ま

で
遡
っ
て
み
た
。
そ
の
丹
生
川
の
上
流
に
は
、
四
つ
の
丹
生
神
社
が
存
在
す
る
。

そ
れ
ら
は
⑴
中な

か

下し
も

筒つ
つ

香が

の
丹
生
神
社
、
⑵
上か

み

筒
香
の
丹
生
神
社
、
⑶
東
富
貴
の
丹

生
神
社
、
⑷
西
富
貴
の
丹
生
神
社
、
で
あ
る
。

　

四
社
は
皆
、
丹
生
川
の
上
流
に
建
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
⑴
中
下
筒
香
の

丹
生
神
社
が
四
社
の
内
で
最
も
下
流
に
あ
り
、
次
い
で
⑵
上
筒
香
の
丹
生
神
社
が

＜図 18 ＞中下筒香の丹生神社

（筆者撮影）
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や
や
上
流
に
建
っ
て
い
る
。『
紀
伊
續
風
土
記
』
に
筒
香
荘
中
筒
香
村
の
所
在
と
す
る
の
が
、
お
そ
ら
く
⑴
中
下
筒
香
の
丹

生
神
社
で
あ
り
、「
応
仁
二
年
（1468

）
の
棟む

な

札ふ
だ

」
が
あ
る
と
云
う
。
こ
の
筒
香
の
二
社
に
関
し
て
は
、
丹
生
川
の
川
幅
も

ま
だ
太
く
、「
峰
」
に
至
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

丹
生
川
を
更
に
遡
れ
ば
富
貴
に
至
る
。
丹
生
川
は
僅
か
に
流
れ
る
程
に
水
量
が
少
な
く
な
り
、
⑶
東
富
貴
の
丹
生
神
社
の

北
側
に
あ
る
富
貴
中
学
校
の
裏
に
位
置
す
る
、
地
元
の
人
が
「
上か

み

山や
ま

」（「
う
え
や
ま
」
で
は
な
い
）
と
呼
ん
で
い
る
そ
の
山

の
凡
そ
東
側
で“

消
滅”
す
る
。
す
な
わ
ち
東
富
貴
の
丹
生
神
社
は
、
和
歌
山
県
伊
都
郡
を
流
れ
る
丹
生
川
の
水
源
に
建
っ

て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
（〈
図
16
〉〈
図
17
〉
参
照
）。

　

西
富
貴
の
丹
生
神
社
は
東
富
貴
の
丹
生
神
社
を
越
え
て
や
や
下
っ
た
位
置
に
建
っ
て
い
る
。
神
社
の
正
面
と
境
内
に
そ
れ

ぞ
れ
川
が
流
れ
て
お
り
、
そ
の
二
本
の
川
は
神
社
の
右
手
で
合
流
し
て
い
る
。
水
量
は
東
富
貴
よ
り
も
断
然
多
く
、
こ
の
こ

と
か
ら
も
西
富
貴
は
東
富
貴
よ
り
も
低
い
位
置
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　　
　
　

　

＜図 19 ＞上筒香の丹生神社（筆者撮影）

  ＜図 20 ＞丹生川上流（筆者撮影）

   川が管のような形状になってい

   る。それゆえ管河と呼ばれたか。

＜図 21 ＞西富貴の丹生神社（筆者撮影）
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西
富
貴
を
流
れ
る
そ
の
川
は
奈
良
県
の
方
へ
一
気
に
下
っ
て
行
く
。
川
を
辿
っ
て
下
れ
ば
、
そ
の
川
が
「
東
の
川
」
で
あ

る
こ
と
が
判
明
す
る
。
つ
ま
り
、
富
貴
の
丹
生
神
社
を
流
れ
る
川
は
丹
生
川
で
は
な
い
訳
で
あ
る
。『
紀
伊
續
風
土
記
』
は

西
富
貴
の
丹
生
神
社
に
関
し
て
、「
東
村
の
社（
東
富
貴
の

丹
生
神
社

）を
氏
神
と
す
る
も
、氏
子
相
論
に
よ
り
、別
に
勧
請
す
。
永
享
三（1431

）

年
及
び
天
文
十
三
（1544

）
年
の
棟
札
あ
り
。」
と
云
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
拠
れ
ば
、
西
富
貴
の
丹
生
神
社
は
東
富
貴
の
丹

生
神
社
か
ら
分
離
し
た
こ
と
に
な
る
。

一
・
三
・
三
・
二
、　
大
和
国
の
丹
生
川

　

丹
生
川
は
和
歌
山
県
（
紀
伊
国
）
を
流
れ
る
一
本
だ
け
で
は
な
い
。
も
う
一
本
、
奈
良
県
（
大
和
国
）
を
流
れ
る
丹
生
川

が
あ
る
。
奈
良
県
を
流
れ
て
い
る
丹
生
川
は
吉
野
川
に
注
ぐ
。
吉
野
川
を
下
れ
ば
紀
の
川
と
な
り
、
紀
の
川
を
上
れ
ば
吉
野

川
と
な
る
。
両
川
は
名
称
を
異
に
す
る
の
み
で
あ
り
、
実
質
は
一
本
の
川
で
あ
る
。
奈
良
県
の
丹
生
川
は
和
歌
山
県
の
紀
の

川
に
注
ぐ
丹
生
川
に
比
し
て
、
上
流
の
吉
野
川
に
注
い
で
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

奈
良
県
を
流
れ
る
丹
生
川
は
幾
枝
に
も
分
か
れ
て
い
る
が
、
富
貴
の
方
向
に
延
び
て
い
る
丹
生
川
は
東
谷
（
地
名
）
を
流

れ
て
い
る
そ
れ
で
あ
る
。
西
富
貴
を
流
れ
る
川
は
東
の
川
で
あ
っ
て
、
大
和
国
の
丹
生
川
で
は
な
い
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。

筆
者
は
ほ
と
ん
ど“

廃
川”

と
化
し
て
い
る
東
谷
の
丹
生
川
を
遡
っ
た
。
上
流
に
行
く
と
立
ち
入
り
禁
止
と
な
り
、
そ
の
先

を
進
む
と
獣
道
が
続
い
て
い
る
。
そ
の
山
を
越
え
れ
ば
東
富
貴
に
至
る
。

一
・
三
・
三
・
三
、　「
丹
生
川
上
水
分
の
峰
」
即
「
藤
代
峰
」
の
こ
と
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こ
こ
に
、『
日
本
歴
史
地
名
大
系
』（
平
凡
社
）
特
別
付
録
の
「
奈
良
県
全
図
」
が
あ
る
。
こ
の
地
図
は
東
富
貴
の
丹
生
神

社
を
載
せ
な
い
が
、
グ
ー
グ
ル
マ
ッ
プ
と
照
合
す
る
に
、
東
富
貴
の
丹
生
神
社
は
「
東
富
貴
・
宝
泉
寺
」
付
近
に
位
置
し
て

い
る
。
そ
し
て
東
富
貴
の
東
側
の
峰
に
、
実
に
「
藤
代
峰
」

を
見
出
だ
す
の
で
あ
る
（〈
図
8
〉
参
照
）。
藤
代
峰
は
正

に
紀
伊
国
の
丹
生
川
と
大
和
国
の
丹
生
川
の
水
源
に
位
置

す
る
峰
な
の
で
あ
る
。

　

従
っ
て
、「
丹
生
大
明
神
告
門
」
の
「
丹
生
川
上
水み

分く
ま
りの

峰
」
と
は
、
大
和
国
と
紀
伊
国
を
流
れ
る
二
本
の
丹
生
川

を
分
岐
す
る
水
源
の
峰
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
そ
れ
が
『
播

磨
国
風
土
記
』
逸
文
の
藤
代
峰
に
他
な
ら
な
い
。
奈
良
県

全
図
で
確
認
さ
れ
る
藤
代
峰
の
位
置
は
、
上
筒
香
の
東
に

立
っ
て
い
る
。
故
に
第
一
項
に
挙
げ
た
藤
代
峰
の
候
補
地

に
お
け
る
④
伊
都
郡
富
貴
村
上
筒
香
の
東
山
（
❸
田
中
卓

説
）
が
正
解
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
ま
た
『
紀
伊
続

風
土
記
』
は
「
丹
生
大
明
神
告
門
」
の
「
水
分
峰
」
を
「
水

呑
峰
」
の
誤
写
と
す
る
誤
解
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
水
呑

峰
を
『
播
磨
国
風
土
記
』
の
藤
代
峰
に
比
定
し
て
い
る
こ

＜図 22 ＞『日本歴史地名大系』（平凡社）特別付録・「奈良県全図」拡大

図　藤代峰・東富貴・上筒香の名が見られる。
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と
は
、
筆
者
の
調
査
結
果
と
変
わ
ら
な
い
。

　
そ
し
て
藤
代
峰
の
足
下
の
東
富
貴
に
は
、実
際
に
丹
生
神
社
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
（〈
図
17
〉）。
こ
の
こ
と
は
『
播

磨
国
風
土
記
』
逸
文
に
神
功
皇
后
が
「
そ
の
神
（
丹
生
都

比
売
命

）
を
紀
伊
の
国
の
管つ

つ

川か
は

な
る
藤
代
峰
に
鎮
め
奉
り
き
」
と
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
と
全
く
一
致
す
る
。

　
ま
た
和
歌
山
県
神
社
庁
に
よ
れ
ば
、
東
富
貴
の
丹
生
神
社
の
主
祭
神
は
丹
生
都
比
売
神
で
あ
り
、
配
偶
神
と
し
て
仲
哀
天

皇
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
神
功
皇
后
は
実
に
仲
哀
天
皇
の
皇
后
で
あ
る
。
仲
哀
天
皇
を
祀
っ
て
い
る
事
実
は
、
東
富
貴
の
丹
生

神
社
が
神
功
皇
后
所
縁
の
神
社
で
あ
る
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。

　
ま
た
和
歌
山
県
神
社
庁
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
社
殿
は
十
五
世
紀
の
建
立
で
あ
り
、
神
功
皇
后
の
時
代
ま
で
遡
ら
な
い
。
こ

れ
は
上
述
の『
紀
伊
続
風
土
記
』に
西
富
貴
の
丹
生
神
社
が「
永
享
三（1431

）年
及
び
天
文
十
三（1544

）年
の
棟
札
あ
り
。」

と
あ
る
こ
と
と
時
代
を
同
じ
く
す
る
。
し
か
し
神
功
皇
后
の
時
代
か
ら
十
五
世
紀
ま
で
は
す
で
に
千
年
以
上
が
経
過
し
て
お

り
、
社
殿
は
再
建
と
考
え
た
方
が
む
し
ろ
自
然
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
関
連
し
て
、
藤
井
氏
は
「
論
功
行こ

う

賞
と
し
て
賜
っ
た
「
藤
代
峰
」
に
向
け
て
、
紀
ノ
川
を
遡
上
す
る
途
次
に
「
奄

田
村
石
口
」
に
鎮
座
し
た
と
理
解
で
き
る
。」
と
云
う
（
藤
井
：12

）。
筆
者
も
基
本
的
に
藤
井
氏
の
見
解
と
同
じ
で
あ
る
。

神
功
皇
后
は
あ
く
ま
で
も
藤
代
峰
に
丹
生
都
比
売
命
を
鎮
座
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
藤
代
峰
は
上
述
の
如
く
富
貴
の
山

頂
で
あ
る
ゆ
え
、
直
ち
に
山
頂
に
神
社
を
構
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
故
に
藤
代
峰
に
神
社
が
完
成
す
る
ま
で
に
丹
生
都
比

売
命
を
奄
田
村
石
口
に“

仮
に”

鎮
座
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
丹
生
酒
殿
神
社
で
あ
る
。
丹
生
酒
殿
神
社
は
藤
代

峰
か
ら
始
ま
っ
て
今
の
慈
尊
院
九
度
山
辺
り
で
紀
の
川
に
注
い
で
い
る
丹
生
川
の
河
口
に
位
置
す
る
。
故
に
藤
井
氏
は
「
紀

ノ
川
を
遡
上
す
る
途
次
」
と
云
う
が
、
正
確
に
は
紀
の
川
か
ら
丹
生
川
を
遡
上
す
る
途
次
に
、
丹
生
川
の
河
口
に
丹
生
酒
殿
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神
社
を
構
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

ま
た
、
藤
井
氏
は
「
論
功
行
賞
と
し
て
賜
っ
た
「
藤
代
峰
」」
と
云
っ
て
、
神
功
皇
后
が
藤
代
峰
を
賜
っ
た
と
す
る
。
こ

れ
に
誤
り
は
な
い
が
、
上
掲
の
如
く
『
播
磨
国
風
土
記
』
逸
文
に
は
「
乃
ち
そ
の
神
（
丹
生
都

比
売
命

）
を
紀
伊
の
国
の
管つ

つ

川か
は

な
る
藤

代
峰
に
鎮
め
奉
り
き
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
従
え
ば
、
神
功
皇
后
は
藤
代
峰
に
丹
生
都
比
売
命
を
鎮
座
さ
せ
た
、
す
な
わ
ち
社

を
構
え
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
東
富
貴
の
丹
生
神
社
が
実
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、『
播
磨
国
風
土
記
』
逸
文
の
伝

承
が
史
実
で
あ
る
こ
と
の
証
左
と
な
る
。
神
功
皇
后
は
実
在
し
、
神
功
皇
后
が
三
韓
討
伐
を
成
し
遂
げ
た
こ
と
も
史
実
な
の

で
あ
る
。
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一
・
五
、　
応
神
天
皇
と
丹
生
都
比
売
命
の
神
領  

―
『
御
手
印
縁
起
』
と
の
関
連
で
―

一
・
五
・
一
、　『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』
と
『
御
手
印
縁
起
』
類
に
見
ら
れ
る
応
神
天
皇
奉
献
の
神
領

　

先
に
見
た
如
く
、「
丹
生
大
明
神
告
門
」
に
は
、応
神
天
皇
が
丹
生
都
比
売
命
に
奉
献
し
た
山
地
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
。

再
び
掲
げ
る
。

品ほ
む

田だ

天
皇 

応
神

天
皇
の
依
せ
奉
り
給
ふ
神か

む

堺さ
か
ひ

東
の
至
り
丹
生
川
、
西
の
至
り
星
川
幷
び
に
神か

み

勾ま
が
り、

南
の
至
り
阿
諦
河
南
横
峰
、

北
の
至
り
吉
野
河
。

　

右
掲
の
如
き
神
に
奉
献
さ
れ
た
山
地
の
こ
と
を
「
神
領
」
と
言
う
。
元
来
は
応
神
天
皇
か
ら
丹
生
都
比
売
命
に
対
し
て
献

上
さ
れ
た
神
領
は
、『
御お

手て

印い
ん

縁え
ん

起ぎ

』の
偽
作
に
際
し
て
高
野
山
の
所
領
の
土
地
と
し
て
す
り
替
え
ら
れ
た
。
空
海
大
師
は『
陀

羅
尼
集
経
』
の
所
説
に
遵
っ
て
、
高
野
山
上
を
範
囲
と
し
て
七
里
結
界
を
し
た
。
し
か
し
、
東
寺
長
者
職
で
あ
っ
た
寛
遍
師

ら
は
空
海
大
師
が
高
野
山
下
を
含
む
広
大
な
土
地
を
結
界
し
た
と
偽
り
、
そ
の
土
地
を
全
て
高
野
山
の
所
領
と
し
た
（
高
野
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山
金
剛
峯
寺
は
、『
御
遺
告
』
を
偽
作
し
た
観
賢
師
よ
り
後
に
は
、
東
寺
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
）。
そ
の
根
拠
と
し
て

偽
作
さ
れ
た
の
が
『
御
手
印
縁
起
』
で
あ
る
。

か
つ
て
は
高
野
山
に
お
い
て
飛
行
三
鈷
杵
や『
御
遺
告
』と
並
ん
で
至
宝
と
さ
れ
て
き
た『
御
手
印
縁
起
』は
、
近
現
代
の

研
究
に
よ
っ
て
後
世
の
偽
作
と
す
る
見
解
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
筆
者
の
研
究
に
拠
れ
ば
、『
御
手
印
縁
起
』は
久
安
五

（1149

）年
に
高
野
山
を
襲
っ
た
大
火
以
降
、
寛
遍
師（1100-1166

）が
亡
く
な
る
永
万
二（1166

）年
ま
で
の
間
に
偽
作
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。『
御
手
印
縁
起
』が
偽
作
さ
れ
た
背
景
に
は
、
久
安
五（1149

）年
の
回
禄
か
ら
高
野
山
を
復
興
す
る
た
め

の
資
金
繰
り
に
難
航
し
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

従
来
の
伝
統
説
で
は
、
鳥
羽
上
皇
の
皇
后
で
あ
る
美
福
門
院（1117-1160

）が
、
保
元
元（1156

）年
に
上
皇
が
崩
御
さ
れ

た
後
、
上
皇
ゆ
か
り
の
勝
光
明
院
の
宝
蔵（
鳥
羽
の
宝
蔵
）の
中
に『
御
手
印
縁
起
』を
発
見
し
、
平
治
元（1159

）年
に
高
野

山
に
返
納
し
た
と
す
る
。
そ
の
時
に
金
剛
峯
寺
の
座
主
で
あ
っ
た
寛
遍
師（1100-1166

）の「
寛
遍
奉
納
状
」は
美
福
門
院
の

奉
納
品
を
記
す
。
そ
れ
は
次
の
如
く
三
部
か
ら
な
る
。

金
剛
峯
寺　

奉
納　

官
符
絵
図
御
記
文
等　

一
高
野
山
絵
図
壹
帖

　

弘
仁
七
年
七
月
八
日
大
政
官
符
壹
通

　

弘
仁
七　

七
月
廿
八
日
国
判

　

承
和
元　

十
一
月
十
五
日
大
師
御
遺
告
文
壹
通

　

延
暦
十
九
年
九
月
十
六
日
宣
命
文
壹
通
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高
野
絵
図
壹
幅　

国
印
七
箇
所

　

承
和
三
年
七
月
廿
七
日
国
判　

国
印
一
所

　

已
上　

件
文
等
被
書
具
絵
図

一
山
絵
図
壹
帖

　

弘
仁
七　

七
月
八
日
大
政
官
符
壹
通　

在
大
師
御
手
印
四
箇
所
国
印
三
箇
所

　

弘
仁
七　

七
月
廿
八
日
国
判

　

当
山
四
至
注
文
参
通

　

山
絵
図
壹
幅　

在
国
印
八
箇
所

　

承
和
元

九
月
十
五
日
大
師
御
記
文
壹
通　

大
師
御
位
暑マ

マ

御
名
并
御
手
印
四
箇
所
在
之

　

承
和
三

七
月
廿
八
日
国
判
文
壹
通　

国
印
六
箇
所　

裏
楨
尾
都
判
被
加
之

一
高
野
住
山
料
御
遺
記
文
壹
通

　

承
和
二
年
三
月
十
五
日
御
遺
告
壹
通　

在
大
師
御
名
相
副
国
判　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
続
宝
簡
集
』）

こ
の
三
部
の
う
ち
、
初
め
の
一
部
は『
太
政
官
符
案
幷
遺
告
』（『
官
符
遺
告
』と
略
す
）、
第
二
の
一
部
は
狭
義
の『
御
手
印

縁
起
』、
最
後
の
一
部
は『
遺
告
諸
弟
子
等
』（『
諸
弟
子
遺
告
』と
略
す
）に
相
当
す
る
。
広
義
に
は
、
こ
の
三
帖
を
ま
と
め
て

『
御
手
印
縁
起
』と
す
る
。
こ
れ
ら
三
部
の『
御
手
印
縁
起
』は
そ
れ
ぞ
れ
に
高
野
山
の
所
領
と
す
る
土
地
の
範
囲（
四
至
）を
描

い
た
絵
図
を
収
め
る
。
こ
の
三
枚
の
絵
図
が
根
拠
と
し
て
い
る
文
章
は
、
具
体
的
に
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

第
一
は『
官
符
遺
告
』に
記
す
太
政
官
符
の
四
方
高
山
で
あ
り
、
こ
れ
を
描
い
た
の
が「
高
野（
山
）絵
図
」で
あ
る
。
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第
二
は
丹
生
大
明
神
か
ら
土
地
を
譲
渡
さ
れ
た
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る“

神
領
譲
渡” 

の
四
至
で
あ
り
、
こ
れ
を
描
い
た
の

が「
山
絵
図
」で
あ
る
。

第
三
は『
諸
弟
子
遺
告
』及
び『
官
符
遺
告
』に
載
せ
る「
応
神
天
皇
の
四
至
」の
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
を
描
い
た
の
が『
諸
弟

子
遺
告
』に
含
ま
れ
、
五
か
所
に
大
師
の“

御
手
印”

を
押
す「
絵
図
」で
あ
る
。　

〈『
御
手
印
縁
起
』の
三
種
の
絵
図
〉

①  『
官
符
遺
告
』：「
高
野（
山
）絵
図
」。
改
竄
し
た
太
政
官
符
に
記
す
四
方
高
山
を
描
く
。

②
狭
義
の『
御
手
印
縁
起
』：「
山
絵
図
」。
空
海
大
師
が
丹
生
大
明
神
か
ら
譲
渡
さ
れ
た
と
す
る
土
地
を
描
く
。

③ 『
諸
弟
子
遺
告
』：「
絵
図
」。
応
神
天
皇
奉
献
の
山
地
の
四
至
を
描
く
。

今
問
題
と
す
る
応
神
天
皇
奉
献
の
四
至
を
描
く『
諸
弟
子
遺
告
』の「
絵
図
」に
は
、
大
塔
と
四
至
の
五
か
所
に
大
師
の
手
形

と
さ
れ
る“

御
手
印”

が
押
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
大
師
の
御
手
を
偽
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
高
野
山
の
寺
領
で
あ
る
こ
と
の
正

統
性
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
手
印
の
実
際
は
、
複
数
の
人
の
手
か
ら
な
る
と
い
う（『
定
本
弘
全
』第
七

巻
・
解
説
）。
案
ず
る
に
、『
諸
弟
子
遺
告
』末
尾
に「
承
和
二

三
月
十
五
日
入
唐
求
法
沙
門
空
海　

上
件
遺
告
承
法
師
等　

大
法
師
実
恵　

大
法
師
真
雅　

大
法
師
真
然　

大
法
師
真
済
師
」と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く「
絵
図
」の
五
つ

の
手
印
は
、
中
央
が
空
海
大
師
、
他
の
四
人
が
実
恵
師
・
真
雅
師
・
真
然
師
・
真
済
師
の
手
と
し
て
、
押
さ
れ
た
も
の
だ
ろ

う
。
こ
こ
か
ら
、『
御
手
印
縁
起
』の
偽
作
に
は
、
最
低
五
人
が
関
与
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、『
諸
弟
子
遺
告
』の「
絵
図
」に
は
、「
艮

う
し
と
ら」（

北
東
）・「
巽た

つ
み

」（
東
南
）・「
坤

ひ
つ
じ
さ
る」（

南
西
）・「
乾い

ぬ
ゐ

」（
西
北
）の
四
方
に
、
そ
れ
ぞ
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れ
四
至
を
示
す
た
め
の「
金
剛
峯
寺
傍
示
」が
記
さ
れ
て
い
る
。「
傍ほ

う

示じ

」と
は
、
領
地
の
境
界
に
立
て
ら
れ
る
杭
や
石
な
ど
の

印
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
応
神
天
皇
奉
献
の
四
至
を
記
す『
御
手
印
縁
起
』類
を
ま
と
め
れ
ば
、
左
の
如
く
で
あ
る
。

〈『
御
手
印
縁
起
』類
に
載
せ
る
応
神
天
皇
奉
献
の
神
領
の
四
至
〉

① 

狭
義
の『
御
手
印
縁
起
』：
東
・
丹
生
川
上
。
南
・
当
河
南
横
峯
。
西
・
神
勾
星
川
。
北
・
吉
野
川
。

② 『
諸
弟
子
遺
告
』：
東
・
丹
生
河
。
南
・
阿
帝
南
横
峯
。
西
・
星
河
神
勾
谷
。
北
・
日
本
河
。　
　

③ 『
真
然
遺
告
』：
東
・
宇
知
丹
生
川
。
南
・
阿
帝
川
南
横
峯
。
西
・
応
神
山
神
勾
星
川
谷
。
北
・
吉
野
川
。

④ 『
官
符
遺
告
』：
東
・
丹
生
川
上
。
南
・
阿
帝
川
南
横
峯
。
西
・
応
神
山
星
川
神
勾
。
北
・
吉
野
川
。

　

 『
諸
弟
子
遺
告
』
に
お
け
る
北
の
「
日や

ま
と本

河
」
と
は
大
和
国
の
川
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
吉
野
川
に
変
わ
り
な
い
。
右
の

①
②
③
④
の
四
至
は
若
干
の
表
現
上
の
相
違
は
見
ら
れ
る
が
、
四
至
の
範
囲
と
し
て
は
全
同
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
先
に
掲
げ
た
『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』
に
載
せ
る
応
神
天
皇
奉
献
の
神
領
を
再
び
挙
げ
れ
ば
、左
の
如
く
で
あ
る
。

　
〈『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』
に
載
せ
る
応
神
天
皇
奉
献
の
神
領
の
四
至
〉

　
　

東
：
丹
生
川
。

　
　

南
：
阿
諦
河
の
南
横
峯
。

　
　

西
：
星
川
幷
び
に
神か

む

勾ま
が
り。
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＜図 24 ＞ 『御手印縁起』の「山絵図」

＜図 23 ＞ 『官符遺告』の「高野絵図」

＜図 25 ＞ 『諸弟子遺告』の「絵図」
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北
：
吉
野
河
。

　

上
に
明
ら
か
な
如
く
、、「
丹
生
大
明
神
告
門
」
に
載
せ
る
応
神
天
皇
が
丹
生
都
比
売
命
の
た
め
に
奉
献
し
た
元
来
の
神
領

の
四
至
と
『
御
手
印
縁
起
』
類
①
②
③
④
の
四
至
は
完
全
に
一
致
す
る
。
寛
遍
師
ら
は
、
更
に
空
海
大
師
が
高
野
山
へ
登
山

し
た
際
に
丹
生
都
比
売
命
が
空
海
大
師
に
神
領
を
譲
渡
し
た
と
す
る
四
至
、
並
び
に
嵯
峨
天
皇
が
空
海
大
師
に
高
野
山
を
下

賜
し
た
太
政
官
符
に
竄
入
さ
せ
た
四
至
を
、応
神
天
皇
奉
献
の
神
領
の
四
至
に
す
り
合
わ
せ
る
工
作
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

応
神
天
皇
奉
献
の
神
領
が
嵯
峨
天
皇
下
賜
の
土
地
と
丹
生
都
比
売
命
が
譲
渡
し
た
土
地
に
他
な
ら
な
い
と
偽
り
、
こ
れ
を
高

野
山
の
所
領
と
し
た
の
で
あ
っ
た
（
詳
し
く
は
大
柴2019

参
照
）。

一
・
五
・
二
、　『
住
吉
大
社
神
代
記
』
に
見
る
住
吉
神
領
に
つ
い
て

　

神
功
皇
后
の
新
羅
討
伐
の
勝
利
の
後
に
、
神
領
が
奉
献
さ
れ
た
神
は
丹
生
都
比
売
命
だ
け
で
は
な
い
。
神
功
皇
后
の
新
羅

討
伐
に
お
い
て
、
最
も
効
験
が
灼あ

ら

た
か
で
あ
っ
た
の
が
住
吉
大
神
で
あ
る
。『
住
吉
大
社
神
代
記
』
は
、
住
吉
大
神
の
宮
の

所
在
地
や
歴
代
の
天
皇
や
地
主
た
ち
が
住
吉
大
神
に
奉
献
し
た
神
戸
・
神
領
・
御み

封ふ

を
載
せ
る
。
そ
の
中
で
、
京
畿
内
に
お

い
て
三
か
所
の
神
領
が
記
さ
れ
て
い
る
（
括
弧
な
し
の
割
注
は
本
文
中
の
も
の
で
あ
り
、
括
弧
内
の
割
注
は
田
中
氏
の
脚
注

を
載
せ
る
。
以
下
同
じ
。）。
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①
屋や

主ぬ
し

忍お
し

男を

武た
け

雄を

心
こ
こ
ろ
の

命み
こ
とが

奉
献
し
た
葛
城
山
界
隈
の
住
吉
大
神
の
神
領

　
　

四
至
。
東
は
大
倭
国
の
季
道
・
葛
木
高
小
道
・
忍お

し

海う
み
の

刀と

自じ
の

家
・
宇う

智ち
の

道
を
限
る
。

　
　
　
　
　

南
は
木
伊
国
の
伊
都
県こ

ほ
りの

道み
ち

側ば
た

・
並
び
に
大
河
を
限
る
。

　
　
　
　
　

西
は
河
内
の
泉
の
上か

み

鈴す
ず

鹿か

・
下し

も

鈴す
ず

鹿か

・
雄を

浜は
ま

、
日ひ

禰ね

野の
の

公く

田で
ん

・
宮み
や

処こ

・
志し

努ぬ

田た
の

公
田
・
三
輪
道
を
限
る
。

　
　
　
　
　

北
は
大
坂
・
音
穂
野
公
田
・
陀た

那な

波は

多た

乃の

男
神
女
神
・
吾あ

嬬づ
ま

坂
・
河か

あ
ひ合

・
狭
山
・
填ま

き

田た

・
大
村
・
斑
・
熊
野
谷　
　

　
　
　
　
　
を
限
る
。

右
、
昔
、
巻ま

き

向む
く

の
玉た

ま

木き
の

宮み
や

に
御

あ
め
の
し
た
し
ろ
し
め

宇
し
し
天
皇
（
垂
仁
天
皇
を
指
す
。
実

際
は
景
行
天
皇
の
誤
り
。）、
癸

み
づ
の
と

酉と
り

の
年
春
二
月
庚か

の
ゑ

寅と
ら

〔
朔
〕、
大
神
の
願ね

ぎ

た
ま
ふ
随ま

に
まに

、
屋や

主ぬ
し

忍お
し

男を

武た
け

雄を

心
こ
こ
ろ
の

命み
こ
と

一
つ
に
武た

け

猪ゐ

心こ
こ
ろ

と
云
ふ
。を
遣つ

か使
は
し
て
寄
さ
し
奉
る
所
也
。
爰
に
武た

け

雄を

心
こ
こ
ろ
の

命み
こ
と、

此
の
山
を

以も用
ち
て
幣

み
て
ぐ
らと

為
し
、
阿
備
の
柏
原
社
（
紀
伊
国
海
草
郡
安
原
村
大
字
相
坂
松
原

に
柏
原
あ
り
。
武
内
宿
禰
の
誕
生
地
。

）
に
居
て
斎い

は

ひ
祀
る
。
九
年
の
内
に
即か

れ

難な
に

破は

道
の
竜
住

山
の
一
岳
を
申
し
賜
ひ
き
。武た

け

猪ゐ

心こ
こ
ろ

命み
こ
と

者は

、
武
内
足す

く

尼ね

の

父
な
り
。
臣
八
腹
等
が
祖
な
り
。　
　
　
　
　
　
（
田
中
卓1963: 313

、一
部
筆
者
が
改
変
す
。
以
下
同
じ
。）

　

①
葛
城
山
界
隈
の
神
領
は
、
屋や

主ぬ
し

忍お
し

男を

武た
け

雄を

心
こ
こ
ろ
の

命み
こ
とが

住
吉
大
神
の
求
め
に
従
っ
て
奉
献
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
中
、
南

を
限
る
「
大
河
」
と
は
、
紀
の
川
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
西
を
限
る
「
宮み

や

処こ

」
に
関
し
て
、『
続
日
本
紀
』
霊
亀
二
（716

）

年
三
月
癸

み
づ
の
と

卯う

（
二
十
七
日
）
に
「
河
内
国
の
和
泉
と
日
根
と
の
両
郡
を
割
き
て
、
珍ち

努ぬ
の

宮
に
供
へ
令
む
。」
と
あ
る
こ
と

か
ら
（『
新
訂
増
補
国
史
大
系　

続
日
本
紀
』
前
篇: 64

）、
元げ

ん

正し
ょ
う

天
皇
の
珍
努
宮
と
考
え
ら
れ
る
（
田
中
卓1968: 313

）。

元
正
天
皇
（480-748

）
は
天
平
二
十
（748

）
年
に
崩
御
さ
れ
た
。
そ
し
て
『
住
吉
大
社
神
代
記
』
の
末
尾
に
は
撰
者
の

神
主
従
八
位
下
津
守
宿
禰
嶋
麻
呂
と
遣
唐
使
神
主
正
六
位
上
津
守
宿
禰
客
人
の
署
名
が
あ
り
、「
天
平
三
年
七
月
五
日
」
の
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日
付
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
住
吉
大
社
神
代
記
』
の
成
書
時
期
と
「
珍
努
宮
」
が
「
宮み

や

処こ

」
で
あ
っ
た
時
期
が
吻
合
す
る
。

　
ま
た
、
文
中
に
「
巻ま

き

向む
く

の
玉た

ま

木き
の

宮み
や

に
御

あ
め
の
し
た
し
ろ
し
め

宇
し
し
天
皇
」
と
あ
る
の
は
垂
仁
天
皇
の
こ
と
で
あ
る
が
、『
日
本
書
紀
』
と

の
比
較
か
ら
、
景
行
天
皇
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
田
中1994: 275

）。
下
掲
の
【
紀
国
造
家
（
紀
直
・
宿
禰
氏
）

の
系
譜
】
に
見
る
如
く
、
第
十
四
代
仲
哀
天
皇
及
び
神
功
皇
后
の
時
代
の
豊
耳
命
の
祖
父
で
あ
る
船
木
命
の
兄
弟
で
あ
る
影

日
売
が
武
雄
心
命
と
結
婚
し
て
い
る
。
単
純
に
考
え
て
、
武
雄
心
命
は
第
十
四
代
仲
哀
天
皇
の
二
代
前
と
な
る
第
十
二
代
景

行
天
皇
の
御
世
の
人
物
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

②
景
行
天
皇
・
仲
哀
天
皇
が
奉
献
し
た
膽い

駒こ
ま

神か
む

南な

備び

山や
ま

の
住
吉
大
神
の
神
領

　
　

膽い

駒こ
ま

神か
む

南な

備び

山や
ま

の
本
記

　
　

四
至
。
東
は
膽い

駒こ
ま

川
・
龍
田
の
公
田
を
限
る
。

　
　
　
　
　

南
は
賀か

志し

支き

利り

坂
・
山や

ま

門と

川
（
大
和

川

）・
白
木
坂
（
田
中
説
：
信
貴

山
へ
の
登
り
坂

）・
江え

比ひ

須す
の

墓
を
限
る
。

　
　
　
　
　

西
は
母

お
も
の

木き
の

里
の
公
田
・
鳥
坂
に
至
る
ま
で
を
限
る
。

　
　
　
　
　

北
は
饒に

ぎ

速は
や

日ひ

山
を
限
る
。

右
、
山
の
本
記
と
者は

、
昔
、
大
神
の
本み

う
け
ひ誓

に
依
り
、
寄
さ
し
奉
る
所
、
巻ま

き

向む
く

の
玉た

ま

木き
の

宮み
や

に
御

あ
め
の
し
た
し
ろ
し
め

宇
し
し
天
皇
（
垂
仁
天
皇

を
指
す
。

実
際
は
景
行

天
皇
の
誤
り
。）
と
橿
日
宮
に
御

あ
め
の
し
た
し
ろ
し
め

宇
し
し
天
皇
と
（
仲
哀

天
皇

）
な
り
。
熊
襲
国
と
新
羅
国
と
辛
嶋
と
を
服ま

つ
ろは

し
め
賜
ひ
、
長な

が

柄ら
の

泊と
ま
りよ

り
膽い

駒こ
ま
の

嶺ね

に
登
り
賜
ひ
て
宣の

り
賜
は
く
、「
我
が
山
の
木こ

の
実
と
土く

に
つ
も
の

毛
土
産
等
を
も
て
斎い

つ

き
祀
ら
ば
、
天す

め
ら皇

が

天
の
下
を
平
ら
け
く
守
り
奉
ら
む
。
若
し
荒
振
る
梟も

の
ど
も者

あ
ら
ば
、
刃
に
血
ぬ
ら
ず
し
て
挙け

こ
ろ足誅

し
て
む
。」
と
宣の

り
賜

ふ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
中
卓1963: 318

）
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＜図 27 ＞長柄船瀬の神領（田中 1994: 365） ＜図 26 ＞膽駒神南備山の神領 （田中 1994: 286）

＜図 28 ＞葛城山界隈の神領　（田中 1994: 272-273）
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②
膽い

駒こ
ま

神か
む

南な

備び

山
の
神
領
は
、
景
行
天
皇
・
仲
哀
天
皇
が
熊
襲
や
半
島
を
平
定
し
た
後
に
、
住
吉
大
神
に
奉
献
し
た
土
地

で
あ
る
。
文
中
の
「
巻ま

き

向む
く

の
玉た

ま

木き
の

宮み
や

に
御

あ
め
の
し
た
し
ろ
し
め

宇
し
し
天
皇
」
と
は
垂
仁
天
皇
の
こ
と
で
あ
る
が
、
前
の
①
葛
城
山
界
隈
の

神
領
と
同
じ
く
、
実
際
は
景
行
天
皇
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
北
を
限
る
「
饒に

ぎ

速は
や

日ひ

山
」
に
関
し
て
、『
旧
事
紀
・

天
孫
本
紀
』
に
「
天

あ
ま
つ

祖お
や

（
天
照
大
神

の
こ
と

）、
天
璽
瑞
宝
十
種
を
以
ち
て
饒
速
日
命
に
授
け
た
ま
ふ
。
則
ち
此
の
尊み

こ
とは

天
神
の
御み

祖お
や

の

詔
を
稟う

け
て
、
天

あ
め
の

磐い
は

船ぶ
ね

に
乗
り
而
し
て
河
内
国
の
河
上
の
哮

い
か
る
が
の

峯た
け

に
天あ

ま

降く
だ

り
坐ま

し
まし

、
則
ち
大
倭
国
の
鳥と

見み

の
白
庭
山
に
遷
り

坐ま
し
ます

。」
と
あ
る
（
大
野1989: 105

）。
こ
の
「
河
上
の
哮

い
か
る
が
の

峯た
け

」
と
は
、『
河
内
志
・
讃さ

さ

良ら

郡
』
に
「
田
原
村
に
在
り
。

今
は
『
石い

は

船ぶ
ね

山
』
と
号よ

ぶ
。
饒
速
日
命
降
臨
之
地
な
り
。」
と
あ
り
、
生
駒
山
脈
の
北
方
に
比
定
さ
れ
る
（
以
上
、
田
中

1994: 275

）。

　

③
長
柄
船
瀬
の
神
領

　
　

長な
が

柄ら
の

船
瀬
の
本
記

　
　

四
至
。
東
は
高
瀬
（
大
阪
府
守
口

市
高
瀬
町

）・
大お

ほ

庭ば

（
大
阪
府
守
口

市
大
庭
町

）
を
限
る
。

　
　
　
　
　

南
は
大
江
（
寝
屋

川

）
を
限
る
。

　
　
　
　
　

西
は
鞆

と
も
が

淵ぶ
ち

（
大
阪
府
大
阪
市

都
島
区
友
渊
町

）
を
限
る
。

　
　
　
　
　

北
は
川

（
長
柄
川
・

吾
君
川

）
を
限
る
。

右
の
船
瀬
泊と

ま
りは

、
遣
唐
貢
調
使
の
調

み
つ
ぎ

物
を
積
む
船ふ

ね舫
の
泊と

ま
りを

造
ら
む
と
欲ね

が

ふ
こ
と
、
天
皇
念お

も
ほ行

へ
る
時
に
、
大
神
の

訓を
し

へ
賜
は
く
、「
我
れ
、
長な

が

柄ら
の

船
瀬
を
造
り
進

た
て
ま
つる

矣な
り

。」
と
、
造
り
⃞
（
奉
カ
）也
。　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
中
卓1963: 319

）
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③
長
柄
船
瀬
の
神
領
は
、
住
吉
大
神
が
遣
唐
船
の
出
航
の
た
め
に
天
皇
に
捧
げ
た
船ふ

な

居す
ゑ

（
据
）
泊と

ま
りで

あ
る
。
こ
の
長
柄
船

瀬
の
比
定
地
に
関
し
て
、
田
中
氏
は
「
上う

え

町ま
ち

台
地
よ
り
深
く
切
れ
こ
ん
だ
良
湾
で
あ
り
、
大だ

い

道ど
う

町
の
あ
た
り
は
船
瀬
の
北
の

限
り
を
な
す
吾あ

君ぎ

川
と
、
更
に
そ
の
北
を
平
行
し
て
流
れ
る
神
崎
川
と
の
間
に
は
さ
ま
れ
た
土
地
（
も
と
は
島
）
で
あ
る
」

と
云
う
（
田
中1994: 369

）。

　
こ
こ
で
、
葛
城
山
界
隈
の
住
吉
大
神
の
神
領
と
丹
生
都
比
売
命
の
神
領
を
併
せ
て
み
る
に
、
紀
の
川
を
挟
ん
で
両
神
の
神

領
が
向
か
い
合
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
神
領
の
位
置
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
天
皇
家
の
本
拠
地

た
る
奈
良
盆
地
へ
の
大
阪
湾
及
び
紀
の
川
か
ら
の
侵
入
を
防
ぐ
べ
く
、
三
韓
討
伐
に
効
験
の
あ
っ
た
威
神
力
の
強
い
住
吉
大

神
と
丹
生
都
比
売
命
に
、
そ
の
要
所
の
守
護
を
願
っ
て
奉
献
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
神
功
皇
后
と
応
神
天
皇
は
、
三
韓
か

ら
の
万
が
一
の
逆
襲
に
備
え
て
、
都
・
本
拠
地
の
防
衛
を
目
的
に
神
領
を
奉
献
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
丹
生
都
比
売
命

の
神
領
を
鑑
み
る
に
、
神
功
皇
后
と
応
神
天
皇
の
丹
生
都
比
売
命
の
威
神
力
に
対
す
る
絶
大
な
信
奉
の
念
い
を
垣
間
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
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高
野
明
神
の
章
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＜図 29 ＞影向（高野）明神像　正智院所蔵

影向（高野）明神は正智院の影
よう

向
ごうの

の巖
いは

に来臨した高野明神を道範師（1178-1252）が感

得した姿と謂われている。道範師はまた正智院に影向の間を設けて高野明神をお迎えし

たという（「道範の記」・『高野山通念集』・『野山名霊集』・『紀伊續風土記』）。
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大
名
草
彦
命
の
高
野
明
神
説

　

高
野
山
の
鎮
守
で
あ
る
丹
生
明
神
と
高
野
明
神
は
、
伝
統
的
に
丹
生
明
神

が
母
で
あ
り
、
高
野
明
神
が
男
児
で
あ
る
と
謂
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
筆

者
は
田
殿
の
丹
生
神
社
に
参
詣
し
た
際
に
、
そ
の
由
来
書
に
「
大
名
草
比
古

命
（
高
野
大
明
神
）」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
見
出
だ
し
た 

。
管
見
の
及

ぶ
限
り
で
は
、
高
野
明
神
を
特
定
し
た
文
献
史
料
は
見
ら
れ
な
い 

。
田
殿

丹
生
神
社
の
伝
承
は
高
野
明
神
を
あ
く
ま
で
も
「
丹
生
大
明
神
の
御
子
神
」

と
し
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
大
名
草
彦
命
が
高
野
明
神
で
あ
る
と
い
う
伝

承
が
当
地
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る 

。
そ
の
由
来

を
考
察
す
る
に
、
あ
な
が
ち
に
荒
唐
無
稽
な
伝
承
と
は
言
え
な
い
と
筆
者
は

考
え
る
。
本
章
は
、
大
名
草
彦
命
が
紀
氏
の
初は

つ

祖お
や

と
さ
れ
た
時
期
が
あ
る
こ

と
を
示
し
、
大
名
草
彦
命
が
丹
生
氏
に
よ
っ
て
高
野
明
神
と
し
て
祀
ら
れ
た

こ
と
を
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。

＜図 30 ＞ 田殿丹生神社の由緒書（筆者撮影）　御祭神として「大名草比古命（高野大明

神）」と書かれている。
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二
・
一
、　
紀
氏
の
初
祖
に
つ
い
て 

二
・
一
・
一
、　『（
紀
伊
）
国
造
次
第
』
に
見
る
紀
氏
の
系
譜

　

伝
承
に
よ
れ
ば
、
紀
氏
は
神
武
天
皇
の
東
征
を
助
け
、
紀
伊
国
の
国
造
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
。『
海
部
氏
系
図
』（
籠
神

社
所
蔵
・
国
宝
）
に
は
、
凡
そ
第
六
代
孝
安
天
皇
の
時
に
建た

け

登と

米め
の

命み
こ
との

妻
と
し
て
「
中
名
草
姫　

紀
伊
国
造
妹
・
紀
伊
氏
」

が
見
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
遅
く
と
も
孝
安
天
皇
の
時
に
紀
氏
は
国
造
で
あ
っ
た
こ
と
を
史
料
に
お
い
て
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

紀
国
造
家
の
系
譜
を
記
す
『（
紀
伊
）
国
造
次
第
』
は
刊
本
二
本
と
写
本
三
本
が
現
存
す
る
。
薗
田
香
融
氏
は
そ
の
内
の

三
本
を
考
察
に
用
い
、
す
な
わ
ち
（
A
）
紀
俊
行
氏
所
蔵
本
、（
B
）『
紀
伊
続
風
土
記
』
本
、（
C
）『
続
群
書
類
従
』
本
と

し
た
。
紀
俊
行
氏
所
蔵
の
（
A
）『（
紀
伊
）
国
造
次
第
』（
和
歌
山
市
立
博
物
館
寄
託
）
と
（
B
）『
紀
伊
続
風
土
記
』
本
は
、

天
道
根
命
を
初
代
と
し
て
、
第
六
十
七
代
の
忠
雄
ま
で
の
紀
直
氏
の
系
譜
を
記
し
て
い
る
。
一
方
、（
C
）『
続
群
書
類
従
』

本
は
天
道
根
命
の
上
に
神
魂
命
を
付
加
す
る
。

　
こ
の
『（
紀
伊
）
国
造
次
第
』
は
巻
頭
に
「
今
、貞
観
十
六
年
以
甲
午
歳
、依
本
書
已
損
、改
写
書
。
国
造
正
六
位
上
広
世
直
」
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の
書
き
入
れ
が
あ
り
、
紙
料
が
傷
ん
だ
た
め
に
、
第
三
十
六
代
の
広
世
が
貞
観
十
六
（874

）
年
に
改
め
て
書
写
し
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
現
存
の
『（
紀
伊
）
国
造
次
第
』
は
第
六
十
七
代
忠
雄
が
記
し
た
も
の
と
さ
れ
て
お
り 

、
従
っ
て
貞
観
十
六

（874
）
年
の
段
階
の
系
譜
は
、
第
三
十
六
代
の
広
世
ま
で
で
あ
る
。
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『（
紀
伊
）
国
造
次
第
』・『
新
撰
姓
氏
録
』
の
紀
氏
の
系
譜
に
武
内
宿
禰
の
家
系
を
加
え
た
系
図
は
凡
そ
右
の
如
く
で
あ
る
。

薗
田
（1991

）、
鈴
木
（2012

）
な
ど
の
先
行
研
究
は
、
時
代
を
下
る
に
連
れ
て
、
紀
氏
の
初
祖
が
⑥
宇
遅
比
古
命
↓
⑤
大

名
草
彦
命
↓
①
天
道
根
命
↓
神
魂
命
（
天
道
根
命
の
五
代
前
）
の
順
に
系
図
に
付
加
さ
れ
て
い
っ
た
と
す
る
。
以
下
、
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
概
観
し
た
い
。

二
・
一
・
二
、　
紀
氏
の
初
祖
の
変
遷

二
・
一
・
二
・
一
、　
宇
遅
比
古
命

　

和
銅
五
（712

）
年
の
成
書
と
考
え
ら
れ
る
『
古
事
記
』
孝
元
天
皇
の
段
に
は
、「
ま
た
木
国
造
の
祖
、
宇
豆
比
古
（
宇

遅
比
古
命
）
の
妹い

も

の
山
下
影
日
賣
を
娶
り
て
生
め
る
子
、
建
内
宿
禰
」
と
あ
り
、
養
老
四
（720

）
年
成
書
の
『
日
本
書
紀
』

景
行
天
皇
の
段
に
は
、「
紀
直
遠
祖
莬
道
彦
（
宇
遅
比
古
命
）」
と
あ
り
、『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』
が
成
書
し
た
奈
良
時

代
初
期
に
は
宇
遅
比
古
命
を
紀
氏
の
祖
と
す
る
。

　
ま
た
『
和
姫
命
世
記
』
に
よ
れ
ば
、
和
姫
命
は
崇
神
天
皇
五
十
一
年
に
「
木
乃
国
奈
久
佐
濱
宮
」
へ
と
遷
座
し
、
紀
国
造

が
舎
人
の
紀
麿
良
の
地
口
を
御み

田た

と
し
て
献
じ
た
と
記
す
。『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』
に
は
下
に
見
る
ご
と
く
、「
美み

麻ま

貴き

天
皇

（
崇
神
天
皇

）
の
御
世
、
天
道
根
命
の
裔は

つ
この

紀
伊
国
造
の
宇
遅
比
古
命
と
国
主
御
神
が
児
の
大
阿
牟
太
首
と
、
二
人
仕
へ
奉
れ
り
」
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と
あ
り
、
こ
れ
に
従
え
ば
、『
倭
姫
命
世
記
』
に
云
う
「
紀
国
造
」
と
は
宇
遅
比
古
命
の
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、和
銅
三
（710

）
年
と
天
平
十
二
（740

）
年
と
延
暦
十
九
（800

）
年
の
年
号
が
見
ら
れ
る
『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』

に
は
、「
次
に
神か

む

魂
む
す
び
の

命み
こ
と

紀
伊
氏
の
祖
、
次
に
最お

ほ
ゑ兄

に
坐い

ま

す
宇う

遅ぢ

比ひ

古こ
の

命み
こ
と」

と
あ
り
、
こ
れ
に
拠
れ
ば
宇
遅
比
古
命
は
す
で

に
紀
氏
の
初
祖
の
地
位
を
神
魂
命
に
譲
っ
て
い
る
。
し
か
し
後
述
の
如
く
、
こ
の
箇
所
は
『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』
の
冒
頭
で

あ
り
、
冒
頭
の
一
段
落
は
後
に
書
き
加
え
ら
れ
た
箇
所
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
書
き
込
み
の
時
期
は
、
上
掲
の
記
紀

の
記
述
な
ら
び
に
『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』
が
『
新
撰
姓
氏
録
』
の
提
出
の
た
め
に
撰
述
さ
れ
た
と
い
う
田
中
卓
博
士
の
説
を

考
え
併
せ
れ
ば
、
延
暦
十
九
年
の
時
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
穏
当
だ
ろ
う
。
従
っ
て
『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』
冒
頭
の
記
述

は
、
宇
遅
比
古
命
を
初
祖
と
し
た
時
期
を
奈
良
時
代
初
期
と
す
る
こ
と
に
抵
触
し
な
い 

。

二
・
一
・
二
・
二
、　
大
名
草
彦
命

　
『（
紀
伊
）
国
造
次
第
』
に
は
、
大
名
草
彦
命
に
注
し
て
「『
山
城
国
風
土
記
』
に
在
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

先
学
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
現
存
す
る
『
釈
日
本
紀
』
の
木
幡
社
・
水
渡
社
・
可
茂
社
・
三
井
社
、『
詞
林
采
葉
抄
』
の
宇

治
、『
伊
勢
内
宮
』
の
荒
海
社
、
伊
勢
田
社
、『
延
喜
式
』（
天
理
図
書
館
所
蔵
）
の
南
部
社
・
可
勢
社
の
九
条
の
『
山
城
国

風
土
記
』
に
お
い
て
大
名
草
彦
命
に
関
す
る
記
述
は
見
出
だ
せ
な
い
。
よ
っ
て
、『（
紀
伊
）
国
造
次
第
』
の
注
記
は
『
山

城
国
風
土
記
』
の
散
逸
箇
所
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
『（
紀
伊
）
国
造
次
第
』
の
原
本
の
古
さ
を
思
わ
せ
（
佐
伯

1982

）、
大
名
草
彦
命
を
紀
氏
の
祖
と
す
る
伝
は
、『
風
土
記
』
が
成
立
し
た
奈
良
時
代
初
期
に
ま
で
遡
る
こ
と
に
な
る
（
鈴

木2012

：33

）。
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ま
た
、
現
存
す
る
『
山
城
国
風
土
記
』
の
九
条
の
内
、
八
条
が
神
社
に
関

連
す
る
こ
と
か
ら
、
荊
木
美
行
氏
は
「
山
城
国
内
の
い
ず
れ
か
の
神
社
の
祭

神
に
「
大
名
草
比
古
」
の
名
が
み
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
あ
る
ま
い

か
」、「
山
城
国
に
紀
直
氏
と
そ
の
同
族
の
盤
踞
し
て
い
た
事
実
が
あ
り
、
こ

の
地
（
山
城

国

）
に
移
り
住
ん
だ
紀
氏
一
族
が
そ
の
祖
先
神
で
あ
る
大
名
草
彦
を

奉
祀
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。」
と
推
測
す
る
（
荊
木2002

）。

　

大
名
草
彦
命
を
紀
氏
の
祖
と
す
る
記
述
に
関
し
て
、『
新
撰
姓
氏
録
』
に
は
、

「
大
村
直　

紀
伊
直
同
祖
大
名
草
彦
命
の
男
・
枳き

弥み

都つ

弥み
の

命み
こ
との

後
な
り
。」
と

あ
り
、
ま
た
『
先
代
旧
事
本
紀
・
国
造
本
紀
』
に
は
、「
葛ふ

じ

津つ

立た
ち
の

国
造　

志

賀
高
穴
穂
御
世
、
紀
伊
直
同
祖
大
名
草
彦
命
が
児
・
若
彦
命
、
定
め
て
国
造

を
賜
ふ
。」
と
あ
る
。
故
に
大
名
草
彦
命
は
、『
新
撰
姓
氏
録
』
と
『
先
代
旧

事
本
紀
・
国
造
本
紀
』
が
成
書
し
た
平
安
初
期
に
は
、
紀
氏
の
系
譜
の
中
に

組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
鈴
木2012
：33
）。

　
ま
た
、
薗
田
香
融
氏
は
以
下
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

国
造
系
譜
の
B
本（『
紀
伊
続
風
土
記
』本
）お
よ
び
C
本（『
続
群
書
類
従
』

本
）
に
よ
れ
ば
、
日
前
宮
が
今
の
「
名
草
宮
」
の
地
に
移
さ
れ
た
の
が
、

五
代
大
名
草
比
古
命
の
と
き
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る 

。（
中
略
）
日
前
宮

＜図 31 ＞日前国懸神宮摂社の中言神社　

筆者撮影　名草彦命と名草姫命を祀る。

＜図 32 ＞ 日前国懸神宮摂社の中言神社の

立札　筆者撮影
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の
最
初
の
司
祭
者
は
、
こ
の
大
名
草
彦
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
屈
と
な
る
。
私
は
こ
の
大
名
草
彦
こ
そ
、
古
代

名
草
郡
に
盤
踞
し
た
紀
直
氏
の
最
も
本
来
的
な
祖
先
伝
承
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
。
事
実
、日
前
宮
の
末
社
に
は
、

今
も
中
言
社
と
い
う
の
が
あ
り
、
名
草
彦
・
名
草
姫
を
祭
神
と
し
、「
当
宮
末
社
の
上
首
」、「
名
草
郡
地
主
神
」
と
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
日
前
宮
の
古
代
神
事
と
し
て
異
彩
を
放
つ
も
の
に
、
毎
年
九
月
十
五
日
に
行
わ
れ
る
草

宮
祭
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
国
造
家
先
祖
を
祭
る
神
事
と
さ
れ
、
毎
年
藁
を
も
っ
て
社
殿
を
造
替
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、「
草

の
宮
」
と
よ
ぶ
。
草
宮
は
二
社
よ
り
成
る
と
い
う
か
ら
、
祭
神
は
天
道
根
命
や
御み

食け

持も
ち
の

命み
こ
とな

ど
の
単
独
神
で
は
な
く
、

対
耦
神
で
あ
る
名
草
彦
・
名
草
姫
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
草
宮
祭
は
、
国
造
家
の
祖
神
が
大
名
草
彦
で
あ

る
こ
と
を
、
い
わ
ば
儀
礼
の
上
で
伝
承
し
て
き
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う 

。　

 （
薗
田1991

：209

）　

　

文
中
、
名
草
宮
（
日
前
宮
）
に
遷
宮
し
た
と
い
う
の
は
、
名
草
浜
の
濱
宮
か

ら
名
草
宮
へ
遷
宮
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
濱
宮
の
摂
社
に
大
名
草
彦

命
を
祀
る
中
言
神
社
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
大
名
草
彦
命
に
よ
っ
て
濱
宮

か
ら
名
草
宮
へ
遷
宮
さ
れ
た
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る 

。

　

ま
た
岡
田
莊
司
氏
は
上
の
薗
田
氏
の
見
解
に
同
意
し
て
、「
天
道
根
命
を
紀
国

造
の
始
祖
と
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
薗
田
香
融
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
後
世

に
加
工
さ
れ
た
こ
と
で
、
本
来
の
紀
直
の
祖
先
伝
承
は
、
名
草
宮
に
日
前
宮
を

移
し
た
と
伝
え
る
第
五
代
大
名
草
比
古
が
、
日
前
宮
最
初
の
司
祭
者
で
は
な
か
っ

た
か
と
推
定
さ
れ
る
。」
と
云
う
（
岡
田1980

：85

）。

＜図 33 ＞濱宮内の中言神社　筆者撮影
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次
項
に
論
及
す
る
天
道
根
命
と
神
魂
命
は
、更
に
後
世
に
な
っ
て
大
名
草
彦
命
の
上
に
付
加
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

風
土
記
が
編
纂
さ
れ
た
奈
良
初
期
の
こ
ろ
に
は
、
既
に
大
名
草
彦
命
の
名
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
記
紀
の
編
纂
後
い
く

ば
く
も
経
た
な
い
内
に
、
紀
氏
の
初
祖
は
宇
遅
比
古
命
か
ら
大
名
草
彦
命
へ
と
変
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
周
知
の
通
り
『
高
野
雑
筆
集
』
上
に
は
以
下
の
書
状
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

古
人
に
言か

た

る
こ
と
有
り
、「
胡
馬
北
に
向
か
ひ
て
、
越
鳥
南
に
巣す

く

ひ
、
西
日 

更
に
東ひ

が
しし

て
、
東
雲 

復ま

た
西に

し

す
。」
と
。

物
の
理

こ
と
は
り

自お
の

づ
か
ら
爾し

か

り
、
人
に
於
き
て
何
ぞ
無
か
ら
む
。
之
れ
を
先
人
の
説と

く
に
聞
く
、「
我
が
遠
と
ほ
つ

祖お
や 

の
太た

遣け

馬ま
の

宿す
く

禰ね

、
是
れ
則
ち
彼
の
国 （
紀
伊

国

）
の
祖
、
大
名
草
彦
の
派わ
か
れな

り
。」
と
。
所ゆ

ゑ以
に
尋
ね
謁ま

み

え
む
と
欲ね

が

ふ
こ
と
久
し
。
然
れ

ど
も
、
左
右
拘と

ら

は
れ
礙
げ
ら
れ
て
、
志
願
を
遂
げ
ず
。
悚

し
ょ
う

息そ
く

す
る
こ
と
、
何
に
か
言
は
む
。
今
、
法
に
依
り
て
修
禅

の
一
院
を
建
立
せ
む
と
思
ひ
欲ね

が

ふ
。
彼
の
国  （
紀
伊

国

）
の
高た

か

野の

の
原
、
尤も

っ
とも

教
旨
に
允か

な

ふ
。
故
に
表
を
修つ

く

り
て
請
を
陳の

べ
た
て
ま
つ
れ
り
。
天

み
か
ど

恩め
ぐ
みも

て
允
許
し
た
ま
ひ
、
符
を
下
し
た
ま
ひ
訖を

は

り
ぬ
。
是
れ
を
以
ち
て
、
一
両
の
草
菴
を
建

立
せ
む
が
為
に
、
且
く
弟
子
の
僧
泰
範
・
実
恵
等
を
差つ

か

は
し
て
、
彼
の
処
（ 

高
野

の
原

）
に
発
ち
向
は
し
む
。
伏
し
て
乞
ひ

た
て
ま
つ
る
、
仏
法
を
護
持
せ
む
が
為
に
、
方
円
相
ひ
済
ひ
た
ま
は
ば
、
幸
ひ
甚
だ
し
、
幸
ひ
甚
だ
し
。
貧
道
、
来

た
る
年
の
秋
月
に
必
ず
参
り
た
て
ま
つ
ら
む
。
披あ

ら

は
し
（
誠
意
を
示

す
こ
と

）
謁ま

み

え
む
に
、
未
だ
間い

と
まあ

ら
ず
。
珍
重
し
た
ま
へ
、

珍
重
し
た
ま
へ
。
謹
み
て
状の

べ
た
て
ま
つ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
定
本
弘
全
』7

：100-101

）

　

上
に
見
る
鈴
木
氏
と
岡
田
氏
の
見
解
は
、
大
師
の
『
高
野
雑
筆
集
』
上
の
書
簡
に
お
い
て
「
我
が
遠

と
ほ
つ

祖お
や 

の
太た

遣け

馬ま
の

宿す
く

禰ね

、

是
れ
則
ち
彼
の
国
（
紀
伊
国

）
の
祖
、
大
名
草
彦
の
派わ

か
れな

り
。」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
正
し
さ
が
証
明
さ
れ
る
。
す
な
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わ
ち
、
平
安
初
期
の
大
師
の
当
時
は
、
正
に
大
名
草
彦
命
が
紀
氏
の
初
祖
と
見
做
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
下
に
見
る
『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』
に
大
名
草
彦
命
の
名
は
現
れ
な
い
。
こ
こ
か
ら
、『
高
野
雑
筆
集
』
の
書
簡
の
宛

先
は
紀
氏
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う 

。

　

ち
な
み
に
『
日
本
後
記
』
延
暦
廿
三
（804

）
年
十
月
癸
丑
の
条
に
「
上
、
船
に
御
し
遊
覧
し
た
ま
ふ
。（
中
略
）
国
造

紀
直
豊
成
等
、
奉
献
す
。」
と
あ
り
、
ま
た
『
続
日
本
後
記
』
嘉
祥
二
（849

）
年
閏
十
二
月
庚
午
の
条
に
「（
前
略
）
紀
伊

守
伴
宿
禰
龍
男
、
国
造
紀
宿
禰
高
継
と
愜

こ
こ
ろ
よか

ら
ず
。」
と
あ
る
。『（
紀
伊
）
国
造
次
第
』
に
よ
れ
ば
、
豊
成
は
第
三
十
二
代

で
あ
り
、
そ
の
弟
の
高
継
は
第
三
十
三
代
で
あ
る
。
ま
た
、
本
居
内
遠
氏
は
豊
成
を
「
嵯
峨
・
淳
和
頃
」
と
見
做
す
（
本
居

内
遠1927

：78

）。
従
っ
て
、
大
師
が
弘
仁
八
（817

）
年
の
秋
月
に
面
会
し
た
は
ず
の
紀
国
造
は
豊
成
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

一
・
二
・
三
、　
天
道
根
命
と
神
魂
命

　

上
記
の
ご
と
く
、
第
三
十
六
代
の
広
世
が
貞
観
十
六
（874

）
年
に
改
め
て
書
写
し
た
「（
紀
伊
）
国
造
次
第
」
は
天
道

根
命
を
初
祖
と
し
、神
魂
命
を
付
加
し
た
（
C
）『
続
群
書
類
従
』
本
に
お
い
て
も
、天
道
根
命
は
「
紀
氏
元
祖
」
と
さ
れ
る
。

薗
田
氏
に
よ
れ
ば
、
天
道
根
命
を
初
祖
と
す
る
伝
は
、
弘
仁
六
（815

）
年
成
書
の
『
新
撰
姓
氏
録
』
の
「
神
魂
命
五
世
孫
」

が
初
出
で
あ
り
、
記
紀
に
は
見
出
だ
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
翌
年
に
当
た
る
弘
仁
七
（816

）
年
の
書
簡
と
考
え
ら
れ

る
上
の
『
高
野
雑
筆
集
』
に
は
大
名
草
彦
命
を
祖
と
す
る
。

　
ま
た
『
先
代
旧
事
本
紀
・
国
造
本
紀
』
に
は
同
趣
旨
の
「
紀
伊
国
造　

橿
原
朝
（
神
武

天
皇

）
御
世
。
神
皇
産
霊
命
五
世
孫
天
道

根
命
、
定
賜
国
造
」
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
『
先
代
旧
事
本
紀
・
天
神
本
紀
』
に
お
い
て
、
天
道
根
命
は
饒
速
日
尊
が
降
臨
し
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た
と
き
に
従
事
し
た
三
十
二
人
の
一
人
と
さ
れ
、「
天
道
根
命　

川
瀬
造
等
祖
」
と
あ
る
。

　

ま
た
『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』
に
お
い
て
は
、「
丹
生
津
比
賣
及
び
高
野
大
明
神
に
仕
へ
る
丹
生
祝
氏
」
と
し
て
「
美み

麻ま

貴き

天
皇
（
崇
神

天
皇

）
の
御
世
、
天
道
根
命
の
裔は

つ
この

紀
伊
国
造
の
宇
遅
比
古
命
と
国
主
御
神
が
児
の
大
阿
牟
太
首
と
、
二
人
仕
へ
奉
れ

り
。」
と
あ
り
、
天
道
根
命
の
名
を
見
る
。

　

天
道
根
命
の
上
に
神
魂
命
（
神
皇
産
霊
尊
）
を
付
加
す
る
造
作
は
、
紀
氏
の
系
譜
を
記
紀
の
神
話
に
関
連
付
け
る
た
め
に

為
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
薗
田1991

）。

　

以
上
を
総
ず
る
に
、
紀
国
造
家
の
初
祖
の
大
概
の
変
遷
は
、
奈
良
時
代
初
期
に
は
宇
遅
比
古
命
で
あ
っ
た
が
、
程
な
く
し

て
大
名
草
彦
命
に
替
わ
り
、
そ
れ
が
『
新
撰
姓
氏
録
』
と
『
先
代
旧
事
本
紀
』
が
成
書
し
た
平
安
初
期
、
す
な
わ
ち
大
師

の
頃
（『
高
野
雑
筆
集
』）
ま
で
は
続
き
、
そ
れ
に
前
後
し
て
天
道
根
命
が
附
加
さ
れ
、
貞
観
十
六
（874

）
年
の
『（
紀
伊
）

国
造
次
第
』
の
頃
に
は
天
道
根
命
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
・
二
、　
丹
生
氏
の
系
譜
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二
・
二
・
一
、　『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』
に
よ
る
丹
生
氏
の
系
図

　

丹
生
氏
の
系
譜
を
記
し
て
い
る
も
の
に
『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』
が
あ
る
。
こ
の
『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』
は
、か
つ
て
は
『
丹

生
祝
氏
文
』・『
丹
生
氏
系
図
』・『
丹
生
祝
氏
籍
』
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
田
中
卓
氏
に
よ
っ
て
丹
生
祝
氏
の
本
系
帳
で

あ
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
以
来
、『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』
に
は
、

田
中
卓
氏
の
校
訂
研
究
が
存
在
す
る
。
田
中
氏
が
校
訂
に
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
以
下
の
六
本
で
あ
る
。

（
1
）
丹
生
廣
良
氏
所
蔵
古
写
本
（
底
本
）

（
2
）『
続
群
書
類
従
』「
高
野
山
官
符
」
所
引
本

（
3
）「
丹
生
氏
籍
記
幷
序
」
所
引
本
（
丹
生
廣
良
氏
所
蔵
）

（
4
）
丹
生
都
比
売
神
社
所
蔵
本

（
5
）『
本
居
内
遠
全
集
』
所
収
本

（
6
）『
紀
伊
続
風
土
記
』
所
引
本

　

田
中
氏
の
校
訂
本
は
、『
日
本
古
典
の
研
究
』
所
収
本
（
田
中
本1973
）
と
『
丹
生
都
比
売
神
社
誌
』
所
収
本
（
田
中
本

1980

）の
二
本
が
あ
り
、内
容
を
異
に
す
る
。
両
本
の
内
容
を
比
較
す
る
に
、前
者
は
後
者
に
お
け
る「
大
阿
牟
太
二
人
仕
奉
」
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か
ら
「
帯
中
比
古
乃
天
皇
御
代
仕
奉
祝
阿
牟
田
刀
自
。
品
田
天
皇
」
ま
で
の
部
分
が
欠
落
し
て
い
る
。
故
に
今
は
主
に
『
丹

生
都
比
売
神
社
誌
』
所
収
本
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

丹
生
津
比
売
及
び
高
野
大
明
神
に
仕
へ
た
て
ま
つ
る
丹
生
祝
氏
（『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』）

始
祖
は
天

あ
め
の

魂
む
す
び
の

命み
こ
と、

次
に
高た

か

御み

魂
む
す
び
の

命み
こ
と

大
伴
氏
の
祖
、
次
に
血ち

速は
や

魂
む
す
び
の

命み
こ
と

中
臣
氏
の
祖
、
次
に
安や

す

魂
む
す
び
の

命み
こ
と

門
部
連

等
の
祖
、
次
に
神か

む

魂
む
す
び
の

命み
こ
と

紀
伊
氏
の
祖
、
次
に
最お
ほ
ゑ兄
に
坐い
ま

す
宇う

遅ぢ

比ひ

古こ
の

命み
こ
との
別わ
け

の
豊
耳
命
、
国
主
神
の
女お
み
な
ご児
〔
丹
生

都
比
売
神
の
裔は

つ
こ〕

阿あ

牟む

田た
の

刀と

自じ

を
娶
り
て
生
め
る
児こ

の
小こ

牟む

久く
の

君き
み

が
児
等
、
紀
伊
国
伊
都
郡
に
侍さ
も
らへ

る
丹に

生ふ
の

真ま

人び
と

の

大
丹
生
直
・
丹
生
祝
・
丹
生
相あ

ひ

見み

神か
む

奴や
つ
こ

等
の
三
み
つ
の

姓か
ば
ねは
、
丹
生
都
比
売
の
大
御
神
・
高
野
の
大
御
神
を
始
め
、
百
余
の

大
御
神
達
に
及
び
て
神
奴
と
仕
へ
奉
ら
し
め
了
へ
ぬ
。

小こ

牟む

久く
の

首お
び
とが

児
の
丹
生
麻
呂
首
、
次
の
児
の
麻ま

布ふ

良ら

首
は
丹
生
祝
の
姓
を
賜
ふ
。
即そ

の
子
孫
の
安
麿
（
安
麻
呂
）、
豊

耳
よ
り
始
め
て
安
麿
に
至
る
ま
で
十
四
世
な
り
。
安
麿
の
児
の
伊い

賀か

豆つ

の
子
孫
は
石
床
・
石
垣
・
石
清
水
・
當あ

て

川か
わ

・

教の
り

守も
り

・
速は

や

総ふ
さ

・
蓑み

の

麿ま
ろ

・
身
麿
・
乙お

と

国く
に

・
諸
国
・
友
麿
・
古ふ

る

公き
み

な
り
。

小
牟
久
が
児
の
丹
生
麻
呂
首
、
佐さ

夜や
の

造み
や
つ
この

乙を
と

女め

の
古

ふ
る
の

刀と

自じ

を
娶
り
て
生
め
る
児
の
小こ

佐さ

非ひ
の

直あ
た
ひが

子
孫
は
麻
呂
、
即そ

の

子
の
廣ひ

ろ

椅は
し

、
丹
生
相
見
の
姓
を
賜
ふ
。
豊
耳
よ
り
廣
椅
に
至
る
ま
で
十
六
世
な
り
。
廣
椅
が
児
の
廣
教
の
子
孫
は
、

宇う

胡こ

閉へ

・
大
津
・
古こ

佐さ

布ふ

・
秋
麿
・
志
賀
・
上

か
み
の

長は

谷せ

・
屋や

主ぬ
し

な
り
。

美み

麻ま

貴き

天
皇
（
崇
神

天
皇

）
の
御
世
、
天
道
根
命
の
裔は

つ
この

紀
伊
国
造
の
宇
遅
比
古
命
と
国
主
御
神
〔
丹
生
都
比
売
及
び
高
野

大
御
神
の
御
孫
天
野
祝
〕
が
児
の
大
阿
牟
太
首
と
、
二
人
仕
へ
奉
れ
り
。
而
し
て
大
阿
牟
太
首
は
神
御
前
に
御
琴
引

き
仕
へ
奉
り
き
。
是
の
如
く
大
御
神か

む

祝は
ふ
り

仕
へ
奉
る 

。
美
麻
貴
天
皇
（ 
第
十
代
崇

神
天
皇

）
の
御
世
に
神か
む

御み

祝は
ふ
り

仕
へ
奉
り
、
伊い

久く
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米め
の

天
皇 （
第
十
一
代

垂
仁
天
皇

）
の
御
世
に
神か
む

御み

祝は
ふ
り

仕
へ
奉
り
、
並
び
に
二
つ
の
朝み
か
ど廷
の
大
御
世
に
大
阿
牟
太
祝
は
仕
へ
奉
り
き
。

大
阿
牟
太
祝
が
児
は
兄え

つ

地ち

、
次
に
弟お
と

地つ
ち

、
次
に
阿
牟
田
刀
自
な
り
。
大お
ほ

帯た
ら

之し

比ひ

古こ

意お

志し

呂ろ

和わ

気け
の

天
皇
（ 

第
十
二
代

景
行
天
皇

）
の
御

代
に
仕
へ
奉
る
は
祝
兄え

つ

地ち

な
り
。
若わ
か

帯た
ら
し

中な
か
つ

比ひ

古こ

天
皇
（ 

第
十
三
代

成
務
天
皇

）
の
御
代
に
仕
へ
奉
る
は
祝
弟お
と

地つ
ち

な
り
。
帯
た
ら
し

中な
か
つ

比ひ

古こ

天
皇 
第
十
四

代

（
仲
哀

天
皇

）
の
御
代
に
仕
へ
奉
る
は
祝
阿
牟
田
刀
自
な
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

品ほ
ん

田だ
の

天
皇 （
応
神

天
皇

）、
二
柱
（ 

丹
生
津
比
売
命
・

高
野
大
明
神

）
に
進
た
て
ま
つれ
る
物
は
、
紀
伊
国
の
黒
犬
一
伴つ
ら

と
阿あ

波は

遅ぢ
の

国く
に

（
淡
路

国

）
三
原
郡
の
白
犬

一
伴
と
な
り
。
品
田
天
皇
の
寄
せ
奉
り
た
ま
ふ
山
地
四し

至し

は
、
東
は
丹
生
川
上
を
限
り
、
南
は
阿
帝
川
の
南
横
峯
を

限
り
、
西
は
応
神
山
及
び
星
川
神か

む

勾ま
が
りを

限
り
、
北
は
吉
野
川
を
限
る
。

御
犬
の
口
代
に
飯い

ひ

地と
こ
ろを

奉
る
美
乃
の
国
の
美
津
の
加か

志し

波は

、
波は

麻ま

由ゆ

布ふ

、
飯
盛
る
器け

と
寄
せ
給
ひ
き
。
又
た
此
の
伴

の
犬い

ぬ

甘か
ひ

の
蔵く
ら

吉よ
し

人と

は
三み

野の
の

国
に
在
る
別わ
け

の
牟む

毛け

津つ

と
云
ふ
人
の
児
に
し
て
、犬い
ぬ

黒く
ろ

比ひ

と
云
ふ
人
、此
の
人
を
寄
せ
奉
る
。

此
の
人
等
は
今
、
丹に

生ふ

人び
と

と
云
ふ
姓
を
賜
ひ
別
け
奉
る
。
犬
黒
比
と
云
ふ
者
、
彼
の
御
犬
二
伴
を
率
ゐ
、
弓
矢
手
に

取
り
持
ち
、
大
御
神
坐
す
阿
帝
川
（
有
田

川

）
の
下
長
谷
川
原
に
、
犬い
ぬ

甘か
ひ

の
神
と
云
ふ
名
を
得
て
、
石
神
と
成
り
て
今
に

在ま
し
ます

。
彼
の
児
裔す
そ

、
十
三
世
の
祖
の
時
よ
り
今
に
大お
ほ

贄に
え

人び
と

と
仕
へ
奉
り
て
、
丹
生
人
と
召
す
姓
を
賜
は
り
て
侍
る
。

和
銅
三
年
十
二
世
の
祖
、
彼
の
秊と

し

の
籍ふ

み

を
仕
へ
奉
る
は
丹
生
真
人
安
麿
な
り
。
天
平
十
二
年
の
籍ふ

み

は
十
三
世
、
勘か

ん
がへ

仕
へ
奉
る
は
丹
生
真
人
仕
奉 

な
り
。
此
の
人
等
の
子
孫
、
今
に
侍
り
仕
へ
奉
る
。

延
暦
十
九
年
九
月
十
六
日 

。　
（
田
中1980

：51-53

、一
部
、筆
者
改
変
。割
注
は
筆
者
が
補
う
。〔　

〕は
本
文
に
あ
り
。）

　
　
　
　
　
　
　
　

　

以
上
の
記
述
を
系
図
と
化
せ
ば
、
お
よ
そ
以
下
の
如
く
な
る
。
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【『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』に
よ
る
丹
生
氏
の
系
図
】＊
石
床
・
広
椅
以
降
は
割
愛
す
。
国
主
御
神
以
下
は
第
四
段
落
以
降
に
従
う
。
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上
述
の
如
く
、『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』
の
成
書
動
機
に
関
し
て
田
中
氏
は
『
新
撰
姓
氏
録
』
の
編
纂
に
際
し
て
提
出
さ
れ

た
と
見
做
す
（
田
中1973

：333

）。
こ
の
説
は
全
き
正
論
で
あ
ろ
う
。『
日
本
後
記
』
延
暦
十
八
（799

）
年
十
二
月

戊
つ
ち
の
ゑ

戌い
ぬ

（
二
十
九
日
）
の
条
に
は
以
下
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。

勅み
こ
と
の
りす

。
天
下
の
臣
民
、
氏
族
已
に
衆
し
。
或
る
も
の
源
同
じ
な
れ
ど
も
流

と
も
が
らは

別
れ
、
或
る
も
の
宗
異
な
れ
ど
も
姓

は
同
じ
。
譜
諜
に
拠
ら
む
と
欲
ふ
れ
ど
、
多
く
改
め
易
ふ
る
を
経
る
。
籍
帳
を
検け

み

す
る
に
至
り
て
は
本
と
枝
と
を
弁

わ
き
ま

へ
難
し
。
宜
し
く
天
下
に
布し

き
告
げ
て
、
本
系
帳
を
進

た
て
ま
つら

令
む
べ
し
。
三
韓
・
諸
藩
も
亦
た
同
じ
。
但
し
始
祖
及
び

別
祖
等
の
名
の
み
載
さ
令
め
、
枝
流
幷
び
に
継
嗣 （
後
継
ぎ

の
者

）
の
歴
名
を
列
す
る
こ
と
勿
れ
。
若
し
元
は
貴
族
于よ

り
出
づ

る
之
別わ

か
れな

ら
ば
、
宜
し
く
宗
の
中
の
長
者
の
署
を
取
り
て
之
れ
を
申
す
べ
し
。
凡
そ
厥
れ
氏
姓
は
率お

ほ
むね

仮
り
に
し
て

濫み
だ

る
る
も
の
多
し
。
宜
し
く
確
実
に
在
り
て
、
詐い

つ

は
り
冒を

か

す
も
の
を
容い

る
る
こ
と
勿
れ
。
来
年  （
延

暦

十
九
年

）
八
月
卅
日
以

前
に
惣す

べ

て
進
り
了
は
ら
令
め
、
便
ち
編あ

み
て
録
に
入
れ
よ
。
如も

し
事 

故
記
に
違
ひ
、
及
び
厳
程
に
過
ぐ
れ
者ば

、
宜
し

く
情
を
原た

づ

ね
て
科と

が

め
処こ

と
はり

て
永と

こ
しへ

に
録
に
入
る
る
こ
と
勿
れ
。
凡
庸
の
徒

と
も
が
ら、

惣
て
集
め
て
巻
と
為
し
、
冠
蓋 （ 

官
吏
の
帽
子

と
車
の
蓋
、

延
い
て
は
官
吏

の
家
系
を
謂
う

）
の
族
、
別わ

け
て
軸
と
成
す
こ
と
を
聴ゆ

る

す
な
り
。　
　
　
　
　

  （『
新
訂
増
補
国
史
大
系　

日
本
後
紀
』: 27

）

　

右
掲
の
如
く
、『
新
撰
姓
氏
録
』
の
編
纂
は
延
暦
十
八
（799
）
年
十
二
月
に
桓
武
帝
よ
り
勅
命
が
下
り
、
全
国
の
諸
氏

は
翌
年
の
延
暦
十
九（800

）年
八
月
三
十
日
ま
で
に
本
系
帳
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、弘
仁
六（815

）

年
七
月
二
十
日
に
成
書
し
た
『
新
撰
姓
氏
録
』
の
序
文
に
は
、「
京
畿
の
本
系
、
未
だ
過
半
を
進
ら
ず
。（
中
略
）
唯
し
京

畿
の
未
だ
進
ら
ざ
る
も
の
、
幷
び
に
諸
国
の
且
た
進
る
べ
き
等
の
類
、
一
時
に
尽
く
し
難
く
、
闕
け
て
究
ま
ら
ず
。」
と
あ
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り
（『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究　

考
證
篇
第
一
』: 154

・168

）、
諸
氏
の
本
系
帳
の
提
出
が
遅
々
と
し
て
進
ん
で
い
な
か
っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
畿
内
に
属
さ
な
い
紀
伊
国
の
丹
生
氏
が
、
元
来
の
提
出
期
限
で
あ
る
延
暦

十
九
（800
）
年
八
月
三
十
日
の
僅
か
半
月
遅
れ
の
延
暦
十
九
年
九
月
十
六
日
に
『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』
を
提
出
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

ま
た
、『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』
に
「
次
に
最お

ほ
ゑ兄

に
坐い

ま

す
宇う

遅ぢ

比ひ

古こ
の

命み
こ
との

別わ
け

の
豊
耳
命
」
と
あ
り
、
第
六
代
宇
遅
比
古
命
と

第
九
代
豊
耳
命
の
間
に
第
七
代
舟
木
命
と
第
八
代
夜
都
加
志
彦
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
桓
武
帝
の
「
但
し
始
祖
及
び

別
祖
等
の
名
の
み
載
さ
令
め
、
枝
流
幷
び
に
継
嗣
歴
名
を
列
す
る
こ
と
勿
れ
」
と
い
う
勅
命
に
従
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

（
田
中1973

：334

）。
上
記
の
系
図
に
見
る
ご
と
く
、
丹
生
氏
の
阿
牟
田
刀
自
が
等
與
美
美
命
（
豊
耳
命
）
と
結
婚
し
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
両
氏
は
親
戚
関
係
と
な
っ
た
。
豊
耳
命
は
丹
生
氏
に
と
っ
て
は
正
に
別
祖
に
当
た
る
。

　
ま
た
、「
小
牟
久
君
が
児
等
、
紀
伊
国
伊
都
郡
に
侍
へ
る
丹
生
真
人
の
大
丹
生
直
・
丹
生
祝
・
丹
生
相
見
神か

む

奴や
つ
こ

等
の
三
つ

の
姓か

ば
ね」

の
「
大
丹
生
直
」
に
関
し
て
、「
大
丹
生
直
氏
系
図
」
に
見
る
如
く
、丹
生
麿
の
時
「
大
丹
生
直
」
の
姓
を
賜
わ
て
い
る
。

こ
れ
に
関
し
て
、
大
化
前
代
の
摂
津
国
造
は
凡
河
内
直
で
あ
り
、
こ
の
「
凡
＋
河
内
＋
直
」
と
い
う
表
記
方
法
は
、
五
世
紀

末
頃
か
ら
始
ま
る
（
奥
山
芳
広2007

：82

）。「
凡
河
内
」
は
「
大
河
内
」
と
も
記
さ
れ
、「
凡
」
は
「
大
」
に
等
し
い
。
翻
っ

て
「
大
丹
生
直
」
も
同
じ
く
「
大
＋
丹
生
＋
直
」
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』
は
五
世
紀
頃
の
古
態

を
留
め
て
い
る
と
言
え
る 

。
ま
た
、「
大
丹
生
直
氏
系
図
」
の
宇
胡
閉
の
尻
付
に
「
丹
生
相
見
神
奴
と
為
る
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、「
丹
生
相
見
神
奴
」
が
姓
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
従
っ
て
、『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』
に
云
う
「
三
つ
の
姓
」
と
は
、

大
丹
生
直
・
丹
生
祝
・
丹
生
相
見
神
奴
の
三
つ
と
い
う
い
こ
と
に
な
る
。

　
「
直
」
は
「
大
化
前
代
の
国
造
の
姓
に
多
く
、
国
造
の
後
裔
の
郡
司
に
直
姓
が
多
い
」（『
日
本
史
辞
典
』
角
川
書
店
）。
こ
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れ
に
従
え
ば
、
丹
生
麻
呂
首
が
大
丹
生
直
を
賜
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
小
牟
久
君
が
紀
国
造
家
第
九
代
豊
耳
の
子
で
あ
っ
た

か
ら
で
あ
り
、
丹
生
氏
は
紀
国
造
家
と
親
戚
関
係
と
な
っ
た
こ
と
で
、「
直
」
姓
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
「
丹
生
真
人
」
の
「
真
人
」
に
関
し
て
、
田
中
氏
は
「
こ
の
「
真
人
」
は
天
武
天
皇
（
十
三
年
紀
）
制
定
の
八や

色
く
さ
の

姓か
ば
ねの

そ
れ
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
の
尊
称
で
あ
る
。」
と
云
う
。「
八
色
姓
」
は
天
武
天
皇
十
三
年
十
月
己
卯
朔
に
定
め
ら
れ

た
八
種
類
の
姓
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
に
は
「
更ま

た
諸

も
ろ
も
ろの

氏
の
族か

ば
ね姓

を
改
め
て
、
八や

色く
さ
のの

姓か
ば
ねを

作
り
て
、
天

あ
め
の

下し
た

の
万よ

ろ
づの

姓
か
ば
ね

を
混ま

ろ
かす

。
一
つ
に
曰
は
く
、
真ま

人ひ
と

。
二
つ
に
曰
は
く
、
朝
臣
。
三
つ
に
曰
は
く
、
宿
禰
。
四
つ
に
曰
は
く
、
忌い

み

寸き

。
五
つ
に

曰
は
く
、
道

み
ち
の

師し

。
六
つ
に
曰
は
く
、
臣
。
七
つ
に
曰
は
く
、
連
。
八
つ
に
曰
は
く
、
稲い

な

置き

。」
と
あ
る
。
八
色
姓
は
「
継
体

天
皇
以
降
の
皇
別
氏
族
を
最
上
位
の
真
人
に
お
い
た
」（『
日
本
史
辞
典
』
角
川
書
店
）。
お
そ
ら
く
田
中
氏
は
『
丹
生
祝
氏

本
系
帳
』
の
全
文
を
天
武
天
皇
以
前
に
成
書
さ
れ
た
と
も
の
と
見
做
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
筆
者
が
案
ず
る
に
、『
丹
生
祝

氏
本
系
帳
』
の
末
尾
に
は
「
和
銅
三
年
十
二
世
の
祖
、
彼
の
秊と

し

の
籍ふ

み

を
仕
へ
奉
る
は
丹
生
真
人
安
麿
な
り
。
天
平
十
二
年
の

籍ふ
み

は
十
三
世
、
勘か

ん
がへ

仕
へ
奉
る
は
丹
生
真
人
仕
奉
（「
伊
賀
豆
」
の
誤
写
と
思
わ
れ
る
）
な
り
。」
と
あ
り
、
殊
に
「
真
人
」

を
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。「
真
人
」
は
「
当
初
は
尊
ば
れ
た
が
、
平
安
時
代
ま
で
に
は
衰
微
し
、
や
が
て
真

人
を
称
す
る
氏
も
な
く
な
っ
た
」（『
日
本
史
辞
典
』角
川
書
店
）。
し
か
し
安
麿
と
伊
賀
豆
は
ま
さ
に
八
色
姓
制
度
が
成
立
し
、

未
だ
平
安
時
代
を
迎
え
て
い
な
い
和
銅
・
天
平
の
時
代
の
人
物
で
あ
る
。そ
れ
は
真
人
の
姓
が
有
効
だ
っ
た
時
期
で
あ
り
、『
丹

生
祝
氏
本
系
帳
』
末
尾
に
見
ら
れ
る
二
つ
の
「
丹
生
真
人
」
の
「
真
人
」
と
は
、
八
色
姓
の
そ
れ
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が

妥
当
で
あ
ろ
う 

。

　
し
か
し
、
冒
頭
の
「
紀
伊
国
伊
都
郡
に
侍
へ
る
丹
生
真
人
の
大
丹
生
直
」
の
「
丹
生
真
人
」
は
、
お
そ
ら
く
元
来
は
記
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、上
に
述
べ
た
よ
う
に
小
牟
久
君
は
第
十
六
代
仁
徳
天
皇
の
頃
の
人
物
で
あ
り
、
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こ
の
時
は
第
四
十
代
天
武
天
皇
よ
り
も
前
と
な
る
。
お
そ
ら
く
田
中
氏
が
「
真
人
」
を
尊
称
と
見
做
す
の
は
こ
の
た
め
で
あ

ろ
う
。

　
こ
こ
で
、『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』
の
冒
頭
一
段
落
を
鑑
み
る
に
、二
つ
の
矛
盾
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
一
つ
は
、冒
頭
で
は
「
国

主
神
の
女
児
の
阿
牟
田
刀
自
」
と
あ
る
が
、
下
に
は
「
大
阿
牟
太
祝
が
児
の
兄
地
、
次
の
弟
地
、
次
の
阿
牟
田
刀
自
」
と
す

る 

。
も
う
一
つ
は
、
紀
氏
の
始
祖
に
つ
い
て
、
冒
頭
で
は
「
神
魂
命 

紀
伊
氏
の
祖
」
と
云
う
が
、
文
中
で
は
「
天
道
根
命

の
裔
の
紀
伊
国
造
の
宇
遅
比
古
命
」
と
す
る
。
紀
氏
の
初
祖
が
時
代
と
共
に
、
宇
遅
比
古
命
↓
大
名
草
彦
命
↓
天
道
根
命
↓

神
魂
命
と
変
遷
し
て
い
っ
た
こ
と
は
先
に
論
じ
た
。
こ
こ
か
ら
、『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』
冒
頭
の
一
段
落
は
後
世
の
加
筆
部

分
で
あ
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

　
『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』
冒
頭
の
「
丹
生
真
人
」
の
加
筆
は
、
丹
生
氏
が
遠
い
先
祖
か
ら
皇
別
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
確
に
す

る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
偽
っ
て
記
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。『
新
撰
姓
氏
録
』
は
千
百
八
十
二
氏
を
載
せ
る
が
、

そ
の
範
囲
は
京
と
五
畿
内
に
限
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
京
畿
外
の
紀
伊
国
の
丹
生
氏
が
『
新
撰
姓
氏
録
』
に
見
ら
れ
な
い
の

は
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
『
新
撰
姓
氏
録
』
は
、
京
畿
外
の
氏
族
を
扱
う
続
編
を
作
る
予
定
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。『
新
撰
姓
氏
録
』
に
は
「
息
長
丹
生
真
人
、
息
長
真
人
同
祖
」、「
息
長
真
人
、
誉
田
天
皇
謚
応
神
の
皇
子
稚わ

か

淳ぬ

毛け

二ふ
た

俣ま
た

王
（
若
沼
毛

二
俣
王

）
の
後
な
り
」
と
あ
り
、
丹
生
真
人
は
い
わ
ゆ
る
応
神
天
皇
系
の
息
長
真
人
及
び
息
長
丹
生
真
人
と
関
係
す
る
皇

別
の
家
系
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
大
丹
生
直
氏
系
図
」
に
拠
れ
ば
、
小
牟
久
は
「
神
奴
君
」
の
姓
を
負
う
て
い
る
。「
君
」

が
皇
別
氏
族
に
関
係
す
る
人
物
に
よ
く
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
冒
頭
書
名
の
「
高
野
大
明
神
」
と
い
う
神
名
は
、
こ
の
『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』
が
初
出
と
さ
れ
る
（
田
中

1973

：331

）。
ま
た
文
中
に
は
「
丹
生
都
比
売
の
大
御
神
・
高
野
の
大
御
神
」・「
国
主
御
神
〔
丹
生
都
比
売
及
び
高
野
大
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御
神
の
御
孫
天
野
祝
〕」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
遅
く
と
も
延
暦
期
に
丹
生
・
高
野
両
明
神
は
夫
婦
と
さ
れ
、

ま
た
未
だ
母
子
と
は
成
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　

ま
た
、『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』
に
記
さ
れ
て
い
る
「
品
田
天
皇
（
応
神
天
皇
）
の
寄
せ
奉
り
た
ま
ふ
山
地
四
至
は
、
東
は

丹
生
川
上
を
限
り
、
南
は
阿
帝
川
の
南
横
峯
を
限
り
、
西
は
応
神
山
及
び
星
川
神か

む

勾ま
が
りを

限
り
、
北
は
吉
野
川
を
限
る
」
は
、

周
知
の
通
り
、
後
世
に
『
御お

手て

印い
ん

縁
起
』
に
て
高
野
山
の
寺
領
拡
大
に
利
用
さ
れ
た
が
、
丹
生
氏
が
応
神
天
皇
か
ら
上
記
の

四
至
を
下
賜
さ
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
応
神
天
皇
に
と
っ
て
丹
生
都
比
売
命
は
母
の
神
功
皇
后
が
新

羅
討
伐
の
際
に
奉
じ
た
神
で
あ
り
、
神
功
皇
后
の
影
響
は
無
視
で
き
な
い
。
田
中
氏
に
拠
れ
ば
、『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』
は

丹
生
廣
良
氏
所
蔵
古
写
本
が
最
古
の
写
本
で
あ
る
が
、こ
れ
は
『
高
野
山
官
符
』（『
太
政
官
符
案
幷
遺
告
』『
定
本
弘
全
』7

：

346-348

）
の
一
部
で
あ
る
と
い
う 
。
し
か
し
、『
太
政
官
符
案
幷
遺
告
』
の
前
に
そ
の
原
本
が
丹
生
氏
に
存
在
し
て
い
た

と
田
中
氏
は
考
え
る
（
田
中1973

：329
）。
上
に
見
た
如
く
、
神
功
皇
后
・
応
神
天
皇
の
時
代
は
住
吉
大
神
を
始
め
と
し

て
新
羅
討
伐
に
際
し
て
霊
験
の
あ
っ
た
神
々
に
土
地
が
寄
進
さ
れ
て
お
り
、
後
世
に
高
野
四
至
と
さ
れ
た
土
地
は
、
元
来
は

応
神
天
皇
が
丹
生
都
比
売
命
に
寄
進
し
た
神
領
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

二
・
三
、　
丹
生
氏
の“

外
戚”

と
し
て
の
紀
氏
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二
・
三
・
一
、　
紀
氏
の
等
與
美
美
命
と
天
野
氏
の
阿
牟
田
刀
自
の
結
婚

　

紀
氏
は
第
九
代
の
等と

與よ

美み

美み

（
豊
耳
）
命
の
時
に
、
天
野
氏
の
阿
牟
田
刀
自 

の
婿
と
な
り
、
二
人
の
間
に
小こ

牟む

久く
の

君き
み

が

生
ま
れ
た
。
上
記
の
ご
と
く
、『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』
は
豊
耳
命
の
こ
と
を
、「
別わ

け

の
豊
耳
命
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
「
別
」

と
は
別
祖
の
こ
と
で
あ
る
（
鈴
木2012

：41

）。
こ
れ
に
関
し
て
鈴
木
氏
は
、「
等
與
美
々
の
代
で
紀
直
氏
か
ら
丹
生
祝
氏

が
分
岐
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
と
云
う
（
鈴
木2011

：3

）。
す
な
わ
ち
、
等
與
美
美
命
（
豊
耳
命
）
が
紀
国
造
家
か

ら
天
野
祝
氏
へ
妻
問
婚
し
た
（
一
説
に
豊
耳
命
は
後
に
紀
氏
へ
帰
っ
て
い
っ
た
と
い
う
）。

　
　二

・
三
・
二
、　
小
牟
久
君
に
よ
る
天
野
氏
の
家
督
相
続

　

上
述
の
如
く
、
小
牟
久
君
は
紀
氏
の
豊
耳
命
と
天
野
氏
の
阿
牟
田
刀
自
の
間
に
生
ま
れ
た
子
で
あ
る
。
阿
牟
田
刀
自
に
は

何
人
の
兄
弟
が
い
た
の
か
、
そ
の
兄
弟
に
何
人
の
子
供
が
い
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。　

　
『
律
書
残
篇
』
に
よ
れ
ば
、
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
紀
伊
国
は
「
郡
七
、
郷
三
十
七
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
七
郡
と
は
、
伊

都
・
名
賀
・
名
草
・
海
部
・
在
田
・
日
高
・
牟
婁
で
あ
る
。
前
六
郡
は
紀
国
造
が
、
牟
婁
郡
は
熊
野
国
造
が
治
め
た
。
ま
た
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【紀氏と丹生氏の関係図】（筆者案）
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三
十
七
郷
の
内
、
名
草
郡
に
含
ま
れ
る
も
の
は
、
大
屋
・
直
川
・
苑
部
・
大
田
・
大
宅
・
忌
部
・
誰
戸
・
断
金
・
野
応
・
有
真
・

荒
賀
・
大
野
・
旦
来
の
十
三
郡
で
あ
り
、
凡
そ
三
分
の
一
を
占
め
る
。
ま
た
神

か
ん
べ
/
じ
ん
こ

戸
（
律
令
制
下
の
神
社
の
造
営
や
祭
祀
の

運
営
に
当
て
ら
れ
た
封ふ

戸こ

）
に
関
し
て
、『
新
抄
格
勅
符
抄
』
に
拠
れ
ば
、
紀
伊
国
に
九
つ
あ
る
内
、
日
前
神
社・国
懸
神
社・

伊
太
祈
曾
神
社
・
大
屋
都
比
売
神
社
・
都
麻
津
比
売
神
社
・
志
摩
神
社
の
六
社
が
名
草
郡
に
あ
り
、
伊
都
郡
に
は
一
社
も
な

い
（
薗
田1991
：160-161

）。
ま
た
名
草
郡
は
、大
化
五
（649

）
年
の
建
郡
当
初
か
ら
神
郡
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
薗

田1991

：215

）。
故
に
大
師
は
伊
都
郡
の
高
野
山
の
開
創
に
当
た
り
、
伊
都
郡
を
管
轄
す
る
紀
国
造
に
書
簡
を
送
っ
て
嵯

峨
帝
か
ら
勅
許
を
得
た
こ
と
を
了
承
し
て
も
ら
お
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

名
草
郡
や
伊
都
郡
を
含
む
六
郡
を
治
め
、
ま
た
日
前
宮
（
日
前
国
懸
神
宮
）
の
神
職
家
で
あ
る
紀
国
造
家
は
、
名
実
と
も

に
紀
伊
国
の
筆
頭
の
名
家
と
言
え
る
。
阿
牟
田
刀
自
は
そ
の
紀
国
造
家
の
嫡
男
の
豊
耳
命
と
結
婚
し
た
の
で
あ
り
、
小
牟
久

君
が
生
ま
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
野
氏
と
紀
国
造
家
は
親
戚
と
な
っ
た
。
実
に
こ
の
時
か
ら
、
天
野
氏
（
丹
生
氏
）
は
別

祖
た
る
紀
国
造
家
の
氏
神
を
祀
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
紀
伊
続
風
土
記
』
の
天
野
社
の
項
に
は
、
以
下
の
如

く
記
さ
れ
て
い
る
。

当
社
（ 

天
野

大
社

）
は
丹
生
祝
部
の
斎い

つ

く
所
、
日
前
・
国
懸
社
は
紀
国
造
の
斎
く
所
、
と
も
に
豊
耳
命
の
子
孫
な
れ
ば
、
親

姻
篤
し
と
な
む
。
近
き
こ
ろ
ま
で
九
月
十
七
日
の
新
嘗
祭
の
後
、
当
社
の
神
輿
、
玉
津
島
に
降
る
を
例
と
す
。
こ
れ

を
浜
降
り
の
神
事
と
云
う
。
玉
津
島
は
国
造
の
斎
く
と
こ
ろ
、
ま
た
両
社
の
異
神
な
ら
ざ
る
証
と
す
べ
く
、
ま
た
両

家
の
深
き
関
係
を
知
る
に
足
ら
ん
。　
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ま
た
邨む

ら

岡お
か

良り
ょ
う

弼す
け

『
日
本
地
理
志
料
』
の
紀
伊
伊
都
郡
・
天
野
の
項
に
は
、「
本
居
氏
の
言
に
曰
は
く
、『
天
野
祝
部
、
紀

国
造
と
同
祖
に
し
て
大
名
草
命
の
後
な
り
。』
と
。」
と
あ
る
（『
諸
本
集
成
和
名
類
聚
抄
』
外
篇
：672

）。
初
祖
を
「
大
名

草
命
」（
大
名
草
彦
命
）
と
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　
二
・
三
・
三
、　
丹
生
氏
が
祀
る
高
野
明
神
た
る
大
名
草
彦
命

　　

現
在
の
丹
生
都
比
売
神
社
は
天
野
の
地
に
鎮
座
し
、
通
称
は“

天
野
大
社”

で
あ
る
。
丹
生
都
比
売
命
は
丹
生
明
神
と
呼

ば
れ
る
前
、
す
な
わ
ち
丹
生
氏
が
ま
だ
天
野
祝
氏
の
時
に
は
、“

天
野
明
神”

と
呼
ば
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
丹
生
氏
が
ま
だ

天
野
祝
氏
の
時
に
、
丹
生
都
比
売
命
を
天
野
の
地
に
祀
り
奉
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
天
野
を
上
れ
ば
高
野
が
あ
る
。
天
野
と

高
野
の
名
称
に
関
し
て
、
お
そ
ら
く
天
野
は
天
野
祝
氏
の
「
天
野
」
で
あ
り
、
弟
地
・
阿
牟
田
刀
自
の
頃
に
、
彼
ら
は
天
野

の
地
に
落
ち
着
い
た
と
思
わ
れ
る
（
阿
牟
田
刀
自
の
「
阿
牟
田
」
は
伊
都
郡
奄
田
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
）。
一
方
、「
高
野
」
の

名
に
関
し
て
、『
播
磨
国
風
土
記
・
神
前
の
郡
』
に
は
「
こ
の
野
（
高
野
）、
他あ

だ

し
野
よ
り
高
し
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
他
の

山
野
に
比
し
て
高
い
こ
と
か
ら
「
高
野
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
を
紀
伊
国
伊
都
郡
に
当
て
嵌
め
て
み
る
に
、
確
か
に
高
野
は

天
野
に
比
し
て
高
い
位
置
に
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
天
野
と
高
野
は
伊
都
郡
に
あ
り
、
紀
国
造
家
の
本
拠
地
で
あ
る
名
草
郡
に
は
な
い
。
つ
ま
り
天
野
・
高

野
は
伊
都
郡
を
本
拠
地
と
す
る
天
野
氏
（
丹
生
氏
）
と
縁
の
あ
る
地
で
あ
り
、
そ
の
命
名
者
は
天
野
氏
（
丹
生
氏
）
で
あ
る
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こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
す
な
わ
ち
、“

高
野
明
神”

と
は“

天
野
明
神”

と
対
を
成
す
名
称
と
考
え
ら
れ
る
。
天
野
氏
（
丹

生
氏
）
は
元
来
の
氏
神
で
あ
る
丹
生
都
比
売
命
を“

天
野
明
神”

と
呼
ん
で
天
野
（
原
）
に
祀
り
（
後
に
丹
生
氏
と
な
っ
た

こ
と
に
よ
っ
て“

丹
生
明
神”

と
改
名
し
た
と
考
え
ら
れ
る
）、“

外
祖”

の
紀
国
造
家
の
初
祖
と
見
做
さ
れ
て
い
た
大
名
草

彦
命
を“

高
野
明
神”

と
名
付
け
て
、
高
野
（
山
）
に
祀
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、『
丹
生

大
明
神
告
門
』
の
「
夏
瀬
丹
生
」
に
比
定
さ
れ
る
田
殿
丹
生
神
社
は
、
現
在
で
も
秋
の
例
祭
に
お
い
て
、
田
殿
丹
生
神
社
か

ら
数
キ
ロ
離
れ
た
下
の
社
の
高
野
社
（
現
在
は
跡
地
に
礎
石
の
み
が
残
る
）
に
「
高
野
大
明
神
」
の
の
ぼ
り
を
立
て
、
田
殿

丹
生
神
社
か
ら
下
の
社
ま
で
神
輿
を
担
ぐ
。高
野
明
神
は
現
在
で
は
丹
生
明
神
と
共
に
田
殿
丹
生
神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
が
、

元
来
は
別
々
に
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
天
野
（
原
）
と
高
野
（
山
）
に
も
当
て
嵌
ま
る
こ
と
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
原
初
に
お
い
て
高
野
明
神
は
単
独

で
高
野
山
に
祀
ら
れ
て
い
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
上
記
の
ご
と
く
、
大
名

草
彦
命
は
紀
国
造
家
の
側
に
お
い
て

は
、
一
般
に
名
草
姫
命
と
共
に
夫
婦

神
と
し
て
中
言
神
社
に
祀
ら
れ
て
い

る
。
こ
こ
か
ら
も
「
高
野
明
神
」
と

は
、
丹
生
氏
の
側
か
ら
の
大
名
草
彦

命
に
対
す
る
呼
称
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

＜図 35 ＞高野社跡地の礎石　筆者撮影

＜図 34 ＞田殿丹生神社の秋祭りに建て

られる「高野大明神」の旗　筆者撮影
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し
か
し
、
上
記
の
如
く
『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』
は
丹
生
・
高
野
両
明
神
を
夫
婦
と
見
做
し
て
い
る
如
く
で
あ
り
、
つ
ま
り
、

こ
の
時
に
は
丹
生
氏
自
身
が
既
に
大
名
草
彦
命
が
紀
国
造
家
の
祖
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
、
高
野
明
神
を
丹
生
氏
の
先
祖
と
見

做
し
て
い
る
。
ま
た
『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』
は
宇
遅
比
古
命
の
名
を
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
高
野
明
神
を
宇
遅
比
古
命
と

見
做
し
て
は
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』
に
大
名
草
彦
命
の
名
が
現
れ
な
い
の
は
、
高
野
明
神

が
大
名
草
彦
命
で
あ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
田
殿
丹
生
神
社
の
伝
承
は
大
名
草
彦
命
を
高
野
明
神
で
あ
る

と
明
言
し
て
お
り
、
ま
た
空
海
大
師
も
『
高
野
雑
筆
集
』
に
お
い
て
、
同
じ
く
大
名
草
彦
命
を
紀
氏
の
祖
と
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
大
名
草
彦
命
を
高
野
明
神
に
比
定
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

二
・
三
・
四
、　
応
神
天
皇
が
献
納
し
た
白
犬
と
黒
犬
に
つ
い
て

　

紀
氏
の
初
祖
で
あ
る
大
名
草
彦
命
が
高
野
明
神
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
応
神
天
皇
が
奉
献
し
た
白
犬
と
黒
犬
の
意
味
が

明
ら
か
と
な
る
。『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』
の
一
文
を
再
び
左
に
挙
げ
る
。

品ほ
ん

田だ
の

天
皇 

応
神

天
皇

、
二
柱 

丹
生
津
比
売
命
・

高
野
大
明
神

に
進

た
て
ま
つれ

る
物
は
、
紀
伊
国
の
黒
犬
一
伴つ

ら

と
阿あ

波は

遅ぢ
の

国く
に 

淡
路

国

三
原
郡
の
白
犬
一
伴つ

ら

と
な
り
。

　　
す
な
わ
ち
、
応
神
天
皇
は
大
名
草
彦
命
の
所
在
地
で
あ
る
紀
伊
国
の
黒
犬
を
高
野
明
神
に
献
じ
、
丹
生
明
神
の
出
身
地
で
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あ
る
淡
路
国
三
原
郡
の
白
犬
を
丹
生
明
神
に
献
じ
た
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。
応
神
天
皇
は
丹
生
都
比
売
命
の
出
自
が

淡
路
国
で
あ
る
も
、
高
野
明
神
が
大
名
草
彦
命
で
あ
る
こ
と
も
、
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
〈
応
神
天
皇
奉
献
の
白
犬
と
黒
犬
〉

　
　

紀
伊
国
の
黒
犬
↓
高
野
明
神
。

　
　

阿
波
遅
国
三
原
郡
の
白
犬
↓
丹
生
明
神
。

　
『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』
に
載
せ
る
応
神
天
皇
の
阿
波
遅
国
三
原
郡
の
白
犬
献
上
の
事
が
、
丹
生
都
比
売
命
の
出
自
を
雄
弁

に
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
先
の
『
三
原
郡
神
社
明
細
帳
』
に
は
、丹
生
神
社
（
居
神
明
神
社
）
の
由
緒
を
「
創

立
年
月
不
詳
」
と
記
す
が
、
そ
の
創
祀
は
遅
く
と
も
神
功
皇
后
の
時
に
ま
で
遡
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
旧
三
原
郡

居
神
に
位
置
す
る
丹
生
神
社
（
居
神
明
神
社
）
に
丹
生
都
比
売
命
が
祀
ら
れ
、
若
日
女
尊
が
祀
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
丹
生
都
比
売
命
が
ま
だ
若
日
女
尊
と
同
体
化
さ
れ
て
い
な
い
原
初
の
形
態
を
留
め
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
応
神
天
皇
が
奉
献
し
た
「
阿あ

波は

遅ぢ
の

国く
に

淡
路

国

三
原
郡
の
白
犬
」
は
、『
日
本
書
紀
』
の
「
尾
田
吾
田
節
之
淡

郡
所
居
神
」
が
若
日
女
尊
で
は
な
く
丹
生
都
比
売
命
の
こ
と
で
あ
る
確
固
た
る
証
左
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
伝
承
に
載

せ
る
狩
場
明
神
の
二
匹
の
犬
は
、
大
小
の
黒
犬
で
は
な
く
、
白
犬
と
黒
犬
で
あ
る
べ
き
こ
と
も
、
以
上
の
こ
と
か
ら
自
明
と

な
る
。
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二
・
三
・
五
、　
小
結

　

最
後
に
、
四
社
明
神
の
御
影
に
つ
い
て
一
言
加
え
た
い
。
信
堅
師
（1259-1322

）『
天
野
口
伝
抄
』
に
拠
れ
ば
、
丹
生
・

高
野
両
明
神
に
気
比
明
神
と
厳
島
明
神
が
加
わ
っ
て
四
所
明
神
（
四
社
明
神
）
と
な
っ
た
の
は
、
天
野
三
昧
房
僧
蓮
智
師

（
生
没
年
不
詳
）
の
説
と
し
て
、
行
勝
上
人
（1130-1227

）
の
時
と
い
う
（『
紀
伊
續
風
土
記
・
高
野
山
之
部
』
天
野
社
）。

故
に
、
一
般
に
四
所
明
神
の
御
影
は
鎌
倉
期
以
降
に
始
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
四
所
明
神
に
お
け
る
高
野
明
神
の
衣

体
は
黒
袍
束
帯
で
あ
る
（〈
図
36
〉）。
し
か
し
、
高
野
山
内
の
諸
院
に
は
白
い
衣
を
着
た
単
独
の
高
野
明
神
像
（
影よ

う

向ご
う

明
神

像
）
が
伝
わ
り
、
明
神
講
の
時
な
ど
に
祀
ら

れ

る
（〈
図
29
〉）。

　

こ
の
影
向
明
神
は
、
正
智
院
の
影よ

う

向ご
う
のの

巖い
は

に
来
臨
し
た
高
野
明
神
を
道
範
師
（1178-

1252

）が
感
得
し
た
姿
と
謂
わ
れ
て
い
る
。
道

範
師
は
ま
た
正
智
院
に
影
向
の
間
を
設
け
て

高
野
明
神
を
お
迎
え
し
た
と
謂
う
（「
道
範
の

記
」・『
高
野
山
通
念
集
』・『
野
山
名
霊
集
』・『
紀

伊
續
風
土
記
』）。

　

以
上
に
論
じ
た
如
く
、
高
野
明
神
は
大
名

＜図 36 ＞四社明神　高野明神が黒衣を着

て、黒犬が右側（丹生明神側）に、白犬が

左側（高野明神側）に描かれる。
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草
彦
命
で
あ
り
、
大
名
草
彦
命
は
紀
国
造
家
の
初
祖
で
あ
る
と
同
時
に
紀
国
造
家
の
氏
神
を
祀
る
名
草
宮
の
神
主
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
、
む
し
ろ
影よ

う

向ご
う

明
神
像
の
如
き
模
様
の
な
い
白
装
束
（
斎
服
と
思
わ
れ
る
）
こ
そ
が
、
大
名
草
彦
命
の
元
来
の
お

姿
を
伝
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
丹
生
明
神
の
御
影
に
関
し
て
も
、
宥
快
師
が
感
得
し
た
灯
篭
を
持
つ
影
向
丹
生
明
神

像
の
お
姿
が
真
に
迫
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
四
所
明
神
像
は
、
最
下
部
の
左
右
に
黒
犬
と
白
犬
が
描
か
れ
て
い
る
。
黒
犬
は
丹
生
明
神
の
側
に
お
り
、
白
犬
は

子
や
明
神
の
側
に
座
っ
て
い
る（〈
図
36
〉）。
し
か
し
、既
に
明
ら
か
な
如
く
、白
犬
は
丹
生
明
神
へ
、黒
犬
は
行
為
や
明
神
へ
、

そ
れ
ぞ
れ
奉
献
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
四
所
明
神
像
に
お
け
る
白
犬
と
黒
犬
の
位
置
は
逆
に
し
て
描
か
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
後
学
有
志
の
造
像
に
期
待
し
た
い
。



狩
場
明
神
の
章
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〈
図
37
〉
狩
場
明
神
像
（
金
剛
峯
寺
所
蔵
）　
鎌
倉
時
代
・
重
文 

　

〈
図
38
〉
狩
場
明
神
像
（
龍
光
院
所
蔵
）　
鎌
倉
時
代
・
重
文
　

〈
図
39
〉
空
海
大
師
と
狩
場
明
神
の
邂
逅
　（
転
法
輪
寺
所
蔵
）

〈
図
40
〉
狩
場
明
神
像
（
正
智
院
所
蔵
）　
室
町
時
代
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三
・
一
、　
牟
毛
津
犬
黒
比

　

狩
場
明
神
は
伝
統
的
に
高
野
明
神
と
同
体
視
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
前
章
に
て
論
じ
た
如
く
、
高
野
明
神
は
紀
氏
の
祖
で

あ
る
大
名
草
彦
命
で
あ
る
。
大
名
草
彦
命
は
第
十
代
崇
神
天
皇
の
頃
の
人
で
あ
り
、
空
海
大
師
と
同
世
代
で
あ
る
狩
場
明
神

で
は
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
本
章
は
、
狩
場
明
神
と
は
一
体
誰
な
の
か
を
解
明
し
た
い
。
そ
の
前
提
と
し
て
、
ま
ず
は

狩
場
明
神
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
牟む

毛げ

津つ

氏
の
犬い

ぬ

黒く
ろ

比ひ

に
つ
い
て
言
及
す
る
。

三
・
一
・
一
、　 『
修
行
縁
起
』
に
現
れ
る
狩
場
明
神

　

観
賢
師
に
よ
っ
て
延
喜
十
六（916

）年
か
ら
延
喜
十
八（918
）年
の
間
に
偽
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る『
御
遺
告
』に
は
、

丹
生
都
比
売
命
の
高
野
山
譲
渡
の
話
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、
狩
場
明
神
の
伝
承
は
載
せ
な
い
。
お
そ
ら
く
成
書
年
代
が
は
っ

き
り
し
て
い
る
中
で
そ
の
初
出
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、康
保
五
（968
）
年
成
書
の
『
金
剛
峯
寺
建
立
修
行
縁
起
』
で
あ
ろ
う
。
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弘
仁
七
年
孟
夏
の
比こ

ろ

を
以
ち
て
、
城
外
に
出
で
て
経
歴
す
。
大
和
国
宇
知
郡
に
一
人
の
獵か
り
う
ど者
に
遇
ふ
。
其
の
形 

深
赤

く
し
て
、
長た

け

八
尺
許ば
か
りな

り
。
小こ

袖そ
で

の
青あ
を

衣ご
ろ
もを

著つ

け
た
り
。
骨
高
く
筋
太
く
し
て
、
弓
箭
を
以
ち
て
身
に
帯
び
、
大
小

二
つ
の
黒
犬
、之
れ
に
随
従
す
。
則
ち
和
尚（ 

空
海
大
師

の
こ
と

）
の
過
通
す
る
を
見
て
、不
審
を
問
ふ
。
和
尚 

踟ち

蹰ち
ゅ
うし

て
、子
（
仔
）

細
を
問
訊
し
た
ま
ふ
。
獵か

り
う
ど者

の
云
は
く
、「
我
れ
は
南
山
の
犬
飼
な
り
。
山
地
は
万
許ば

か
りの

町
を
知
る
所
な
り
。
其
の
中

に
於
い
て
、
幽
平
の
原
あ
り
。
霊
瑞 

至
り
て
多
し
。
和
尚
、
来
た
り
て
住
み
た
ま
へ
。
自
ら
以
ち
て
助
成
せ
む
。」
と
。

犬
を
追
ひ
放
ち
て
走
ら
令
む
る
の
間
、
即
ち
失
せ
ぬ
。
云
々
。
大
師 

内
心
に
案
じ
て
、
黙
然
と
し
て
過
ぐ
。
紀
伊
国

の
境
の
大
河
辺
に
臨
み
て
留
ま
り
宿
る
。
此
こ
に
於
き
て
、
一
人
の
山
民 

有
り
て
、
子
（
仔
）
細
の
處
を
談か

た

る
。
申

し
て
云
は
く
、「
此
れ
従よ

り
南
方
に
平
々
の
原
沢 

有
り
。
三
面
に
山 

連
ね
て
、
山
門
は
辰
巳
に
開
け
た
り
。
万
水 

東

に
流
れ
て
、
一
水
に
聚
ま
る
。
昼
は
常
に
奇
雲
を
聳そ

び

き
、
夜
は
常
に
霊
光
を
現
は
す
。
推
察
す
る
に
、
紀
伊
国
伊
都

郡
の
正
南
に
当
た
れ
り
。
云
々
」
と
。
則
ち
明あ

し
た旦

に
件く

だ
んの

山
人 

随
身
し
、
咫し

尺せ
き

の
間
に
件
の
原
に
至
る
。
見み

巡め
ぐ

る
間
、

寔
に
国
城
を
建
立
す
可
し
。
次
に
随
身
の
件く

だ
んの

山
人 

密
か
に
大
師
に
語
り
て
云
は
く
、「
吾
れ
は
是
れ
此
の
山
の
山
王

な
り
。
則
ち
之
の
領
地
を
献
り
て
威
福
を
増
さ
む
。
吾
れ
山
水
に
狎
れ
て
、
極
め
て
人
気
に
麁
な
り
。
幸
ひ
に
菩
薩 

（
空
海
大
師

の
こ
と

）
に
逢
ふ
。
吾
が
徳
の
至
れ
る
な
り
。
云
々
」
と 

。

（
武
内
孝
善1998:41-42

）
＊
一
部
改
変
す
。
括
弧
内
、
筆
者
が
補
う
。

　

上
掲
の
引
用
文
に
お
い
て
、
太
字
部
分
が
狩
場
明
神
の
描
写
で
あ
り
、
そ
れ
を
図
画
し
た
の
が
冒
頭
の
四
つ
の
〈
図
〉
で

あ
る
。
た
だ
し
四
つ
の
〈
図
〉
は
皆
、
二
匹
の
犬
を
白
犬
と
黒
犬
と
し
、〈
図
37
〉
と
〈
図
38
〉
は
頭
上
に
高
野
明
神
の
本

地
仏
と
さ
れ
る
金
剛
界
大
日
の
種
子
で
あ
る

字
が
描
か
れ
て
お
り
、
狩
場
明
神
は
そ
の
製
作
年
代
の
鎌
倉
時
代
に
は
既
に
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高
野
明
神
と
同
体
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
前
章
に
論
じ
た
如
く
、
高
野
明
神
は
紀
氏
の
初
祖
と
さ
れ
た

大
名
草
彦
命
と
考
え
ら
れ
、
狩
場
明
神
と
は
別
人
で
あ
る
。

三
・
一
・
二
、　『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』
に
見
ら
れ
る
犬
黒
比

　

上
に
見
た
如
く
、
狩
場
明
神
は
弓
矢
を
持
ち
、
二
匹
の
犬
を
引
き
連
れ
る
が
、
そ
の
姿
は
先
学
が
指
摘
す
る
様
に
、『
丹

生
祝
氏
本
系
帳
』
の
犬
黒
比
に
求
め
ら
れ
る
。
便
宜
上
、
再
び
掲
げ
る
。

丹
生
津
比
売
及
び
高
野
大
明
神
に
仕
へ
た
て
ま
つ
る
丹
生
祝
氏
（『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』）

始
祖
は
天

あ
め
の

魂
む
す
び
の

命み
こ
と、

次
に
高た

か

御み

魂
む
す
び
の

命み
こ
と

大
伴
氏
の
祖
、
次
に
血ち

速は
や

魂
む
す
び
の

命み
こ
と

中
臣
氏
の
祖
、
次
に
安や

す

魂
む
す
び
の

命み
こ
と

門
部
連

等
の
祖
、
次
に
神か

む

魂
む
す
び
の

命み
こ
と

紀
伊
氏
の
祖
、
次
に
最お

ほ
ゑ兄

に
坐い

ま

す
宇う

遅ぢ

比ひ

古こ
の

命み
こ
との

別わ
け

の
豊
耳
命
、
国
主
神
の
女お

み
な
ご児

〔
丹
生

都
比
売
神
の
裔は

つ
こ〕

阿あ

牟む

田た
の

刀と

自じ

を
娶
り
て
生
め
る
児こ

の
小こ

牟む

久く
の

君き
み

が
児
等
、
紀
伊
国
伊
都
郡
に
侍さ

も
らへ

る
丹に

生ふ
の

真ま

人び
と

の

大
丹
生
直
・
丹
生
祝
・
丹
生
相あ

ひ

見み

神か
む

奴や
つ
こ

等
の
三

み
つ
の

姓か
ば
ねは

、
丹
生
都
比
売
の
大
御
神
・
高
野
の
大
御
神
を
始
め
、
百
余
の

大
御
神
達
に
及
ん
で
神
奴
と
仕
へ
奉
ら
し
め
了
へ
ぬ
。

小こ

牟む

久く
の

首お
び
とが

児
の
丹
生
麻
呂
首
、
次
の
児
の
麻ま

布ふ

良ら

首
は
丹
生
祝
の
姓
を
賜
ふ
。
即そ

の
子
孫
の
安
麿
（
安
麻
呂
）、
豊

耳
よ
り
始
め
て
安
麿
に
至
る
ま
で
十
四
世
な
り
。
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安
麿
の
児
の
伊い

賀か

豆つ

の
子
孫
は
石
床
・
石
垣
・
石
清
水
・
當あ

て

川か
わ

・
教の

り

守も
り

・
速は

や

総ふ
さ

・
蓑み

の

麿ま
ろ

・
身
麿
・
乙お

と

国く
に

・
諸
国
・
友
麿
・

古ふ
る

公き
み

な
り
。

小
牟
久
が
児
の
丹
生
麻
呂
首
、
佐さ

夜や
の

造み
や
つ
この

乙を
と

女め

の
古

ふ
る
の

刀と

自じ

を
娶
り
て
生
め
る
児
の
小こ

佐さ

非ひ
の

直あ
た
ひが

子
孫
は
麻
呂
、
即そ

の

子
の
廣ひ

ろ

椅は
し

、
丹
生
相
見
の
姓
を
賜
ふ
。
豊
耳
よ
り
廣
椅
に
至
る
ま
で
十
六
世
な
り
。

廣
椅
が
児
の
廣
教
の
子
孫
は
、
宇う

胡こ

閉へ

・
大
津
古こ

・
佐さ

布ふ

・
秋
麿
・
志
賀
・
上

か
み
の

長は

谷せ

・
屋や

主ぬ
し

な
り
。

美み

麻ま

貴き

天
皇
（
崇
神
天
皇
）
の
御
世
、
天
道
根
命
の
裔は

つ
この

紀
伊
国
造
の
宇
遅
比
古
命
と
国
主
御
神
〔
丹
生
都
比
売
及

び
高
野
大
御
神
の
御
孫
天
野
祝
〕
が
児
の
大
阿
牟
太
首
と
、
二
人
仕
へ
奉
れ
り
。
而
し
て
大
阿
牟
太
首
は
神
御
前
に

御
琴
引
き
仕
へ
奉
り
き
。
是
の
如
く
大
御
神か

む

祝は
ふ
り

仕
へ
奉
る 

。
美
麻
貴
天
皇 

第
十
代
崇

神
天
皇

の
御
世
に
神か

む

御み

祝は
ふ
り

仕
へ
奉
り
、
伊い

久く

米め
の

天
皇 

第
十
一
代

垂
仁
天
皇
の
御
世
に
神か

む

御み

祝は
ふ
り

仕
へ
奉
り
、
並
び
に
二
つ
の
朝

み
か
ど

廷
の
大
御
世
に
大
阿
牟
太
祝
は
仕
へ
奉
り
き
。

大
阿
牟
太
祝
が
児
は
兄え

つ

地ち

、
次
に
弟お

と

地つ
ち

、
次
に
阿
牟
田
刀
自
な
り
。
大お

ほ

帯た
ら

之し

比ひ

古こ

意お

志し

呂ろ

和わ

気け
の

天
皇 

第
十
二
代

景
行
天
皇

の
御
代
に

仕
へ
奉
る
は
祝
兄え

つ

地ち

な
り
。
若わ

か

帯た
ら
し

中な
か
つ

比ひ

古こ

天
皇 

第
十
三
代

成
務
天
皇

の
御
代
に
仕
へ
奉
る
は
祝
弟お

と

地つ
ち

な
り
。
帯

た
ら
し

中な
か
つ

比ひ

古こ

天
皇 

第
十
四
代

仲
哀
天
皇
の
御
代
に
仕
へ
奉
る
は
祝
阿
牟
田
刀
自
な
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

品ほ
ん

田だ
の

天
皇
（
応
神

天
皇

）、
二
柱 （
丹
生
津
比
売
命
・

高
野
大
明
神

）
に
進

た
て
ま
つれ

る
物
は
、
紀
伊
国
の
黒
犬
一
伴つ

ら

と
阿あ

波は

遅ぢ
の

国く
に （

淡
路

国

）
三
原
郡
の
白
犬
一

伴
と
な
り
。

品
田
天
皇
の
寄
せ
奉
り
た
ま
ふ
山
地
四し

至し

は
、
東
は
丹
生
川
上
を
限
り
、
南
は
阿
帝
川
の
南
横
峯
を
限
り
、
西
は
応

神
山
及
び
星
川
神か

む

勾ま
が
りを

限
り
、
北
は
吉
野
川
を
限
る
。

御
犬
の
口
代
に
飯い

ひ

地と
こ
ろを

奉
る
美
乃
の
国
の
美
津
の
加か

志し

波は

、
波は

麻ま

由ゆ

布ふ

、
飯
盛
る
器け

と
寄
せ
給
ひ
き
。
又
た
此
の
伴

の
犬い

ぬ

甘か
ひ

の
蔵く
ら

吉よ
し

人と

は
三み

野の
の

国
に
在
る
別わ
け

の
牟む

毛げ

津つ

と
云
ふ
人
の
児
に
し
て
、犬い
ぬ

黒く
ろ

比ひ

と
云
ふ
人
、此
の
人
を
寄
せ
奉
る
。
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此
の
人
等
は
今
、
丹に

生ふ

人び
と

と
云
ふ
姓
を
賜
ひ
別
け
奉
る
。
犬
黒
比
と
云
ふ
者
、
彼
の
御
犬
二
伴
を
率
ゐ
、
弓
矢
手
に

取
り
持
ち
、
大
御
神
坐ま

し
ます

阿
帝
川
（ 

有
田

川

）
の
下
長
谷
川
原
に
、
犬い
ぬ

甘か
ひ

の
神
と
云
ふ
名
を
得
て
、
石い
は

神が
み

と
成
り
て
今
に

在ま
し
ます

。
彼
の
児
裔す

そ

、
十
三
世
の
祖
の
時
よ
り
今
に
大お

ほ

贄に
え

人び
と

と
仕
へ
奉
り
て
、
丹
生
人
と
召
す
姓
を
賜
は
り
て
侍
る
。

和
銅
三
年
十
二
世
の
祖
、
彼
の
秊と

し

の
籍ふ

み

を
仕
へ
奉
る
は
丹
生
真
人
安
麿
な
り
。
天
平
十
二
年
の
籍ふ

み

は
十
三
世
、
勘か

ん
がへ

仕
へ
奉
る
は
丹
生
真
人
仕
奉 

な
り
。
此
の
人
等
の
子
孫
、
今
に
侍
り
仕
へ
奉
る
。

延
暦
十
九
年
九
月
十
六
日 

。　
（
田
中1980

：51-53

、一
部
、筆
者
改
変
。割
注
は
筆
者
が
補
う
。〔　

〕は
本
文
に
あ
り
。）

　
す
な
わ
ち
こ
の
犬
黒
比
に
関
し
て
、
以
下
の
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

①
応
神
天
皇
が
丹
生
・
高
野
の
両
明
神
に
献
じ
た
白
犬
と
黒
犬
の
犬
甘
（
飼
育
者
）
と
し
て
、
蔵く

ら

吉よ
し

人と

が
三
野
国
（
備

　

前
国
三
野
郡
）
に
い
た
「
別わ

け

」
の
牟
毛
津
の
犬
黒
比 

を
紀
伊
国
伊
都
郡
に
遣
わ
し
た
。

②
犬
黒
比
は
「
丹
生
人
」
の
姓
を
授
か
り
、
別
の
家
系
を
形
成
し
た
。「
丹
生
人
」
の
「
人
」
と
は
、
そ
の
氏
に
属
す

　
る
人
の
意
で
あ
る
（
大
田
亮1955

）。

③
犬
黒
比
の
風
貌
は
、「
彼
の
御
犬
二
伴
」
す
な
わ
ち
黒
犬
と
白
犬
を
連
れ
て
、
弓
矢
を
手
に
取
り
持
っ
て
い
る
。
二

匹
の
犬
に
関
し
て
、
上
に
見
た
如
く
『
修
行
縁
起
』
な
ど
の
伝
は
大
小
の
黒
犬
と
し
て
い
た
が
、
冒
頭
の
四
つ
ん

の
狩
場
明
神
像
は
白
黒
の
二
匹
に
描
く
。
こ
れ
は
『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』
の
記
述
に
準
じ
た
も
の
で
あ
る
。

④
犬
黒
比
は
丹
生
津
比
売
命
が
祀
ら
れ
て
い
る
阿
帝
川
（
有
田
川
）
の
下
長
谷
川
原
に
「
犬
甘
の
神
」
の
名
を
得
て

　

石
神
と
な
っ
た
。
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三
・
一
・
三
、　
皇
別
の
牟
宜
都
（
牟
毛
津
）
氏

　
「
蔵く

ら

吉よ
し

人と

」
に
関
し
て
、『
新
撰
姓
氏
録
・
摂
津
国
諸
蕃
』
に
「
蔵く

ら

人ひ
と

、
石い

し

占う
ら
の

忌い
み

寸き
の

同
祖
、
阿あ

智ち

王
之
後
也
」
と
あ
り
、『
新

撰
姓
氏
録
・
右
京
諸
蕃
上
』
に
は
「
椋く

ら

人ひ
と

、
阿
祖
（「
智
」

の
誤
写

）
使お

み主
の
男こ

、
武
勢
之
後
也
」
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
本
居
内う

ち

遠と
お

は
「
蔵
吉
」
を
姓
と
し
、「
人
」
を
『
新
撰
姓
氏
録
』
の
「
蔵
人
」
と
見
做
す
（
本
居1927

：72

）。
ま
た
「
阿
智
王
」
と

は
阿あ

智ち
の

使お
み主

の
こ
と
で
あ
り
、
坂
上
系
図
に
拠
れ
ば
、
後
漢
の
章
帝
（57-88

）
の
玄
孫
で
あ
り
漢
亭
侯
の
子
で
あ
る
霊
帝

（156-189

）
の
四
世
孫
と
さ
れ
る
（
霊
帝
―
延
王
―
石
秋
王
―
康
王
―
阿
知
王
）。

　

ま
た
、『
日
本
書
紀
』
応
神
天
皇
二
十
年
九
月
の
条
に
「
倭

や
ま
と
の

漢あ
や
の

直あ
た
ひの

祖
阿
智
使
主
、
其
の
子
の
都つ

加か
の

使お
み主

、
並
に
己
が

党と
も
が
ら類

十
七
県こ

ほ
りを

率
て
、
来ま

う
け帰

り
」
と
あ
り
、
同
じ
く
応
神
天
皇
三
十
七
年
二
月
戊

つ
ち
の
ゑ

午う
ま

の
条
に
は
、「
阿
智
使
主
・
都
加
使

主
を
呉
へ
遣
し
て
、
縫き

ぬ
ぬ
ひ工

女め

を
求
め
し
む
。（
後
略
）」
と
あ
る
。
そ
し
て
阿
智
使
主
ら
は
応
神
天
皇
四
十
一
年
二
月
に
工
女

等
を
連
れ
て
筑
紫
に
帰
国
し
た
。

　

ま
た
、
坂
上
系
図
に
引
く
『
新
撰
姓
氏
録
』
に
は
、「
阿
智
王
、
誉
田
天
皇
（
諱
応
神
）
の
御
世
に
、
本
国
の
乱
を
避
け

て
母
幷
び
に
妻
子
母
弟
廷
興
德
の
七
姓
漢
人
等
を
率
い
て
帰
化
す
。（
中
略
）
天
皇
、
其
の
来
志
を
矜あ

は
れみ

て
、
阿
智
王
を
號な

づ

け
て
『
使お

み主
』
と
為
し
、
仍
り
て
大
和
国
檜ひ

の

隈く
ま

郡
郷
を
賜
ひ
、
之
れ
を
し
て
居
ら
し
む
。（
後
略
）」
と
あ
る
。
ま
た
坂
上
系

図
に
は
「
犬
養
忌
寸
」
が
見
出
だ
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、
蔵
吉
人
は
帰
化
人
の
家
系
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、「
三み

野の
の

国
」
と
は
備
前
国
三
野
郡
と
す
る
本
居
説
が
支
持
さ
れ
て
い
る
。
三
野
国
造
（
吉
備
）
に
関
し
て
、『
先
代
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旧
事
本
紀
・
国
造
本
紀
』
に
は
「
三
野
国
造　

軽
嶋
豊
明
（
応
神

天
皇

）
朝
御
世
、
元は

じ
めて

弟お
と

彦ひ
こ
の

命
を
封
ず
。
次
ぎ
て
に
定
め
て
国

造
を
賜
ふ
。」
と
あ
る
。
こ
の
「
弟
彦
命
」
に
関
し
て
、『
古
事
記
』
景
行
天
皇
段
に
以
下
の
如
き
記
載
が
見
ら
れ
る
。

こ
こ
に
天
皇
、
三
野
国
造
の
祖
の
大
根
王
の
女
、
名
は
兄ゑ

比
売
、
弟お

と

比
売
の
二
り
の
孃を

と
め子

、
そ
の
容か

た
ち姿

麗う
る
は美

し
と
聞

こ
し
め
し
定
め
て
、
そ
の
御
子
大お

ほ

碓う
す
の

命
を
遣
は
し
て
喚め

さ上
げ
た
ま
ひ
き
。
故か

れ

、
そ
の
遣
は
さ
れ
し
大
碓
命
、
喚め

さ上
げ

ず
て
、
す
な
は
ち
己
れ
自
ら
そ
の
二
り
の
孃を

と
め子

と
婚ま

ぐ
はひ

し
て
、
更
に
他あ

だ

し
女を

み
な人

を
求
め
て
、
詐
り
て
そ
の
孃を

と
め女

と
名

づ
け
て
貢た

て
ま
つ上

り
き
。（
中
略
）
故か

れ

、
そ
の
大
碓
命
、
兄ゑ

比
売
を
娶
し
て
生
め
る
子
は
、
押お

し

黒ぐ
ろ

の
兄ゑ

日ひ

子こ
の

王み
こ

な
り
。
こ
は
三
野

の
宇う

泥ね

須す

和わ

気け

の
祖

な
り
。  

ま
た
弟お
と

比
売
を
娶
し
て
生
め
る
子
は
、押
黒
の
弟お
と

日ひ

子こ
の

王み
こ

な
り
。
こ
は
牟む

宜げ

都つ
の

君

等
の
祖
な
り
。

　

文
中
、「
弟
日
子
王
」
が
弟
彦
命
と
考
え
ら
れ
る
。
大
碓
命
が
娶
っ
た
兄
比
売
と
弟
比
売
は
大
根
王
の
娘
で
あ
り
、『
古
事

記
』
は
大
根
王
を
「
三
野
国
造
の
祖
」
と
云
う
。『
先
代
旧
事
本
紀
』
は
弟
比
売
が
生
ん
だ
弟
日
子
王
（
弟
彦
命
）
を
応
神

天
皇
が
初
め
て
三
野
国
造
に
封
じ
た
と
あ
り
、
弟
日
子
王
（
弟
彦
命
）
に
と
っ
て
外が

い

祖
父
に
当
た
る
大
根
王
は
正
に
「
三
野

国
造
の
祖
」
と
呼
ば
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。『
古
事
記
』
と
『
先
代
旧
事
本
紀
』
の
記
述
は
吻
合
す
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
「
弟
日
子
王
」
に
続
く
割
注
の
「
こ
は
牟
宜
都
君
等
の
祖
な
り
」
に
「
牟む

宜げ

都つ

」
を
見
出
だ
す
。
従
っ
て
牟
宜
都
氏

は
景
行
天
皇
・
大
碓
命
・
弟
日
子
王
（
弟
彦
命
）
の
子
孫
で
あ
る
。
こ
の
牟
宜
都
の
姓
が
「
君
」
で
あ
り
、「
君
」
は
開
化

天
皇
以
降
の
皇
別
氏
族
に
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
（『
日
本
史
辞
典
』
角
川
書
店
）、
牟
宜
都
氏
が
皇
別
氏
族
で
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
。

　

ま
た
、『
日
本
書
紀
』
雄
略
天
皇
七
年
八
月
に
は
「
身む

毛げ

津つ

君
大ま

す
ら
を夫

」
と
あ
り
、
同
じ
く
『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
元
年
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六
月
に
は
「
身む

毛げ
つ

君き
み

広ひ
ろ

」
と
あ
る
。『
続
日
本
記
』
文
武
天
皇
大
宝
元
年
七
月
壬
辰
の
「
牟
宜
都
君
比
呂
」
は
、
こ
の
「
身

毛
君
広
」
と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
。
牟
宜
都
（
身
毛
津
・
身
毛
）
氏
は
遅
く
と
も
文
武
朝
の
時
ま
で
に
は
「
君
」
で
あ
っ
た

こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
応
神
天
皇
の
時
も
牟
毛
津
氏
は
「
君
」
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
至
当
で
あ
る
。

　
「
別わ

け

」
と
は
、
既
に
見
た
如
く
別
祖
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
別わ

け

」
を
「
和
気
（
氏
）」
と
見
做
す
説
は
、
曲
解
と
な
っ
て

首
肯
さ
れ
な
い
（
富
田
弘
子2012

：120

）。
牟
毛
津
氏
は
渡
来
系
の
蔵
吉
人
の
子
孫
に
と
っ
て
の
別
祖
で
あ
り
、
従
っ
て

そ
の
子
で
あ
る
犬
黒
比
も
皇
別
の
牟
毛
津
氏
の
家
系
で
あ
り
、
和
気
氏
で
は
な
い
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
結
局
、「
犬
甘

の
蔵
吉
人
は
三
野
国
に
在
る
別
の
牟
毛
津
と
云
ふ
人
の
児
に
し
て
犬
黒
比
と
云
ふ
人
、
此
の
人
を
寄
せ
奉
る
」
と
は
、
渡
来

系
の
蔵
吉
人
が
外
戚
で
あ
る
皇
別
の
牟
毛
津
氏
に
、
応
神
天
皇
が
丹
生
・
高
野
両
明
神
に
献
上
し
た
二
匹
の
御
犬
の
飼
育
を

頼
み
、
牟
毛
津
氏
の
犬
黒
比
が
そ
の
大
役
を
任
さ
れ
た
、
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
応
神
天
皇
の
御
世
に
渡

来
し
た
阿
智
使
主
の
一
族
が
三
野
国
の
皇
族
の
別
れ
で
あ
る
牟
毛
津
氏
と
結
婚
し
て
親
戚
関
係
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
渡
来

系
の
阿
智
使
主
の
娘
が
皇
別
の
牟

毛
津
氏
の
男
に
嫁
い
だ
こ
と
が
、

「
別
（
祖
）」
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
阿
智
使
主

の
某
女
が
牟
毛
津
氏
の
誰
に
嫁
い

だ
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
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三
・
一
・
四
、　
長
谷
宮
に
祀
ら
れ
る
犬
黒
比

　
ま
た
、
皇
別
の
牟
毛
津
（
牟
宜
都
）
氏
の
犬
黒
比
が
「
阿
帝
川
（
有
田
川
）
の
下
長
谷
川
原
に
犬
甘
の
神
の
名
を
得
て
石

神
」
と
な
っ
た
こ
と
に
関
し
て
、「
下
長
谷
川
原
」
と
は
『
丹
生
大
明
神
告
門
』
に
お
け
る
「
下
に
坐
し
て
長
谷
原
に
忌い

み

杖つ
ゑ

刺
し
給
ひ
」
の
箇
所
に
相
当
す
る
と

考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
現
在
の
長
谷
の

丹
生
神
社（
長
谷
宮
）に
比
定
さ
れ
る
。

そ
の
由
来
書 

に
拠
れ
ば
第
一
殿
に
丹

生
都
比
売
命
を
祀
り
、
第
二
殿
に
「
大

黒
人
命
」
を
祀
る
。『
丹
生
祝
氏
本
系

帳
』
の
「
犬
黒
比
」
を
鑑
み
る
に
、

お
そ
ら
く
こ
の
「
大
」
は
「
犬
」
の

一
点
が
脱
落
し
た
も
の
で
あ
り
、
元

来
は「
犬
黒
人
命
」で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
「
犬
黒
人
命
」
と
は
犬
黒

比
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

＜図 42 ＞長谷宮の由来書　筆者撮影　第二殿に「大黒

人命」を祀る。しかしこの「大」は「犬」の誤写であろう。

＜図 41 ＞長谷宮（長谷の丹生神社）筆者撮影　「丹

生大明神告門」の「長谷原」に比定され、犬甘

の神（犬黒比）を祀っていると考えられる。
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三
・
二
、　
丹
生
相
見
家
蔭
の
狩
場
明
神
説

三
・
二
・
一
、　
宮
本
の
丹
生
狩
場
神
社

 　

上
に
見
た
如
く
、
狩
場
明
神
が
犬
黒
比
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
犬
黒
比
は
長
谷
の
丹
生
神

社
（
長
谷
宮
）
に
祀
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
天
野
大
社
に
近
い
宮
本
の
山
頂
付
近
に
鎮
座
す
る
丹
生
狩
場
（
明
）
神
社
な

ら
び
に
百
メ
ー
ト
ル
程
登
っ
た
百
合
野
神
社
に
葬
ら
れ
て
い
る
狩
場
明
神
が
注
目
さ
れ
る
。
伝
承
で
は
、
大
師
が
狩
場
明
神

の
葬
儀
に
参
列
し
、供
養
し
た
と
謂
わ
れ
る
。「
百
合
野
」の
名
は
道
端
に
百
合
の
花
が
咲
い
て
い
た
か
ら
だ
と
謂
う
。
ま
た
、

『
紀
伊
続
風
土
記
』（
高
野
山
之
部
・
天
野
社
之
上
）
に
は
以
下
の
論
及
が
あ
る
。

又
、
皮
張
村
百
合
野
に
狩
場
明
神
の
社
あ
り
。
此
れ
も
丹
生
姫
に
も
高
野
明
神
に
も
あ
ら
ず
、
宮
内
太
郎
家
信
を
祀

る
と
す
る
説
あ
り
。
此
れ
犬
黒
人
の
裔
な
ら
む
。
総
神
主
系
に
「
弘
仁
五
年
五
月
三
日
、
小お

河ご
う
ち内

郷ご
う

の
皮
張
百
合
草

野
于に

岩
隠
に
し
て
葬
る
。
然
る
を
、此
の
家
信
は
大
師
初
て
登
山
の
日
、引
路
す
る
人
な
り
。」
と
い
ふ
説
を
な
せ
ど
も
、
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大
師
上
登
は
弘
仁
七
年
な
れ
ば
年
代
前
後
し
て
符
合
し
が
た
し
。                    （『
紀
伊
続
風
土
記
』
第
四
輯
：495

）

　
『
紀
伊
続
風
土
記
』は
、狩
場
明
神
が
丹
生
都
比
売
命
で
も
高
野
明
神
で
も
な
い
と
云
う
。
こ
の
見
解
は
筆
者
と
一
致
す
る
。

ま
た
、
百
合
野
に
葬
ら
れ
て
い
る
狩
場
明
神
は
宮
内
太
郎
家
信
で
あ
る
と
い
う
説
を
挙
げ
、
か
つ
狩
場
明
神
（
宮
内
太
郎
家

信
）
を
犬
黒
人
（
犬
黒
比
）
の
子
孫
と
見
做
し
て
い
る
。
こ
の
「
犬
黒
人
」
は
正
に
長
谷
宮
の
由
来
書
の
「
大
（
犬
）
黒
人

命
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
一
致
す
る
。

　
ま
た
宮
内
太
郎
家
信
が
大
師
を
高
野
山
へ
引
導
し
た
と
謂
わ
れ
る
が
、
家
信
は
空
海
大
師
が
高
野
山
へ
登
っ
た
弘
仁
七
年

よ
り
も
二
年
前
の
弘
仁
五
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
か
ら
、『
紀
伊
続
風
土
記
』
は
こ
の
説
は
採
り
難
い
と
す
る
。
し
か
し
、

谷
口
正
信
氏
に
よ
れ
ば
、家
信
が
弘
仁
十
三
年
に
没
し
た
と
す
る
系
図
も
存
在
す
る
と
い
う
（『
丹
生
都
比
売
神
社
史
』:40

）。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
時
期
の
前
後
の
問
題
は
解
消
さ
れ
る
。

　
「
天
野
口
説
」
に
よ
る
と
、
丹
生
明
神
を
祀
っ
て
き
た
惣
神
主
は
、「
神
世
よ
り
仕
へ
来
る
祀は

ふ
りの

末
」
で
あ
り
、
天
野
大
社

＜図 43 ＞丹生狩場神社の額　

筆者撮影

＜図 44 ＞丹生狩場神社の本殿　

筆者撮影　二社が立ち並ぶ。

＜図 45 ＞百合野神社　筆者撮影　

狩場明神の墓所と謂われる。
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二
ノ
宮
の
高
野
明
神
を
祀
る
よ
う
に
な
っ
た
相
見
大
夫
は
「
高
野
明
神
の
犬
飼
の
末
子
」
で
あ
る
（
日
野
西
眞
定1993:68

下
）。
こ
れ
に
従
え
ば
惣
神
主
家
は
丹
生
祝は

ふ
り

氏
で
あ
り
、
一
方
、
丹
生
相
見
氏
が
応
神
天
皇
に
よ
っ
て
高
野
明
神
へ
献
ぜ
ら

れ
た
黒
犬
の
飼
育
役
を
任
さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

三
・
二
・
二
、　「
大
丹
生
直
氏
系
図
」
に
見
る
高
野
明
神
・
家
蔭

　　
　

こ
こ
に
、「
大
丹
生
直
氏
系
図
」
が
あ
る
。
こ
の
系
図
に
は
丹
生
麿
・
古
佐
非
の
子
孫
と
し
て
、
家
蔭
・
家
義
・
家
信

が
見み

出い

だ
さ
れ
る
。
そ
の
尻
付
を
挙
げ
れ
ば
、
左
の
如
く
で
あ
る
。

　
　

家
蔭
：
丹
生
相
見
。
桓
武
天
皇
朝
に
大
和
国
志
麻
庄
に
住
む
。
途
に
て
空
海
大
師
于に

逢
ひ
、
指
導
し
て
高
野
山
于に

入
ら

　
　
　
　
　
し
む
。
是
れ
高
野
明
神
也
。

　
　

家
義
：
相
見
太
郎
。
空
海
大
師
を
導
き
て
、
高
野
山
于に

入
ら
し
む
。

　
　

家
信
：
武
蔵
介
。

　

右
に
見
る
如
く
、
家
蔭
は
空
海
大
師
を
高
野
山
へ
導
い
た
「
高
野
明
神
」
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
家
蔭
は
桓
武
天
皇

の
頃
の
人
物
で
あ
っ
て
、
遅
く
と
も
崇
神
天
皇
の
頃
の
大
名
草
彦
命
で
は
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
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「
高
野
明
神
」
と
は
、高
野
明
神
と
同
体
化
さ
れ
た
狩
場
明
神
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。「
大
丹
生
直
氏
系
図
」
に
随
う
限
り
、

丹
生
相
見
家
蔭
が
狩
場
明
神
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
家
蔭
は
大
丹
生
直
氏
・
丹
生
相
見
神
奴
氏
の
家
系
で
あ
り
、
犬

黒
比
の
子
孫
で
あ
る
丹
生
人
氏
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
丹
生
相
見
（
神
奴
）
氏
は
高
野
明
神
（
大
名
草
彦
命
）
を
祀
る
職
掌

で
あ
り
、
応
神
天
皇
に
よ
っ
て
高
野
明
神
に
奉
献
さ
れ
た
黒
犬
の
飼
育
役
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
『
丹
生
祝
氏
本
系
帳
』
に
「
彼
（
犬
黒

比

）
の
児
裔す

そ

、
十
三
世
の
祖
の
時
よ
り
今
に
大お

ほ

贄に
え

人び
と

と
仕
へ
奉
り
」
と
あ
る
こ
と
を
鑑

み
る
に
、
犬
黒
比
の
子
孫
で
あ
る
丹
生
人
氏
が
丹
生
明
神
と
高
野
明
神
へ
供
え
ら
れ
る
贄に

え

を
狩
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
狩
り
の
た
め
に
犬
も
飼
育
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
家
蔭
と
家
義
の
尻
付
に
は
「
空
海
大
師
」
と
あ
り
、「
弘
法
大
師
」
と
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く

少
な
く
と
も
家
蔭
と
家
義
ま
で
の
系
譜
の
尻
付
は
、
空
海
大
師
が
延
喜
二
十
一
（921

）
年
に
弘
法
大
師
号
を
贈
ら
れ
る
前

の
記
述
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、
家
蔭
の
孫
で
あ
り
、
家
義
の
子
で
あ
る
家
信
と
は
、
お
そ
ら
く
伝
統
的
に
狩
場
明
神
と
見
做
さ
れ
て
き
た
宮
内
太

郎
家
信
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、　
「
大
丹
生
直
氏
系
図
」
は
家
信
を
「
武
蔵
介
」
す
な
わ
ち
武
蔵
国
司
と

の
み
記
す
。
同
様
に
家
信
の
子
孫
で
あ
る
武
信
と
家
言
も
武
蔵
介
と
あ
る
。
家
信
の
子
で
あ
る
峯
信
が
武
蔵
国
の
丹た

ん

党と
う

氏
の

祖
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
遅
く
と
も
峯
信
の
頃
に
は
武
蔵
国
に
移
住
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
家
信
も
武
蔵
国

司
（
介
）
の
補
任
時
期
（
一
般
に
四
年
間
）
に
赴
任
し
た
の
み
で
は
な
く
、
武
蔵
国
に
定
住
し
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る
。

も
う
そ
う
な
ら
ば
、
百
合
野
神
社
に
埋
葬
さ
れ
た
の
は
家
信
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
「
大
丹
生
直
氏
系
図
」に
拠
る
限
り
、家
蔭
と
家
義
が
空
海
大
師
と
関
係
し
て
い
た
こ
と
は
明
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

家
信
に
空
気
大
師
と
の
関
連
が
全
く
記
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
伝
統
的
に
呼
称
さ
れ
る
「
宮
内
太
郎
家
信
」
に
関
し
て
も　
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「
大
丹
生
直
氏
系
図
」
に
は
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
家
義
の
「
相
見
太
郎
」
の
方
が
、「
宮
内
太
郎
」
に
近
似
す
る
。

　

以
上
を
総
ず
る
に
、「
大
丹
生
直
氏
系
図
」
に
基
づ
く
限
り
、
狩
場
明
神
は
家
蔭
に
見み

做な

さ
れ
る
。
家
義
の
可
能
性
も
否

定
で
き
な
い
が
、
狩
場
明
神
を
明
確
に
示
す
他
の
資
料
が
出
現
し
な
い
限
り
、
家
蔭
を
狩
場
明
神
に
比
定
す
る
の
が
妥
当
で

あ
ろ
う
。

三
・
二
・
三
、　
大
仁
保
神
社

　

先
に
挙
げ
た
狩
場
明
神
伝
承
の
初
出
と
考
え
ら
れ
る
『
金
剛
峯
寺
建
立
修
行
縁
起
』
に
は
、「
弘
仁
七
年
孟
夏
の
比こ

ろ

を
以

ち
て
、
城
外
に
出
で
て
経
歴
す
。
大
和
国
宇
知
郡
に
一
人
の
獵か

り
う
ど者

に
遇
ふ
。」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
伝
統
的
に
、
空
海
大
師

と
こ
の
狩
場
明
神
と
の
邂
逅
の
場
所
は
、
犬
飼
山
転
法
輪
寺
に
比
定
さ
れ
て
き
た
。

　

一
方
、
上
の
「
大
丹
生
直
氏
系
図
」
に
見
る
如
く
、
狩
場
明
神
と
目も

く

さ
れ
る
家
蔭
の
尻
付
に
は
、「
桓
武
天
皇
朝
に
大
和

国
志
麻
庄
に
住
む
。」
と
あ
っ
た
。
大
和
国
に
は
高
市
郡
に
志
摩
庄
が
あ
っ
た
（
現
在
地
不
明
）。
こ
の
志
摩
庄
が
「
志
麻
庄
」

と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
宇
知
郡
と
高
市
郡
は
近
接
し
て
お
り
、
両
者
の
伝
は
地
域
と
し
て
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　
「
丹
生
大
明
神
告
門
」
に
列
挙
さ
れ
る
二
十
三
の
丹
生
神
社
の
所
在
地
に
お
い
て
、
高
市
郡
に
属
す
る
も
の
は
、「
下く

だ

り
坐

ま
し
ま

し
て
十
市
郡
に
品
太
天
皇
が
御
門
代
に
田
五
百
代
奉
り
給
ふ
也
」
と
続
く
「
下く

だ

り
坐ま

し
まし

て
巨
勢
の
丹
生
に
忌い

む

杖づ
ゑ

刺
し
給
ひ
」

の
二
箇
所
で
あ
る
。
前
者
は
奈
良
県
高
市
郡
明
日
香
村
入
谷
の
大お

お

仁に

保ほ

神
社
に
比
定
さ
れ
る
。「
大
仁
保
」は
大
丹
生
直
の「
大
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丹
生
」
と
同
じ
く
、
ま
た
「
大
仁
保
」
の
「
保
」
は
『
播
磨
国
風
土
記
』
に
見
ら
れ
る
「
尓
保
都
比
売
命
」
の
「
保
」
と
共

通
し
て
お
り
、
古
態
を
帯
び
た
呼
称
で
あ
る
。
大
仁
保
神
社
は
明
治
四
十
四
（1922

）
年
に
飛
鳥
川
上
坐
宇
須
伎
比
売
神

社
に
合
祀
さ
れ
た
が
、
現
在
も
鳥
居
と
社
が
残
っ
て
い
る
。
後
者
は
巨
勢
に
近
い
奈
良
県
高
市
郡
高
取
町
丹
生
谷
に
位
置
す

る
丹
生
神
社
に
比
例
さ
れ
る
。
現
在
は
小
さ
な
社
し
か
残
っ
て
い
な
い
。

　
ま
た
狩
場
明
神
を
獵か

り
う
ど者

と
す
る
の
は
、
犬
黒
比
を
モ
デ
ル
と
し
た
後
世
の
創
作
と
考
え
ら
れ
る
。
繰
り
返
す
如
く
、
家
蔭

は
丹
生
相
見
（
神
奴
）
氏
で
あ
り
、
高
野
明
神
を
祀
る
職
掌
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
家
蔭
は
明
日
香
村

の
大
仁
保
神
社
ま
た
は
高
取
町
丹
生
谷
の
丹
生
神
社
の
神
主
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。 

三
・
二
・
四
、　
小
結

　

全
く
の
憶
測
の
域
を
出
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
筆
者
が
丹
生
狩
場
神
社
で
感
じ
た
こ
と
は
、
空
海
大
師
と
同
時
代
を
生

き
た
は
ず
の
狩
場
明
神
が
、
氏
神
で
あ
る
丹
生
明
神
と
共
に
祀
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
生
前
の
狩
場
明
神
の
功
績
が

い
か
に
突
出
し
て
い
た
か
を
物
語
っ
て
お
り
、
惣
神
主
家
た
る
天
野
大
社
の
丹
生
祝
氏
は
狩
場
明
神
の
功
績
を
認
め
、
丹
生

明
神
と
共
に
宮
本
に
祀
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
空
海
大
師
を
高
野
山
へ
案
内
し
た
だ
け
で
、
死
後
に

狩
場
明
神
と
し
て
祀
り
上
げ
ら
れ
た
と
は
考
え
難
い
。

　

地
元
の
人
々
の
協
力
を
抜
き
に
し
て
、
高
野
山
の
開
創
は
あ
り
得
な
い
。
高
野
山
開
創
に
は
丹
生
氏
の
同
意
と
協
力
が
前
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提
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
家
蔭
・
家
義
の
父
子
は
、
空
海
大
師
を
高
野
山
へ
導
い
た
だ
け
で
な
く
、
高
野

山
開
創
の
た
め
に
尽
力
し
、
高
野
山
麓
に
い
た
丹
生
氏
の
人
々
を
ま
と
め
た
現
場
の
リ
ー
ダ
ー
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

〈
丹
生
氏
の
分
派
と
氏
姓
の
変
遷
〉

　

大
阿
牟
田
祝
氏
：
丹
生
都
比
売
命
の
子
孫
で
あ
る
大
阿
牟
田
首
・
兄
地
・
弟
地
・
阿
牟
田
刀
自
が
丹
生
都
比
売
命
を
祀
る
。

　

天
野
祝
氏
：
弟
地
・
阿
牟
田
刀
自
の
時
、
淡
路
島
か
ら
紀
伊
国
伊
都
郡
奄あ

ん

田た

村
石
口
に
移
り
住
み
、
丹
生
酒
殿
神
社
を
建　

　
　
　
　
　
　
て
て
丹
生
都
比
売
命
を
祀
る
。
そ
の
後
に
、
天
野
の
地
に
社
（
天
野
大
社
）
を
構
え
る
。

　

神
奴
君
氏
：
紀
国
造
家
の
豊
耳
命
と
天
野
祝
氏
の
阿
牟
田
刀
自
の
子
・
小
牟
久
君
が
大
名
草
彦
命
（
高
野
明
神
）
と
丹
生　

　
　
　
　
　
　

都
比
売
命
（
丹
生
明
神
）
を
祀
る
。

　

大
丹
生
直
氏
：
天
智
天
皇
九
年
の
庚
午
年
籍
に
際
し
て
、
丹
生
麻
呂
が
大
丹
生
直
の
姓
を
賜
う
。

　

丹
生
祝
氏
：
天
智
天
皇
九
年
の
庚
午
年
籍
に
際
し
て
、
麻
布
良
が
丹
生
祝
の
姓
を
賜
う
。
爾
来
、
安
麻
呂
・
伊
賀
豆
の
子　

　
　
　
　
　
　

孫
が
丹
生
都
比
売
命
を
祀
る
。

　

丹
生
相
見
神
奴
氏
：
丹
生
麻
呂
の
子
・
古
佐
非
の
孫
・
宇
胡
閉
の
時
に
、
丹
生
相
見
神
奴
の
姓
を
賜
う
。
爾
来
、
高
野
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
を
祀
る
。

　

丹
生
人
氏
：
応
神
天
皇
が
奉
献
し
た
白
黒
二
匹
の
犬
の
犬
飼
い
で
あ
る
皇
別
の
犬
黒
比
の
子
孫
だ
ち
が
長
谷
宮
に
住
み
着

　
　
　
　
　
　
き
、
犬い

ぬ

甘か
ひ

の
神
と
な
っ
た
犬
黒
比
を
祀
り
、
丹
生
・
高
野
両
明
神
へ
の
供
え
物
（
贄
）
を
狩
る
大
贄
人
し
て

　
　
　
　
　
　
の
職
掌
を
担
う
。
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